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平成２６年第１回高森町議会定例会（第１号） 

 

平成２６年３月１０日 

午前１０時００分開会 

於    議    場 

１．議事日程 

 町長あいさつ 

 開会（開議）宣告 

 日程第 １ 会議録署名議員の指名 

         ８番 甲斐 正一君 

        １０番 後藤 英範君 

 日程第 ２ 会期の決定 

      （１） 会 期 （１０日間） 

            自 平成２６年 ３月１０日 

            至 平成２６年 ３月１９日 

      （２） 会期及び審議の予定 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 日程第 ３ 承認第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

日程第 ４ 同意第 １号 高森町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 ５ 議案第 ６号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数

の減少及び規約の一部変更について 

   月  日 会議の種類 備     考 

 ３月１０日（月） 本会議 議案審議 

 ３月１１日（火） 休 会  

 ３月１２日（水） 〃 総務常任委員会 

 ３月１３日（木） 〃 文教厚生常任委員会 

 ３月１４日（金） 〃 建設経済委員会 

 ３月１５日（土） 〃  

 ３月１６日（日） 〃  

 ３月１７日（月） 〃  

 ３月１８日（火） 本会議 一般質問 

 ３月１９日（水） 〃 委員長報告・採決 
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 日程第 ６ 議案第 ７号 高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定について 

 日程第 ７ 議案第 ８号 工事請負変更契約の締結について 

 日程第 ８ 議案第 ９号 工事請負契約の締結について 

 日程第 ９ 議案第１０号 高森町消防施設整備事業分担金徴収条例の制定について 

 日程第１０ 議案第１１号 高森町総合計画策定審議会条例を廃止する条例の制定に

ついて 

 日程第１１ 議案第１２号 高森町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例の

一部改正について 

 日程第１２ 議案第１３号 高森町国民健康保険税条例の一部改正について 

 日程第１３ 議案第１４号 高森町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

 日程第１４ 議案第１５号 高森町奥阿蘇キャンプ場条例の一部改正について 

 日程第１５ 議案第１６号 高森町有機農業推進施設条例の一部改正について 

 日程第１６ 議案第１７号 高森町給水条例の一部改正について 

 日程第１７ 議案第１８号 高森町社会教育委員設置条例の一部改正について 

 日程第１８ 議案第１９号 平成２５年度高森町一般会計補正予算について 

 日程第１９ 議案第２０号 平成２５年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いて 

 日程第２０ 議案第２１号 平成２５年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

 日程第２１ 議案第２２号 平成２５度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につい

て 

 日程第２２ 議案第２３号 平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算

について 

 日程第２３ 議案第２４号 平成２６年度高森町一般会計予算について 

 日程第２４ 議案第２５号 平成２６年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

 日程第２５ 議案第２６号 平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 

 日程第２６ 議案第２７号 平成２６年度高森町介護保険特別会計予算について 

 日程第２７ 議案第２８号 平成２６年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

 日程第２８ 議案第２９号 平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につ

いて 

 日程第２９ 議案第３０号 平成２６年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算

について 
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 日程第３０ 休会の件について 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

１ 番  宇 藤 康 博 君        ２ 番  後 藤 三 治 君 

３ 番  興 梠 壽 一 君        ４ 番  芹 口 誓 彰 君 

５ 番  立 山 広 滋 君        ６ 番  森 田   勝 君 

７ 番  田 上 更 生 君        ８ 番  甲 斐 正 一 君 

９ 番  三 森 義 高 君       １０ 番  後 藤 英 範 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

町    長  草 村 大 成 君   教 育 長  佐 藤 増 夫 君 

総 務 課 長  岩 下 公 治 君   政策推進課長  甲 斐 敏 文 君 

健康推進課長  村 上 源 喜 君   住民福祉課長  橋 本 和 則 君 

農林政策課長  佐 藤 武 文 君   建 設 課 長  松 本 満 夫 君 

会 計 課 長  廣 木 富 八 君   教育委員会事務局長  後 藤 正 三 君 

政策推進課審議員  服 部 信一郎 君   健康推進課審議員  沼 田 勝 之 君 

総務課長補佐  東   幸 祐 君   健康推進課長補佐  新 井 堅太郎 君 

住民福祉課長補佐  阿 南 一 也 君   税務課長補佐  佐 藤 幸 一 君 

農林政策課長補佐  後 藤 健 一 君   建設課土木係長  荒 牧   久 君 

教育委員会事務局次長  阿 部 恭 二 君   監査事務局長  安 方   含 君 

総務課財政係長  岩 下   徹 君 

 

５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

議会事務局長  古 庄 良 一 君   議会事務局庶務係長  丸 山 雄 平 君 
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開会 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） おはようございます。 

お待たせをいたしました。 

会議に先立ち、町長のごあいさつをお願いいたします。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 皆さま、おはようございます。 

本日は、３月議会定例会を招集させていただきましたところ、議員各位の皆さま

におかれましては、公私ご多忙のところ、ご出席をいただき、誠にありがとうござ

います。 

さて、もうご承知のとおり、先月、２月になりますが、大雪がたいへん高森町の、

特に全体的でございますが、山東部にも集中いたしまして、そして国道、県道、町

道、そして各地域の部落道、農道も含めまして、道路凍結、そして一時通行ができ

ないような、また若しくは除雪すら不可能なところもあったわけでございます。そ

の際の除雪等の復旧につきましては、国や県の緊急的かつ素早いご対応をいただき、

その対応には感謝を申し上げるところでございますが、今回の豪雪では自助と共助

という意識のもと、各地域の除雪サポーターの皆さま、そして各地域の特に重機を

持たれている建設業の皆さまのご協力をいただきました。本当に厚くお礼を申し上

げたいというふうに思います。 

また、農業ハウスや畜舎等の倒壊等の農林業被害が発生いたしておりまして、本

町といたしましても、早急な被害対策に取りかかっているところでございます。阿

蘇郡市の中では、どこよりも早く熊本県議団の視察、若しくは副知事の視察をして

いただきまして、その後は国会議員の方も現地に入っていただきまして、高森町の

後に阿蘇、そして波野も見ていただいたところでございます。今回の豪雪に対する

県内の農業被害額は約６億円に上るとされておりまして、本町も約１億３,０００

万円の被害があったとの報告を受けておりますが、今回のような豪雪は私が生まれ

た頃ぐらいの、昭和４３年ぐらいのときにあったというふうに先輩からお聞きした

わけでございます。国や県の補正予算通過によって、本町でも被災農家の方々への

支援をできるだけスピード感をもって早く進めたいと考えております。現在、その

助成のための必要な施策を策定する準備に入っているところでございますが、今後

改めて必要な予算計上を行ってまいりたいというふうに思っておりますので、ご理

解とご協力をいただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

今回のこの豪雪、大雪により、災害は台風や、もちろん雨ですね、だけではなく、
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本町のような高冷地では、この大雪も災害と同様の捉え方が必要であり、その対策

と復旧に向けて、最大限の対応の必要性を改めて感じたところでございます。いよ

いよ年度末を迎え、本町の各課局の事務事業も大詰めになっておりまして、その執

行に向けて現在、全職員が一丸となって強力に推進してまいりますので、町民の皆

さま方、そして議会議員の各位の皆さま方におかれましても、ご理解とご協力をお

願いしたいというふうに思います。 

新年度の取り組みにつきましては、現時点ではもう既にがんばる交付金という新

しい交付金事業がございますが、農政関係のハード事業２件、約１億３,０００万

円程度の内示をいただいております。また、その件も含めまして、平成２６年度予

算説明において、改めて私の施策等をご説明したいというふうに存じ上げます。 

本日、定例会にご提案申し上げましたのは、専決処分の承認を求めることについ

て１件、委員の選任同意１件、その他議案２５件でございます。ご審議いただき、

ご決定賜りますようお願い申し上げまして、ごあいさつといたします。 

本日は、よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） ありがとうございました。 

ただいまから、平成２６年第１回高森町議会定例会を開会します。 

なお、税務課長 色見継治君から、税申告事務のため欠席届があっておりますの

でご報告いたしておきます。 

これから本日の会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（田上更生君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

会議録署名議員は、会議規則第１２５条の規定により、８番 甲斐正一及び１０

番 後藤英範君を指名します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（田上更生君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

会期の決定につきましては、議会運営委員会に付託してありましたので、委員長

の報告を求めます。議会運営委員長 立山広滋君。 

○議会運営委員長（立山広滋君） おはようございます。５番 立山です。 

会期の報告を申し上げます。 

議会運営委員会に付託されておりました平成２６年第１回高森町議会定例会の会
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期につきましては、本日３月１０日から３月１９日までの１０日間と決定しており

ます。 

以上、報告終わります。 

○議長（田上更生君） 議会運営委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、会期は本日から３月１９日

までの１０日間と決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３ 承認第２号 専決処分の承認を求めることについて 

○議長（田上更生君） 日程第３、承認第２号、専決処分の承認を求めることについて

を議題とします。 

本件について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 承認第２号でご報告いたします専決第２号、平成２５年度高森

町一般会計補正予算（第９号）についてご説明いたします。 

専決しました内容は、２月１３日から１４日にかけて発生しました記録的な豪雪

により、除雪サポーターや建設業等による除雪作業に必要とした経費の追加や、資

材の高騰等による色見保育園新築工事費の追加などによるものであり、歳入歳出総

額２,６５２万７,０００円を追加し、予算の総額を４９億５,６２２万９,０００円

とするものでございます。 

４ページをお開きください。 

第２表繰越明許費につきましては、色見保育園新築に伴う工事請負費と管理委託

料を全額、平成２６年へと繰り越すものでございます。 

５ページの第３表地方債補正につきましては、色見保育園の工事費増額に伴い、

その財源となる起債限度額を増額するものでございます。 

続いて、８ページ、歳入についてご説明をいたします。 

基金繰入金につきましては、今回、補正の財源調整として、財政調整基金から繰

り入れを行うのでございます。 

続いて、９ページから歳出についてご説明をいたします。 

総務費の水資源対策費につきましては、記録的大雪の被害により、胡桃原地区部

落水道施設のポンプが故障し、入れ替えが必要となりましたことから、町の公共的

施設整備事業補助金交付規則に基づき補助を行ったものでございます。 
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第３款民生費の児童福祉施設費につきましては、色見保育園新築の工事請負費を

追加しております。色見保育園につきましては、平成２５年、６年度の２カ年にわ

たる事業として整備を進めているところではございますが、本体の実施設計額が出

ましたところ、議員の皆さまもご承知のように、全国的な資材不足等の影響、その

他ほとんどの資材単価が高騰していることにより、予定額よりも大幅な増加が必要

となったものでございます。なお、本工事につきましては、今週の水曜日、１２日

に入札を予定しておりまして、落札金額と業者が決まりましたら、工事請負契約の

締結について、本定例会の追加議案としてご提案させていただきたいと考えており

ますので、その際はご審議方、よろしくお願いを申し上げます。 

第５款農林水産業費の農地費では、芝原地区ため池改修工事の測量設計業務委託

料の執行残を減額するとともに、工事の進捗に伴い事業費を増額する必要が生じた

ものでございます。 

１０ページの第７款土木費と第８款消防費につきましては、記録的豪雪に伴う除

雪サポーターと建設業者等の除雪作業に対する経費を計上したものでございます。

なお、除雪サポーター制度の導入初年度にして、このような記録的な豪雪が発生し、

新聞報道等々にも本町の取組内容が掲載されておりますが、一方ではこの制度に対

する課題も多々発生いたしておるのも事実でございます。今後、事実を検証し、や

ながら修正をしながら、見直しながら、最終的には自立と自助と共助の確立につな

げていきたいというふうに考えております。今回の大雪では、多くの方々の除雪サ

ポートにより、孤立集落の発生を最小限に食い止めることができたのではないかと

思っているところでございます。 

以上、専決しました内容につきましてはご説明申し上げましたが、ご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げまして、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「討論なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから承認第２号、専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

本件について、承認することにご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、承認第２号、専決処分の承

認を求めることについては、承認することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 同意第１号 高森町固定資産評価審査委員会委員の選任について 

○議長（田上更生君） 日程第４、同意第１号、高森町固定資産評価審査委員会委員の

選任についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 同意第１号、高森町固定資産評価審査委員会委員の選任につき

同意を求めることについて、提案説明を申し上げます。 

現在の固定資産評価審査委員会委員の渡辺眞佐末氏は、１期３年間にわたり、固

定資産の評価審査にご尽力・ご協力をいただいておりますが、その任期が平成２６

年５月１１日をもって満了するため、同氏の再任について同意を求めるものであり

ます。 

渡辺眞佐末氏は、人格・識見高く、また公平・中立で、広く社会の実情にも通じ、

固定資産評価審査委員会委員として適任者でありますので、地方税法４２３条第３

項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご同意いただけますようお願い申

し上げ、提案説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから同意第１号、高森町固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決

します。 

本案について、同意することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、同意第１号、高森町固定資

産評価審査委員会委員の選任については、同意することに決定しました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第５ 議案第６号 熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減

少及び規約の一部変更について 

○議長（田上更生君） 日程第５、議案第６号、熊本県市町村総合事務組合を組織する

地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） 議案第６号で提案申し上げます熊本県市町村総合事務組合

を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更について説明いたします。 

その内容といたしましては、構成する一部事務組合、これは高遊原南消防組合の

熊本市消防局との合併協議が整いまして、本年４月１日からの実施となりました。

このことにより、県市町村総合事務組合からの脱退となりますことにより、今回の

提案とさせていただくこととなったものでございます。 

なお、この変更は、県内構成団体による同文議決でございます。 

以上、提案いたしましたが、ご審議いただき、ご決定いただきますようお願いい

たしまして、提案説明といたします。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第６号、熊本県市町村総合事務組合を組織する地方公共団体の数の

減少及び規約の一部変更についてを採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第６号、熊本県市町村

総合事務組合を組織する地方公共団体の数の減少及び規約の一部変更については、

原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議案第７号 高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定について 

○議長（田上更生君） 日程第６、議案第７号、高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理
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者の指定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） おはようございます。 

議案第７号、高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定について、提案の説

明を申し上げます。 

高森町奥阿蘇特産品加工場につきましては、平成６年４月から開設をいたしてお

りますが、平成２０年４月から指定管理者制度を導入し、現在２期６年目を終わろ

うとしております。今回、４月以降の指定管理者を指定する必要がございますので、

高森町奥阿蘇特産品加工場設置条例の規定に基づきまして、指定管理者を選考とい

たしました。現在、指定管理者であります有限会社ヴルスト阿蘇、取締役 中村敏

治氏でございますが、引き続き平成２６年４月１日から平成２９年３月３１日まで

の期間を指定管理するものでございます。 

本加工場につきましては、施設の特殊性及びこれまでの経緯から、指定管理者を

選考により指定するものでございます。 

よろしくご審議をいただき、ご決定いただきますようお願いいたしまして、提案

理由の説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第７号、高森町奥阿蘇特産品加工場の指定管理者の指定についてを

採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第７号、高森町奥阿蘇

特産品加工場の指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 議案第８号 工事請負変更契約の締結について 

○議長（田上更生君） 日程第７、議案第８号、工事請負変更契約の締結についてを議
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題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 議案第８号、工事請負変更契約の締結について、提案

理由の説明を申し上げます。 

草部地区用水隧道工事につきましては、第６回臨時議会におきまして、その契約

の締結についてご承認をいただいておりましたけれども、工事の進捗に伴い、工事

内容の変更の必要が生じましたので、今回、契約の変更についてご提案するもので

ございます。 

主な工事内容の変更につきましては、隧道内水路断面すべてにモルタル吹き付け

を施工する予定でございましたけれども、用水路の底盤部分にモルタルを吹き付け

し、水路断面を加工すれば、通水断面を確保できて、用水路の更新が図られるため、

吹き付け面積及び地山清掃工が減じることができるということが分かったこと、そ

れから用水路底盤部分にアンカー打設をすることとしておりましたけれども、アン

カー打設をせずとも強度が確保できるということで、今回、工事内容を変更するこ

とにいたしました。 

当初、契約額では１億７,７４５万円ということで契約をいたしておりましたけ

れども、２,９９９万９,３８８円減額して、１億５,６４５万６１２円で契約をさ

せていただきたいと思います。ちなみに、工事の進行過程で、株式会社杉本建設様

におかれましては、鋭意、工事進行のため努力をいただいておりましたけれども、

当初予定しておりましたトンネル隧道工事専門の作業員が全国的な作業員の不足に

より、確保することができませず、事故繰越しを申請せざるを得なくなったという

ことをご報告申し上げます。事故繰越しにつきましては、今、申請をしております

けれども、未だ正式な承認通知をいただいておりませんので、とりあえず現在の工

期を２６年３月３１日まで延長して、併せて今回の変更契約を締結したいと思って

おります。 

以上、説明いたしましたが、ご決定いただきますようによろしくお願い申し上げ

ます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第８号、工事請負変更契約の締結についてを採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第８号、工事請負変更

契約の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第８ 議案第９号 工事請負契約の締結について 

○議長（田上更生君） 日程第８、議案第９号、工事請負契約の締結についてを議題と

します。 

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） 議案第９号でご提案いたします工事請負契約の締結につい

てご説明を申し上げます。 

今回の契約につきましては、緊急経済対策（団体営）芝原地区ため池改修工事に

伴うものでございまして、指名競争入札によりまして、平成２５年１１月２１日に、

阿蘇郡高森町大字高森６５６番地の１、株式会社高梢、代表取締役 藤本政実氏が、

４,８８２万５,０００円で落札されものでございます。 

その後、変更契約を締結する必要が生じ、変更後の金額が５,２４４万７,４３３

円となり、５,０００万円を超えますことから、地方自治法第９６条第１項第５号

の規定に基づき、議会の議決に付すべき事項及び財産の取得及び処分に関する条例

第２条の規定によりまして、議会の議決を経る必要があるため、今回提案申し上げ

る次第でございます。 

事業変更の内容につきましては、この後、佐藤農林政策課長からご説明申し上げ

ますが、ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。

よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） それでは、私のほうから、工事内容の変更につきまし

てご説明をさせていただきます。 

工事の進捗に伴い、ため池内の掘削作業を行っておりましたけれども、当初の予

定より転石の量が大幅に増えることが判明いたしまして、その岩の破砕量が３３０

立米ほど増加いたしました。 
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また、ため池を掘削するために、発生する泥土を固化するために、この泥土に石

灰を添加する、混ぜる必要がございますが、この石灰の量が７７トンという形に増

えましたので、この部分が主な増加の原因となっております。 

一方で、防水シートの面積が２００平米ほど減少するとともに、仮設工事は不要

となりましたので減額いたしますけれども、その増減をいたしますと結果的に増額

が３６０万２,０００円あまりの増額となりました。 

また、工期につきましても、併せて変更する予定でございますが、ご承知のとお

り、先般からの大雪によりまして、ため池内の作業が不可能となりまして、その分、

５日ほど工期の延長をするということで、３月２５日までの工期ということで工事

を進めております。 

本事業につきましては、ため池の長寿命化はもちろんでございますけれども、決

壊等を防いで、ひいては災害防止のための改修を行うものでございますので、よろ

しくお願いしたいと思います。 

以上、変更理由についてご説明をいたしました。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。６番 森田勝君。 

○６番（森田 勝君） ６番 森田です。 

ただいま農政課長のほうから説明がありました。確かに私もですね、ちょくちょ

くあの現場に出向いておりますが、石の大変な量でございます。それから、泥土の

量もですね、初めはたいへん多く出るような話もありましたが、現在見てみますと、

足らないような現状ではないかと思っているようなところでございます。そのこと

についてですね、ボーリングなどで調査をされております。そのボーリングの調査

の中でですね、今のような話がありましたように、３３０立米、石が出たとの話で

ございます。ボーリング調査の中でそういう認識はなかったのか説明を願いたいと

思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） ６番 森田議員のお尋ねにお答えいたします。 

確かに、地質調査等いたしまして、ボーリングを実施いたしましたけれども、ど

うしてもですね、ため池の内部につきましては、相当の泥土が溜まっておりまして、

そこにボーリング施設を設置することができませんでしたので、もともとの断面貯

水量にそれほどの岩石があるということが予測できませんでしたので、実際掘った

中でこれだけの転石が出てきたということでございますので、これは予測不可能だ
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ったということで変更せざるを得なかったということでご了承をいただきたいと思

います。 

○議長（田上更生君） ６番 森田勝君。 

○６番（森田 勝君） 私は、地元の工事なので、あまり質問はしたくはありませんが、

今後ですね、こういう工事があるときは、やはり地域の住民の話も聞き方でですね、

どういう地形かというのを、私も業者のほうには言っておりましたが、なかなか一

歩の出が悪うございまして、「あんたはここの工事をなめとるとぼくぞ」というよ

うな話を私もしましたけど、なぜそういう話をしたかというのは、今話が出ていま

すように、石のたいへん多いところでございましたので、そういう話もですね、今

後は業者の方が入札するときには、やはり地元の土地のいろいろも聞きながら、こ

ういう工事のほうもですね、進捗してもらいたいと思います。私からは、もう答弁

はよございますので、今後そういうふうなところをですね、お願いしておきたいと

思います。以上です。 

○議長（田上更生君） そのほか質疑はございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第９号、工事請負契約の締結についてを採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第９号、工事請負契約

の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第９ 議案第１０号 高森町消防施設整備事業分担金徴収条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第９、議案第１０号、高森町消防施設整備事業分担金徴収

条例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） 議案第１０号で提案申し上げます高森町消防施設整備事業

分担金徴収条例の制定についてご説明いたします。 

本町におきます消防施設に関する補助事業につきましては、公共的施設整備事業
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において、地元駐在区の要望に基づき、今日まで事業を推進してまいりました。し

かしながら、現在の公共的施設整備事業におきましては、総事業費の３分の２を助

成する制度となっております。総事業費の上限が１５０万円であり、町からの助成

金の金額としましては、１００万円が限度となってしまいます。 

平成２６年度事業として申請が上がり、予算に計上いたしておりますが、２地区

におきましては、新興住宅地として広がり始まっております昭和豆塚地区、それか

ら一方、旧来からの集落であります村山地区の２地区を予算に計上いたしておりま

す。両地区とも防火水槽の新設要望が早くからありましたが、先ほど説明申し上げ

ましたとおり、公共的施設整備事業の整備におきましては、地元負担金がかなり高

くなってまいりますことから、整備に踏み切れない状況にありました。 

そこで、国の補助事業を要望いたしまして、半額助成を得るということにより、

整備を行うこととして、今回、予算計上し、このご提案をさせていただくものでご

ざいます。 

なお、色見地区においても、色見保育園新築により、旧色見小学校跡地に公共施

設が集中することと、それから一昨年、工務店の倉庫火災がございましたが、その

教訓も含めまして、防火水槽を設備したいと考えております。そういうことから、

この徴収条例制定のご提案をいたすものでございますので、ご審議いただき、ご決

定いただきますようお願い申し上げ、提案説明といたします。よろしくお願いいた

します。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ４番 芹口でございます。 

本議案につきましてはですね、総務委員会所管でございますけれども、条例の制

定でもありますし、また予算の関連もございます。また、審議をする前に、是非確

認もしておきたい事項もございますのでお許しいただきたいと思いますが、よござ

いますか。 

○議長（田上更生君） はい、よございます。 

○４番（芹口誓彰君） それでは、お尋ねいたしますけれども、本条例におきましては、

防火水槽の新設、それから２つ目として消防施設の新築及び修繕ということで、総

事業費の１０％の分担金を徴収するというような条例になっております。一方、先

ほど説明がありましたが、高森町の公共的施設整備事業補助金交付規則におきまし

ては１０分の７の補助をするということになっております。この条例に基づきまし
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て、予算書１５ページにおきましては、耐震性貯水槽整備事業負担金、これは分担

金の間違いじゃないかと思いますけれども、８６万円が計上してあります。また、

一方、公共的整備事業補助金ということで、歳出の１１０ページですか、消火施設

整備事業と、それから消火栓の設置事業ということで１１０万７,０００円が計上

されております。同じ消防施設で、条例では事業の範囲が防火水槽の新設と消防施

設とに分けて規定をしてあります。また、一方、規則ではポンプ格納庫、それから

防火水槽と消防施設ということでひっくるめて規定がしてございます。また、今回

の条例では、消防施設の新築及び修繕ということになっております。また、一方、

公共的施設事業補助金交付規則では、施設の新設改良というような字句になってお

ります。こういうことで、同じ消防施設でどのような施設がこの条例に該当するの

か、またどういった消防施設が補助金交付に該当するのか、どのような施設で、ど

のような状態になった場合ですね、どっちに該当するのか非常に分かりづらい条例

と規則が存在するような格好になっております。そういったことで、私は補助金交

付規則の中で限度額の引き上げて、それから１０分の９の補助をしますというよう

な規定でもよかったような気もいたしますけれども、そういったことでこういった

条文の整理、それから整合性をどのように考えておられるのかお尋ねをいたしたい

と思います。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） ４番議員 芹口議員のご質問にお答えいたします。 

議員ご質問の趣旨は、私どももよく存じてあります。今回、先ほど説明を申し上

げましたが、消防施設整備の国庫を受けます場合、まず受けるという補助事業があ

るということを申し述べたかったところでございますが、基本的に今の防火水槽が

かなり高規格の耐震性のものしか認められないというふうになっております。した

がいまして、条例におきます本提案を申し上げておりますこの内容につきましては、

かなり高規格の耐震性のある、つまりかなり金額は上がってく防火水槽ということ

が、現時点ではこれからも認められなくなります。そういうことから、この補助事

業を活用したいということでございます。 

それから、先ほども申し上げましたが、町の公共的施設整備事業におきましては、

その中にも防火水槽というような文言もありますし、新設、それから改良、修繕等

も入っておりますが、それにつきましては修繕を現時点の防火水槽が各地区にござ

います。したがいまして、その公共的施設整備事業の規則におきましては、修繕等

が主になってくるというふうに、私は今後はなってくるというふうに思われます。
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したがいまして、規則におきましても、４番議員のご質問のとおりでございますが、

規則においても改正を行っていきたいというふうに考えております。 

なお、国庫補助を受けるという意味からも、当然、条例化は必要なところと考え

まして、このような提案とさせていただいておるところでございます。 

以上、お答えいたしましたが、どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） 今、総務課長から説明がありましたけれども、先ほど言いまし

たように、条例と規則を見るかぎりで非常に分かりづらいようになっておりますの

で、規則の改正をされるならば、条文の整理をきちっとやって、規則の制定をやっ

ていただきたいというふうに思っております。どうかよろしくお願いをしたいと思

います。 

○議長（田上更生君） また、総務常任委員会の中に付託になろうかというふうに思い

ますが、その中で十分なご審議、協議をお願いしたいというふうに思います。 

そのほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号は総務常任委

員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１０ 議案第１１号 高森町総合計画策定審議会条例を廃止する条例の制定に

ついて 

○議長（田上更生君） 日程第１０、議案第１１号、高森町総合計画策定審議会条例を

廃止する条例の制定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） おはようございます。 

議案第１１号で提案いたしました高森町総合計画策定審議会条例を廃止する条例

についてご説明申し上げます。 

総合計画につきましては、平成２３年５月２日、地方自治法の一部を改正する法

律が公布され、これまで議会の議決を経て、基本構想の策定が義務づけられており
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ましたが、法的な策定義務がなくなり、町の自主的な判断に委ねられることとなり

ました。町としましては、現在まで１０年間の基本構想、これは現在、平成２１年

度から平成３０年度までですけど、それと５年ごとの実施計画、今回は第２次計画

として平成２６年度から平成３０年度までを策定を予定しておりましたが、今回の

地方自治法の改正及びローカルマニフェストとの整合性を考慮し、４年間の総合計

画を策定することといたしました。 

具体的には、ローカルマニフェストや総合計画を専門的に研究されておりますロ

ーカルマニフェスト推進ネットワーク九州の指導を受けながら、また首長の任期４

年と併せる形で、平成２６年度において、平成２７年度から平成３０年度までの４

年間の総合計画を策定するものであります。これにより、首長の政策が総合計画に

的確に反映されることとなり、施策の執行についても効率的・効果的なものとなる

と思われます。今まで基本構想の策定には高森町総合計画策定審議会条例の規定に

より、議員の方々６名を任命し、審議していただいておりました。 

また、その基本構想を議会に提出し、ご議決いただくことにつきましても、不本

意な点が生じていたことも事実であります。今回、１０年という長期の基本構想策

定という形でなく、４年スパンの総合計画の策定を行うこと、また住民が主体とな

り、地域ニーズに沿った新総合計画の策定を図ることに伴い、現行の条例を廃止す

る必要が生じたため提案するものであります。 

策定後の総合計画につきましては、全員協議会等で報告することとしております。 

以上、説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申し

上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第１１号、高森町総合計画策定審議会条例を廃止する条例の制定に

ついてを採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１１号、高森町総合

計画策定審議会条例を廃止する条例の制定については、原案のとおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１１ 議案第１２号 高森町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例の

一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１１、議案第１２号、高森町国民健康保険高額療養費支

払資金貸付基金条例の一部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） おはようございます。 

議案第１２号でご提案いたしました高森町国民健康保険高額療養費支払資金貸付

基金条例の一部改正について、ご説明を申し上げます。 

国民健康保険におきましては、平成１９年４月より国民健康保険限度額適用認定

証を医療機関窓口で提示することで、高額療養費自己負担限度額以上を被保険者が

負担しなくて済むように制度が改正されたことにより、高額療養費支払資金の貸付

実績はほとんどない状況でありましたが、国民健康保険法施行規則により、国民健

康保険限度額適用認定証は原則として保険税滞納者には交付しないこととなってお

り、経済的理由から滞納している生活困窮者を救う最後のセーフティネットとして

の意味合いもあり、制度は存続すべきものと考えるところであります。 

現在の高額療養費支払基金額である５００万円につきましては、先の監査におき

まして大幅に減額すべきではないかとの監査委員からのご指摘もいただいているこ

とから、協議しました結果、基金額を現在の５００万円から１００万円に改めるも

のであります。 

また、これまで申請者の世帯に貸し付けておりましたけれども、資金が個人的に

流用されて、医療費が未納となる事態を防ぐため、関係条文を改正し、申請に基づ

き、本人に代わって町が直接医療機関へ高額療養費支払資金相当分を納めることと

し、また延滞金におきましても法改正により、国税及び地方税にかかる延滞金の割

合が改正されたことに伴い、延滞金割合を１４.６％から７.３％に改正するもので

あります。 

以上、ご説明申し上げましたが、審議の上、ご承認いただきますようお願い申し

上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。
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質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１２ 議案第１３号 高森町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１２、議案第１３号、高森町国民健康保険税条例の一部

改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 議案第１３号でご提案いたしました高森町国民健康保

険税条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

国の平成２６年度税制改正に伴い、国民健康保険税におきましては、高額所得者

層の課税限度額が引き上げられましたことから、第２条第３項及び第２３条中の後

期高齢者支援金等課税額を１４万円から１６万円に、介護納付金課税額を１２万円

から１４万円に改正するとともに、課税限度額を引き上げられたことに併せて、保

険税の軽減適用対象を拡大することとなりましたことから、第２３条第２項第３号

を改正し、世帯の総所得が納税義務者を含む１人につき２４万５,０００円を加算

した金額を超えない世帯を５割軽減の対象とすることとし、また後期高齢者が同居

する世帯で、総所得額が納税義務者を含む１人につき４５万円を加算した金額を超

えない世帯を２割軽減の対象とするこの度の改正であります。 

以上、ご説明申し上げましたけれども、審議の上、ご承認いただきますようお願

い申し上げ、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１３ 議案第１４号 高森町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１３、議案第１４号、高森町後期高齢者医療に関する条

例の一部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 議案第１４号でご提案いたしました高森町後期高齢者

医療に関する条例の一部改正について、ご説明申し上げます。 

国により、国税及び地方税にかかる延滞金の割合が改正されたことに伴い、後期

高齢者医療保険料にかかる延滞金の割合についても、同様に扱うことに差し支えな

いとの見解が示されたことにより、今回改正するものであります。 

詳しく申し上げますと、附則第３条中の延滞金割合につきましては、年１４.６

％となっていますものを、租税特別措置法第９３条第２項の規定により、告示され

た割合プラス１％の割合に、７.３％を加算した割合とし、年７.３％となっていま

すものを、同じく告示された割合プラス１％を加算した割合とするものでございま

す。 

なお、改正前に発生いたしました延滞金の割合につきましては、従前のとおりの

扱いとすることといたしております。 

以上、ご説明申し上げましたが、審議の上、ご承認いただきますようお願い申し

上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

お諮りします。 



 

－24－ 

しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。１１時１０分

から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１１時００分 

再開 午前１１時１０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１４ 議案第１５号 高森町奥阿蘇キャンプ場条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１４、議案第１５号、高森町奥阿蘇キャンプ場条例の一

部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 議案第１５号でご提案申し上げました高森町奥阿蘇キ

ャンプ場条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 

高森町奥阿蘇キャンプ場条例では、第９条に別表に定める額を使用料として納め

なければならないというふうに規定を申し上げておりますけれども、別表の金額は

消費税５％を乗じて得た額を加算した額を表記しております。平成２６年４月１日

から消費税が８％に改定されますことを受けまして、別表中の金額を消費税抜きの

金額を表記いたしまして、第９条では別表に定める額に消費税及び地方消費税の税

率を乗じて得た額を加えた額というふうに改めるよう改正するものです。 

また、時期はまだ確定されておりませんけれども、消費税率が１０％に、いずれ

増税されるというふうにいわれておりますので、別表中に消費税を明記しなかった

ということでございます。 

以上、ご提案申し上げますけれども、よろしくご審議いただき、決定いただきま

すようよろしくお願い申し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１５ 議案第１６号 高森町有機農業推進施設条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１５、議案第１６号、高森町有機農業推進施設条例の一

部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 議案第１６号でご提案申し上げております高森町有機

農業推進施設条例の一部改正について、提案理由のご説明を申し上げます。 

本案につきましても、消費税率の改正に伴い、別表１から４を税抜きの表示をい

たしまして、条文の中で別表に定める金額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて

得た額を加えた額を納めるという形に改定をするものでございます。 

なお、この利用料金につきましては、運営委員会のほうでご承認をいただき、税

抜きの額は以前と据え置きをするというご承認をいただいておることを付け加えさ

せていただきます。 

以上、提案理由の説明を申し上げましたが、よろしくご審議いただき、決定いた

だきますようお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１６ 議案第１７号 高森町給水条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１６、議案第１７号、高森町給水条例の一部改正につい

てを議題とします。 



 

－26－ 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 議案第１７号で提案いたしました高森町給水条例の一部改

正について、ご説明申し上げます。 

今回の消費税の改正に伴いまして、２６年４月からは現行の５％から８％が決定

しておりまして、また２７年１０月の予定で、１０％の予定で、２段階に分けて行

われることになっていることから、次のように改正するものです。 

改正内容は、料金について第２６条で定めてある「合計額に１００分の１０５を

乗じて得た金額とする」を「合計額に消費税及び地方消費税の税率を乗じて得た金

額とする」に改め、また加入金につきましても同じく第３４条で定めてあります

「１００分の１０５」を「消費税及び地方消費税の税率」というふうに改めます。 

なお、経過措置といたしまして、第２６条の規定は４月の検針後の５月分水道料

から適用し、第３４条の規定は施行日以降に行います給水装置工事の申込みにかか

る納付金から適用いたします。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申

し上げます。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１７ 議案第１８号 高森町社会教育委員設置条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 日程第１７、議案第１８号、高森町社会教育委員設置条例の一

部改正についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） 議案第１８号で提案いたしました高森町社会教育委員

設置条例の一部改正について、本議案は地方自治法第９６条第１項第１号の規定に

より議会の議決を経る必要があるために提案するものです。 
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この改正は、国が定める平成２５年６月１４日、地域の自主性及び自立性を高め

るための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律公布に基づきまして、

社会教育法が改正されます。改正後、社会教育法第１８条の規定により、社会教育

委員の委嘱の基準について文部科学省で定める基準を参酌し条例で定めることとな

ったため、高森町社会教育委員条例の一部を改正するものです。 

別表、条例新旧対照表をご覧ください。第２条の見出し中「委員の設置及び定

数」の次に「並びに構成」を加え、第２条第１項の次に１項を加え、第２項に「社

会教育委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行

う者並びに学識経験者の中から教育委員会が委嘱する。」を加えることとしており

ます。 

以上、説明申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定いただくようにお願い申

し上げます。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１８ 議案第１９号 平成２５年度高森町一般会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 日程第１８、議案第１９号、平成２５年度高森町一般会計補正

予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 議案第１９号でご提案いたしました平成２５年度高森町一般会

計補正予算（第１０号）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、平成２５年度の最終補正でありまして、歳入全般にわたって収入

の確保を図り、歳出においては不用額を極力抑えるため、科目全般にわたって補正

を行うものでございます。 

なお、日本経済再生に向けた平成２５年度緊急経済対策総額５.５兆円の経済対
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策を盛り込んだ国の平成２５年度補正予算を受け、横山地区と草部第二地区用水路

整備事業を追加しておりますことから、総額で１億５５８万円を追加することとし、

これを現計予算に合算いたしますと、歳入歳出それぞれ５０億６,１８０万９,００

０円とするものでございます。 

６ページをお開きください。 

第２表繰越明許費の補正につきましては、国の経済対策を受けて実施する事業や、

年度内完了が見込めない林道や町道整備事業について、翌年度へ繰り越すものでご

ざいます。 

７ページの第３表債務負担行為補正におきましては、新たに１７項目を追加いた

しております。このうち１番から１２番までにつきましては、２６年度単年度の債

務負担行為として計上するものでございます。また、廃止項目といたしまして、高

森温泉館指定管理料と阿蘇高森オーガニックアグリセンターで導入予定でありまし

た堆肥攪拌用重機リース料について、それぞれ廃止するものでございます。 

８ページをお開きください。 

第４表地方債補正の第１追加につきましては、平成２５年度緊急経済対策事業、

横山地区と草部第二地区用水路整備に伴い、５,７３０万円を限度額として追加す

るものでございます。第２の変更につきましては、各事業の実績見込みに伴う限度

額の補正であります。 

続きまして、１１ページから歳入予算の主なものについてご説明いたします。 

第１款の町税につきましては、町民税をはじめ、各種町税について現段階での収

入見込額として計上いたしました。 

１２ページの第１２款分担金及び負担金の災害復旧費負担金では、農地等災害復

旧伴う受益者の負担割合が確定し、農地が１０％、施設が３％と、負担割合が少な

くなりましたことから減額するものでございます。 

１３ページの国庫支出金から、１８ページの県支出金にかけましては、各事業の

決定通知や確定見込みにより、それぞれ調整を行うものでございますが、１７ペー

ジにおいて横山地区と草部第二地区用水路整備に伴う団体営農業農村整備事業補助

金として、事業費の５５％、７,０１２万５,０００円を計上しております。なお、

残り４５％の町負担分につきましては、起債借入により対応することといたします

が、今回の経済対策では名称をがんばる地域交付金として、町負担分の３割から４

割の範囲で交付されることとになり、制度上、２６年度予算に計上することとされ

ておりますことから、後ほど提案予定の平成２６年度当初予算において、歳入予算
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に計上させていただいております。 

次に、２２ページから歳出予算について説明いたします。 

歳出全般にわたりまして、各事業に必要な経費の最終見込みにより、主に減額補

正を行っておりますが、年度内に実施しておく必要がございます一部事業につきま

しては、追加の補正も計上させていただいております。 

２４ページ、総務費の企画費におきましては、地方バス運行特別対策補助金につ

きましては、実績より追加いたしております。 

２９ページをお開きください。 

民生費の介護保険事業費では、特別会計への繰出金を追加計上いたしました。こ

れは介護保険サービス等の保険給付費の増額を法に定められた負担割に基づき追加

したものでございます。 

３５ページの第５款農林水産業費のがんばる地域緊急経済対策費におきまして、

横山地区と草部第二地区用水路整備にかかる測量設計業務委託料や工事請負費を追

加計上いたしました。 

３６ページ、林業振興費の負担金補助及び交付金の中で、鳥獣被害防止緊急捕獲

等対策補助金につきましては、予想以上の捕獲実績が上がっていることから、捕獲

報奨金として追加したものでございます。 

最後に、４５ページの諸支出金におきましては、財政調整基金積立金として１億

５７８万２,０００円を追加いたしました。 

以上、今回提案しております補正予算について、その概要をご説明いたしました

が、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ４番 芹口です。 

今回の補正で、第２表で繰越明許費の補正が上がっております。専決処分におき

ましてもですね、色見保育園の建設事業費が繰越明許費となされました。本年４月

から消費税が８％、３％上がるわけでございますけれども、１億円を超えますと３

００万円以上の支出増ということになるわけでございます。繰越明許費は繰り越し

をして、もし不足額を生じた場合につきましては、翌年度補正ができないような制

度になっておりますが、この設定額につきましては、そういった消費税の３％も含

めた額、それを考慮されて計上されておるかどうかお尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 
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○総務課長（岩下公治君） ４番議員 芹口議員のご質問にお答えいたします。 

８％計上して、すべて計上いたしております。 

以上、お答えいたします。 

○議長（田上更生君） そのほかございませんか。２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ２番 後藤です。ご質問させていただきます。 

まず、３６ページでございますが、負担金補助及び交付金の中で森林整備地域活

動支援交付金８６０万円の減額、それから今ちょっと町長のほうからご説明があり

ましたけれども、鳥獣被害防止緊急捕獲対策事業が１,１００万円ほど増加になっ

ております。まず、この森林整備地域の８６０万円の減の理由と、それから鳥獣被

害については非常に捕獲頭数が増えているということでございますが、現在までの

捕獲頭数がお分かりであれば教えていただきたい。 

続きましてですね、３８ページ、道路新設改良費の工事請負費の２,３８６万５,

０００円が減額となっておりますが、これはどの路線の減額なのか。 

それから、もう一つ、３９ページの土木費のですね、負担金補助及び交付金の中

で合併処理浄化槽設置整備事業補助金が５３０万円ほど減額になっております。こ

の説明をお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） ２番 後藤議員のご質問にお答えをいたします。 

まず、森林整備地域活動支援交付金でございますが、毎年、森林組合が計画を持

っております面積に対しまして、単価を掛けまして、交付金の予算を組んでおりま

すけれども、これは昨年も後藤議員がお尋ねになったと思いますけれども、その年

の実績によりまして減額をせざるを得ない、事業が実施できなかったために減額す

るものでございます。そのため、この金額を減額することになっております。１ヘ

クタール当たり５,０００円、森林組合が計画を持っております面積が３,７９７.

７８ヘクタール、金額で１,８９８万８,９００円を当初で計上いたしておったとこ

ろでございます。 

それから、鳥獣被害防止緊急捕獲等対策事業補助金でございますけれども、現在

のところ、支払実績はイノシシで３６６頭、シカで１２９頭の支払実績を持ってお

りますけれども、支払後の３月までの見込みといたしまして、イノシシで４５０頭、

シカで２５０頭余りの見込みをいたしております。その影響で１,０００万円を超

える捕獲報奨金の計上が必要となりましたので、今回お願いを申し上げているとこ

ろでございます。よろしくお願いいたします。 
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○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） ２番議員のお尋ねにお答えいたします。 

３８ページの道路新設改良費の工事請負費の減額の理由ということでございます

が、繰越工事の調整後、工事入札残の調整、また繰越工事の別表といいますか、路

線は主にですね、牧戸線につきましては、元気交付金で施工するようにしておりま

したけれども、交差点協議等に時間を要しまして、繰越工事となった関係で、２６

年度当初で計上させていただくということで、その分が１点と、もう一つ、永野原、

宮原の流末処理工事ということで、これも現行付近で施工する予定にしておりまし

たけれども、それも繰越工事となったということで、大きく繰越工事の調整後の減

額ということで、今回計上しているわけでございます。 

それから、３９ページの住宅環境費の負担金補助及び交付金の５３４万６,００

０円、合併処理浄化槽の設置事業の補助金でございますけれども、事業の確定に伴

いまして、５人槽が１６基から１４に減、７人槽が大きく減しまして２４基の計画

から１４基に減、１０人槽は１基計画しておりましたが、申し込み等がなかったと

いうことで事業費総額が１,０４１万６,０００円になりまして、既定額の１,５７

６万２,０００円から減額の５３４万６,０００円というふうになるということから、

今回、減額補正をお願いしているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 質問はございませんか。２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ２番 後藤です。 

ただいまご説明いただきましたので、納得はしておりますが、森林整備活動交付

金につきましてもですね、やはり元枠からすると非常に減額幅が大きいわけでござ

いますので、当初、予算を立てる段階で十分ですね、こういう金額にならないよう

に、２６年度を見ますと、だいたい１,５００万円ぐらい、また計上してあるよう

ですが、８００万円となりますと、５０％以上の減額ということになりますので、

もう少し予算を立てる段階でですね、十分精査をする必要があるんじゃないか。 

それから、浄化槽につきましても、予定より非常下回ったということでございま

すが、それだけのＰＲもされているのかですね、町民の方に。予算を立てる場合で

すね、やはりそれだけの見合う実績を残していかないと、ただ予算を立てて、実績

がこうでしたでは、やはり予算の意味がないように感じますので、今後、予算を立

てられる場合は、そういったところもやはりＰＲもしながらですね、やっていただ

きたいということをお願いしたいと思います。以上です。 

○議長（田上更生君） 答弁、よろしゅうございますか。 
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○２番（後藤三治君） はい。 

○議長（田上更生君） そのほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、各常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号は各常任委員

会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１９ 議案第２０号 平成２５年度高森町国民健康保険特別会計補正予算につ

いて 

○議長（田上更生君） 日程第１９、議案第２０号、平成２５年度高森町国民健康保険

特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 議案第２０号でご提案いたしました平成２５年度高森

町国民健康保険特別会計補正予算（第４号）について、ご説明申し上げます。 

今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ１５１万８,０００円を追加し、

予算の総額を歳入歳出それぞれ１１億５,６４５万７,０００円とするものでありま

す。 

歳入についてご説明いたします。７ページをお開きください。 

諸収入のうち、一般被保険者返納金につきましては１４万５,０００円、雑入に

ついては４７万６,０００円を計上いたしております。これは国保から社会保険に

移行されたにも関わらず、届出のないまま国保の保険証で受診された方がいらした

ために、この分の医療費の返納を受け入れたものでございます。 

次に、歳出につきましてご説明いたします。８ページをご覧ください。 

第２款保険給付費の一般被保険者療養給付費につきましては、平成２５年度中の

歳出状況から予算が不足する恐れがあるため４,５００万円を追加補正し、また退

職被保険者療養給付費、退職被保険者等高額療養費及び出産育児一時金につきまし

ては、歳出状況からそれぞれ減額するものです。 

第６款共同事業拠出金の共同事業医療費拠出金及び９ページの保険財政共同安定

化事業拠出金につきましては、予算の不足が予想されたため、それぞれ追加するも
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のでございます。 

次に、第７款保健事業費の特定健康診査等事業費につきましては、特定検診の実

績から２９４万円を減額するものです。 

次に、１１款予備費につきましては、上記の補正にかかります不足額２,８２６

万２,０００円を減額補正することといたしました。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認いただきますようお願い申

し上げ、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２０ 議案第２１号 平成２５年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２０、議案第２１号、平成２５年度高森町介護保険特別

会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 平成２５年度高森町介護保険特別会計補正予算（第４

号）につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

今回の補正は、既定の予算に歳入歳出それぞれ２,７０５万１,０００円を追加し、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億６,１１８万６,０００円とするものであります。 

主なものについてご説明申し上げます。４ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正におきましては、新たに６項目を追加いたしております

が、２６年度の単年度の債務負担行為として計上するものでございます。これは委

託事業等で４月１日から契約の効力が発生するものなどにつきまして、前年度のう

ちに契約手続き等にとりかかることができるよう事務の改善を図るため、追加計上

するものでございます。 

７ページをお開きください。 
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歳入の第１号被保険者保険料の現年度分１５４万５,０００円増額いたしました。

これは本年度保険料の課税見込額の増額に対する収納予定額の増額でございます。 

第３款介護給付費負担金の現年度分を２,２８６万５,０００円増額するとともに、

同款調整交付金の現年度分を７６０万円増額いたしております。ともに介護給付費

の増加に対応するための補正でございます。 

８ページをお開きください。 

第４款介護給付費交付金の現年度分を１,１３７万３,０００円減額しております

けれども、変更交付決定見込額に対する調整のためのものであります。 

第５款介護保険給付金の現年度分を４１０万８,０００円の増額は、給付費の伸

びに伴うものでございます。 

続きまして、９ページをお願いいたします。 

第６款介護給付費繰入金の現年度分を１７４万２,０００円増額しております。

これは本年度分の介護給付費負担金の増額が見込まれることに伴います財源ごとの

負担の増額でございます。 

１０ページをお願いいたします。 

歳出でございます。総務管理費、一般管理費につきましては、介護報酬改定に伴

い、システムを改修する必要がございますので、そのための委託料を２２万１,０

００円増額しております。 

第２款介護サービス等諸費、第１目の介護サービス等諸費につきましては、１,

３９５万４,０００円の増額でございますが、これは居宅介護、地域密着型介護サ

ービスの増加及び施設介護サービスの減少によるものでございます。 

１１ページをお願いいたします。 

介護予防サービス等諸費につきましては、３７５万９,０００円の増額は、主に

介護予防サービス等の伸びによるものでございます。 

次に、１２ページをお願いいたします。 

第２款特定入所者介護サービス等費、特定入所者介護サービスにつきましては４

１４万４,０００円を減額いたしました。これらにつきましては、本年度の事業実

績及び見込額による財源ごとの負担の減額でございます。 

続きまして、予備費でございますけれども、介護保険特別会計内の最終調整のた

めの調整ということで、予備費につきましても調整を行っております。 

以上、ご説明申し上げましたけれども、ご審議の上、ご承認賜りますようお願い

申し上げ、説明を終わります。 
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○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２１ 議案第２２号 平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算につ

いて 

○議長（田上更生君） 日程第２１、議案第２２号、平成２５年度高森町簡易水道事業

特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 議案第２２号でご提案いたしました平成２５年度高森町簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、既定予算から５７万２,０００円を減額し、歳入歳出予算の総額

を１億６,７５９万６,０００円とするものであります。 

また、平成２６年度の水質検査業務委託等の債務負担行為の補正並びに事業費の

確定に伴う地方債の限度額を変更するものであります。 

４ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正につきしては、先ほど申し上げましたが、平成２６年度

の水質検査業務委託や簡易水道施設の管理業務委託等として債務負担行為を補正す

るものであります。 

５ページ、第３表地方債補正につきましては、地方債の事業費確定に伴う限度額

の変更でございます。過疎債につきまして、３０万円減額するものであります。 

歳入についてご説明申し上げます。 

８ページをお開きください。 

第６款諸収入、第１項加入金及び第２項雑入につきましては、見込額と予算残額

を調整し、水道申込み加入金を２６万３,０００円、雑入を９,０００円減額します。 

また、第７款地方債につきましては、起債事業の事業費確定に伴い、３０万円の
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減額を行いました。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。 

９ページをお開きください。 

第１款水道費、第１目一般管理費につきましては、人件費の不用額を減額、第１

１節需用費につきましては、光熱水費の電気料を１２０万円、第１２節役務費につ

いては、主に保険料等の不用額で１５０万円減額いたしました。第７節公課費につ

きましては、消費税及び地方消費税として１５５万１,０００円減額をするもので

あります。 

予備費につきましては、歳入歳出調整いたしまして６２４万４,０００円増額補

正をしております。 

以上、今回提案しております補正予算の主なものについて、その概要を説明いた

しましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして、ご説明と

します。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２２ 議案第２３号 平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算

について 

○議長（田上更生君） 日程第２２、議案第２３号、平成２５年度高森町農業用水供給

事業特別会計補正予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 議案第２３号でご提案いたしました平成２５年度高森町農

業用水供給事業特別会計補正予算（第２号）について、ご説明いたします。 

今回の補正は、予算総額は変更せず、光熱水費等の需用費並びに原材料費等を減

額するものであります。また、平成２６年度の農業用水施設の電気管理業務委託の
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債務負担行為を補正するものであります。 

４ページをお開きください。 

第２表債務負担行為補正につきましては、先ほど申し上げましたが、平成２６年

度の農業用水施設の電気管理業務委託として、限度額２９万２,０００円の債務負

担行為を補正するものであります。 

歳入については、補正はございません。 

歳出についてご説明申し上げます。 

７ページをお開きください。 

第１款農業用水費、第１項管理費につきましては、第１１節の需用費の光熱水費

である電気料を１３４万３,０００円減額、修繕料を３８万６,０００円減額しまし

た。また、第１６節原材料費を１０万円減額いたしました。 

予備費については、歳入歳出調整後、１８２万９,０００円を増額補正しており

ます。 

以上、今回提案しております補正予算の主なものについて、その概要を説明いた

しましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして、提案説明

とします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２３号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２３ 議案第２４号 平成２６年度高森町一般会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２３、議案第２４号、平成２６年度高森町一般会計予算

についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 議案第２４号でご提案いたしました平成２６年度高森町一般会

計予算の概要について、ご説明申し上げます。 
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平成２６年度の国の経済見通しについては、好循環のための経済対策を含む、経

済パッケージ等の着実な推進により、堅調な内需に支えられた景気回復が見込まれ、

好循環が徐々に実現していくと内閣府が発表いたしております。また、通常国会に

おいて、日本経済再生に向けた総額５.５兆円の経済対策を盛り込んだ平成２５年

度の補正予算が可決成立し、国土強靱化や防災・減災をはじめとする公共事業のほ

か、がんばる地域交付金などの財政措置が講じられております。さらに、デフレ不

況からの脱却、経済対策と財政健全化を併せて目指すとされる国の平成２６年度予

算案につきましては、消費税増収分を活用した社会保障の充実などで、平成２５年

度補正予算と一体として、切れ目なく執行することにより、消費税率改定で予想さ

れる景気の反動減を緩和することとしています。 

本町といたしましても、町民生活の安定と地域経済の回復を確かなものとしてい

く趣旨におき、平成２５年度補正予算に呼応した町の経済対策について、国や県の

動向を注視しながら、遅れることなく適切なスピード感をもった対応を図っていき

たいと考えているところでございます。 

このような状況の中で編成いたしました平成２６年度予算は、町税、使用料手数

料の自主財源の確保、並びに町債及び基金の有効活用を心がけ、歳出においては事

務費から既存事業費までの必要性、効果等についての再確認を行い、最小の経費で

最大の効果を上げることを念頭に編成したところでございます。 

それでは、予算の概要についてご説明いたしますが、事前にお配りしております

平成２６年度高森町一般会計当初予算概要書に沿ってご説明をさせていただきます。

なお、お手元にお配りしている概要書というのはこの概要書でございます。 

１ページをお開き願います。 

第１、予算の希望につきましては、主に町道永野原河原線の舗装整備事業や上色

見地区復旧復興防災道路の測量設計等による事業費の増加などから、２５年度の当

初予算に対し７.７％、３億４,８００万円増の総額４８億５,２００万円となりま

した。 

２ページ目、第２、実質予算の規模につきましては、先ほど補正予算でも説明し

ておりますが、国の経済対策に伴う平成２５年度補正予算に対応する事業と併せま

して、１３カ月予算となり、２５年度の実質予算とほぼ変わらない規模の４９億８,

２００万円となったところでございます。 

右側のページ、３ページの第３、予算規模の内訳では、当初予算と経済対策補正

予算との関連について説明しておりまして、経済対策補正予算については、２５年



 

－39－ 

度から３億２００万円の減額となっております。 

第４、歳出の款別の内訳につきましては、先ほど説明いたしました大規模な町道

整備事業などにより、土木費が著しく増加いたしております。なお、土木費の増加

につきましては、後で詳細についてご説明をさせていただきたいと思っております。 

続きまして、５ページ目と６ぺージ目では、町の財政状況を説明いたします。 

まず、第５、町債、借入金の残高の推移でございますが、特に議会で認めていた

だきました平成２５年、２６年度にかけての情報通信基盤整備事業等やハード事業

等の影響により、２６年度末では５０億７００万円まで増加する見込みでございま

す。この数値は平成２２年度末と同じでございまして、つまり私が町長就任時の残

高まで増加するものでございますが、やはり本町の財政規模等を勘案し、健全財政

を進める上でも、残高を減らしていくことが必要であり、極力、借入金が返済額を

上回らないような財政運営に努めてまいりたいと考えるところでございます。 

次に、第６、財政調整基金残高につきましては、平成２５年度末の見込みとして、

現時点で１３億１,４００万円あり、昨年末より７,５００万円の増加見込みでござ

います。財政調整基金につきましては、先ほど申し上げておりました償還の金額も、

町債ですね、と比較いたしまして、私が就任した時点が、財政調整基金が約９億円

でしたので、現在１３億１,４００万円見込みでございますので、約４億円積み増

しているということでございます。 

続いて、７ページ以降におきましては、新規事業や継続事業、また拡充事業の区

分により、２６年度の主要事業等を紹介させていただいております。この中から特

に必要な項目を抜粋して説明させていただきます。 

まず、総務費では、２番観光立町人材育成事業と、３番観光ニーズ調査事業でご

ざいますが、これは多くの住民の方にワーキングメンバーとしてご参加いただき、

去る３月５日の日に最終の会議を経て出来上がりました観光立町推進基本計画の最

優先事業としてあげられた内容について実践していくものでございます。 

９番地籍調査事業の委託では、委託内容について現在の現地調査や測量などのほ

か、工程管理や検査等も含め、全体の作業を一括して委託するものでございます。

県内では熊本市の旧植木町に続く２番目の導入でありまして、事業費としては増額

となりますが、事業費の４分の３が補助であることと、残りについても特別交付税

措置があること、さらには職員の事務作業が大幅に軽減されることを考慮いたしま

すと、費用対効果の面からも大きなメリットがあるものと考えております。 

１０番自主放送開局に伴う事業費でございますが、現在、４月からの高森ポイン
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トチャンネルの試験放送開始に向け、放送室や機材の準備も整いつつある状況でご

ざいます。予算計上の内訳といたしましては、イベントや行事を専門業者に委託し、

映像のみを撮影してもらう費用や、特派員の費用、また職員が番組製作技術やノウ

ハウを取得するための研修費用等を計上したものでございます。 

続きまして、民生費では、４番の子育て支援拠点施設運営費でございますが、子

育て相談、情報提供、子育てに関する講習会、並びに一時預かり等を予定している

ものでございまして、このことは将来的には私が議会の中でもご説明を申し上げま

した、目標はワンストップ型の子育て支援が実施できる本格的な（仮称）複合型子

ども支援センターの開設につなげていきたいと考えているところでございます。 

次に、農林水産業費では、１番の高森農業塾でございますが、平成２５年度に策

定いたしました高森町新農業プランに基づき、まず農業者の皆さまにいろいろな情

報提供を行うとともに、意識改革の誘導を行うという観点から、毎月、高森農業塾

を開催するものでございます。 

次に、商工費では、５番の湧水トンネル公園ワーキング会議費でございますが、

これは昨年発生いたしましたトンネル内の壁面崩落を受け、内部全体の崩落調査を

実施いたしましたところ、新たな崩落の危険性はなく、早急な補修は必要ないとの

報告を受けておりますが、近い将来においては、全面的な補修を計画していかなけ

ればいけないと考えておりますし、またトンネル内の飾り付けやイベント事業の見

直しも必要であると思っております。そのことから、町内外の有識者によるワーキ

ング会議等を実施し、その方向・方策を検討するための費用を計上させていただき

ました。 

９ページをお開きください。 

土木費の町道整備事業につきましては、この概要書の最終ページをご覧願います。

まずは、ご説明の前に、今回新たな新設及び改良をお願いを申し上げているところ

でございますが、その理由、そしてその流れをご説明を先にさせていただきたいと

思います。 

まず、平成２４年度に国は当初予算で社会資本整備事業、交付金事業ですね、こ

れをかなりの金額、減額をいたしております。それを平成２５年度緊急経済対策、

要はこの間の１月１１日に閣議決定があったわけでございますが、その中で新たに

社会資本整備のための交付金の創設、農山漁村等における防災減災対策等、これは

農林水産省でございますが、この部分で新たに減額した社会資本整備事業費を言葉

を分かりやすく申し上げますと、再度復活的な予算であるというふうに私は認識を
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いたしております。 

要は、ここが私たちのような小さい財政規模しかない町にとっては、ある意味、

チャンスではないかというふうに私は捉えております。そもそも今後行われる補正

に対しての採択に関して、まずは平成２６年度の事業として、熊本県から九州整備

局へ予算の要求に上がらなければいけないのが１点、そして九州整備局の中でさら

にそこを精査し、そして国土交通省で最終的な精査をして決定するというのがこの

交付金事業の決定でございます。そして、過去２回の経済対策を見て、これは私が

感じとったことでございますが、例えば元気交付金や、今回のがんばる交付金等々

に採択される事業は、先ほど申し上げましたように、熊本県が国へ提出する概算要

求の中の事業に記載してなければ、なかなか採択が難しい。そして、さらに国土交

通省が定める社会資本整備のための交付金事業、社会資本整備事業に採択をしてい

ただいておかなければ、この緊急経済対策事業の採択にはなかなか乗らないという

のが現実であるということを２回で勉強をさせていただきました。 

さらに、緊急経済対策事業に採択されれば、例えば社会資本整備事業の６５％の

この高額な補助、高割合な補助の残りの３５％に対しても交付金負担をしていただ

くということに、緊急経済事業の場合はなるわけでございます。そして、その３５

％頂ける交付金の中から単独でやらなければいけない町の事業、財政がすごい小さ

い町や村にとって、ここの部分はたいへん大事であり、なかなか普段できない細か

い事業や公共事業ですね、にこれを充てることができる、それが私が今やっている

手法でございます。そして、このやり方を高森町はやらなければいけない。税収や、

そして人口のこの規模を考えれば、やはりなかなかお金は降って湧いて出るもので

はございません。要は、国が補正の中で、本来当初で上げなければいけないことを、

補正の中で復活させた予算について、やはりそれにもっていくためには、ここがチ

ャンスではないかということで、今回、土木費の町道整備事業につきましては、新

たな事業をお願いをさせていただいたわけでございます。 

今、私の言葉で説明をさせていただきましたが、今回この最終ページに記載して

いる事業の中の新設に関しましては、例えば上色見地区復旧復興防災道路、永野原

河原線、片山下山線、村山高尾野線等々につきましては、そもそも事業をやる前提

といたしまして、国の採択を受けなければ、なかなか困難ではないかというふうに

考えております。すなわち、今回予算を議会に計上させていただきましたのは、こ

の事業が国から国庫補助事業として、交付金事業として採択を前提した上での予算

の計上をさせていただきました。そして、それと同時に、やはり順番や必要性等々
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も考慮しなければ、採択を得た以上は考えなければいけないというふうに考えてお

ります。 

新設改良等の主な事業について、続いて説明をさせていただきますが、先ほど申

し上げました上色見地区復旧復興防災道路を新設に伴う測量設計費用でございます。

これは一昨年の九州北部豪雨災害で大きな被害を受けた上色見地区、特に中原や前

原ですね、もちろん全体的に上色見地区、被害を受けておるわけでございますが、

その上色見地区に新しく道路を造りたいという事業でございます。これは今後同じ

ような雨が降った場合を考えるとというその一歩前に、実は昨年７月２８日に１時

間で５０ミリから８０ミリの雨が、１日は降りませんでしたが、短時間降ったわけ

でございます。しかし、その５０ミリから８０ミリ程度の雨でも、以前と変わった

沢の流れ、要は水の浸透の流れは、現実に現場で見ますと、それは地域住民の方は

たいへん怖いものだなと、これは将来に向けてどうなるものかということを不安が

られている、心配になられているのは当然のことかというふうに思っております。 

昨年７月２８日のときには、朝６時から地域振興局、そして朝８時から建設課が

一緒になりまして、水が流れている、国や県が予想してない水の流れなんだという

ところをビデオで撮らせていただき、そのビデオを持参して、国土交通省に数回、

交渉をさせていただきました。そして、熊本県の道路都市局にも同じような交渉を

させていただいております。また、自由民主党、与党党本部及び自民党県連に同じ

ビデオを見ていただき、要望させていただきました。私のみならず、今日、議場に

来ております建設課の荒牧土木係長も同席をして、一緒に詳細について説明をして、

そして国の国土交通省の特に技術部、技官の方及び事務方の方にもですね、この九

州北部豪雨災害の中で、高森上色見地区の特にこの地域に関しては、復旧・復興の

防災も兼ねた道路の新設が必要なんだということをお願いをずっとしてきたわけで

ございます。 

現在、国とも県とも継続して考慮中でございますが、熊本県の平成２６年度の概

算要求には乗せていただきました。そして、これを今度、九州整備局、先ほど申し

上げましたように、整備局で精査をして、そして国の当初予算が決定後に、４月、

５月ぐらいに国土交通省が採択を決定するかどうかということでございます。この

ことは先ほど申し上げましたように、この道路が出来れば、あの上色見地区の流れ

が変わった、沢の流れが変わっております。本当に地域のですね、防災道路として、

これは非常に効果があるものではないかというふうに思っております。現在、仮に

採択された場合の総事業費は約６億５,０００万円であり、社会資本整備交付金の
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上限６５％の補助と過疎債を活用し、今後５年程度で実施していきたいというふう

に思っております。 

なお、先ほど申し上げましたように、この残りの３５％を、今後行われる平成２

６年度の国の経済対策や、２７年度の緊急経済対策等々の補正が行われれば、そこ

にこの３５％の部分で交付金事業として、さらにそこに補助をいただくことにより、

たいへん効果がある事業ができるのではないかと思っております。 

しかし、先ほど申し上げましたように、そもそも非常に困難な採択でございます

ので、国と県と今後もですね、お願いをしていかなければいけないというふうに思

っております。 

また、同じ計画書に載せております町道永野原河原線におきましては、平成２４

年度緊急経済対策事業により、２４年度、５年度において、これは道路全面調査、

路面調査のもとですね、全域にわたり、これは非常に傷んでいるというお答えでし

たが、特に傷んでいる区間を約半分に当たります６.４キロを施工しているところ

でございます。しかし、道路は皆さんご承知のように、これは阿蘇市まで続く道路

でございます。約１３キロあります。この半分を現在５センチ厚、ほぼ県道厚で舗

装工事をしているところでございますが、残りの半分をしなければ、これは意味が

ございません。ということで、また意味がない上に、さらに将来は町が持てるよう

な道路ではないということを、私は個人的に思うということを過去、議場でも答弁

をさせていただきました。将来、私の代では無理だと思いますが、県にお願いをし

て、そして国にもお願いをしてですね、是非とも、近い将来は県道昇格やその他の

形になれば、今後の子どもたちの時代に、あの長い道路をずっと、通行量を考えま

すと、傷みますので、町が単独でずっとやっていかなければいけないような事態に

ならないことを避けるためにも、残り６.４キロのこの舗装をやらなければいけな

いというふうに考えておりまして、その上で今回計上させていただくものでござい

ます。 

今、少々長くなりましたが、私の考え、手法、そして今回、特に予算を提案させ

ていただいておりますので、そのことから詳細にわたってご説明をさせていただき

ました。 

それで、予算概要書の９ページへお戻りいただき、教育費では小・中学校のＩＣ

Ｔ環境をさらに充実するため、新たに各学校の授業において、１人１台使えるよう、

タブレット型のノートパソコン２４０台と、無線ＬＡＮ環境を構築することとして

おります。 
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次に、第８、施設整備、大規模修繕等でございますが、特に大きい規模の工事と

なります１番の庁舎、高森総合センター空調機入替工事についてご説明申し上げま

す。建設後約３０年が経過したこの役場庁舎と隣りの高森総合センターでございま

すが、暖房用のボイラー施設と冷房用のエアコンのどちらも老朽化により故障が相

次いで多発している状況でございますが、品物が３０年前というたいへんもう年期

が経って古いために、交換用部品調達ができない状況となっております。そのため、

現在の設備を撤去して、新たに冷暖房用のエアコン約４０台を整備するものでござ

います。 

次に、１１ページの第９、法制度に基づく実施事業等の中では、民生費において、

消費税率の引き上げに際し、低所得者と子育て世帯への影響を緩和するため、１番

の臨時福祉給付金支給事業と３番の子育て世帯臨時特例給付金を計上しております。 

以上、主な新規事業についてご説明をさせていただきました。 

なお、主要事業等については明記しておりませんが、衛生費におきましては、引

き続き生活習慣病の予防、この進行の悪化を最小限に食い止めなければいけない、

また率を上げてはいけないと。それと同時に、これは妊産婦並びに乳幼児の健康確

保及び増進のほか、安全な予防接種の実施とともに、接種率の向上に努めてまいり

たいというふうに思っております。特に平成２６年度から健康高森２１計画を、国

民健康保険事業の特定健診、特定保健指導事業とのより一層の連携強化を図り、健

診データ、医療レセプト情報、介護保険認定情報等を活用し、医療費適正化、健康

寿命の延伸を図ることができるような事業を進めてまいりたいというふうに思って

おります。 

続きまして、予算書をご覧いただき、８ページをお開き願います。 

○議長（田上更生君） 町長。すみません。時間の都合上、相当時間がかかると思いま

すので、午前中は概要書だけの説明にとどめて、細部については午後の休憩後のご

説明でよろしゅうございますか。 

○町長（草村大成君） 失礼いたしました。 

第２表債務負担行為につきましては、小・中学校における無線ＬＡＮ環境とタブ

レットパソコンのリース料など、３つの項目について債務負担行為の期間と限度額

をそれぞれ設定するものでございます。 

次に、９ページの第３表地方債につきましては、本年度実施予定であります各事

業の起債限度額を設定するものでございまして、限度額総額を８億１,５５０万円

とするものでございます。 
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以上、平成２６年度予算案の概要についてご説明申し上げましたが、よろしくご

審議の上、何卒ご賛同賜りますようお願いいたしまして、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） お諮りします。 

しばらく休憩したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。１時１５分よ

り再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時２５分 

再開 午後１時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

議案第２４号、平成２６年度高森町一般会計予算についてを議題といたします。 

先ほど町長のほうから提案理由説明は終わっておりますので、質疑に入りたいと

思います。質疑はありませんか。１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） １番 宇藤です。皆さん、こんにちは。お疲れさまです。 

１０１ページですね、高森温泉館の管理費でございます。この温泉館の管理費と

いうことで６,６００万円、この事業費だけでもですね、燃料、水道光熱費で、合

わせて３,８００万円ほどですね、予算計上してございます。指定管理料の１,９０

０万円からするとですね、かなりの高額の予算となっておりますが、昨年の議会で

もですね、１年間、直営の結果を町民に示して、アンケート調査の結果を踏まえ、

指定管理に出すということで議決したわけでございます。それから指定管理募集の

回覧等が回ってですね、町民の方々より優秀な指定管理会社が見つかると期待され

る中、結局は町直営となったわけでございますが、その理由を詳細に説明をお願い

いたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） １番 宇藤議員の温泉館の指定管理の件について、ご

質問お答えいたします。 

指定管理につきましては、１２月の議会におきまして１,９００万円の債務負担

行為を計上させていただきました。その結果をもとに、指定管理の公募を行いまし

た。結果的に、問い合わせは数件ございました。それと、もう一つ、ホームページ

のほうに指定管理の募集要項等を載せておりますので、それはかなりの方が閲覧さ



 

－46－ 

れているとは思っております。ですけど、最終的にですね、申込みがあったのが１

件ございました。これが期日までに申込みがございましたので、その後の審査会の

準備を行っておりましたところ、審査会の３日ぐらい前だったと思いますけど、結

局辞退するということで連絡がありまして、正式に文書でもいただきました。辞退

をするという文書をいただきました。結果的に、申し上げましたように、指定管理

の募集は行いましたが、応募が結局なかったということで、平成２６年４月からも

直営運営を強いられることになりましたので、急遽、予算のほうを組み換えてです

ね、この当初予算に計上させていただいたという経緯でございます。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） アンケート調査等でもですね、半分の町民の方がですね、赤字

はもう出してはいけないという答えがですね、出ておるわけでございます。その意

味でもですね、今後、赤字にならないような対策はとってあるのか、よろしくお願

いします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 自席から失礼いたします。 

指定管理の応募がなかったということで、直営運営を行う上で、温泉館の管理者、

つまり３名おりますけど、それと私たちのほうで協議を行いました。その結果、い

ろいろ赤字削減のですね、対策を検討して、今後４月からその赤字削減対策を行っ

てまいりたいと思います。 

その主なものがですね、まず回数券、結局、１０枚分の価格で１１枚の回数券を

今出しておりますけど、これを販売を中止したいというふうに思っております。条

例では回数券の販売をすることができるとなっていますので、販売をしなくてもい

いということで、回数券の販売を中止したいと思っております。 

それと、営業時間、これを通常、今、夜の１０時まで行っておりますが、通常を

９時までとしたいと。それで、夏季期間、７月から９月ぐらいを予定しております

けど、その期間は通常１０時までにしたいというふうに考えております。 

それと、歩行浴、露天風呂につきましては、これが特に冬場の燃料費の増加につ

ながっております。ですから、歩行浴、露天風呂については、１２月から２月まで

は休止したいというふうに考えております。 

それと、重油の価格ですけど、２５年度当初が９２円ぐらいでしたけど、現在９

８円に高騰しております。結局、今は町内の石油販売店を回しで行っておりますが、

これは話し合い次第ですけど、できるならば入札にもっていきたいというふうに考
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えております。 

それと、高齢者の入浴につきましては、半額というふうにしておりますが、これ

につきまして、今までもあやふやなところがありましたので、３月中にですね、全

世帯の高齢者、７０歳以上につきましては、温泉館の入浴証明書をこちらのほうで

先に発行するというような形をとりたいと思っております。結局、先にこちらから

発行すればですね、また今まで行かれてなかった高齢者の方も足を運んでいただけ

るのではないかという考えに基づくものです。 

それと、温泉館で約８０社ぐらいの販売を行っております。業者が入っておりま

す。それにつきまして、今まではですね、手数料の関係ですけど、少ないところで

１５％、多いところで４０～５０％となっておりましたが、これにつきましてもあ

る程度一定のですね、パーセント以上を支払っていただくというふうな形にしたい

ということで、現在、その要綱を取りまとめている次第です。 

以上のように、温泉館の管理者とですね、協議した結果、以上のような回答とい

うか、結論を得ておりますので、４月から早速できるところからやっていきたいと

いうふうに考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） そのほかございませんか。３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

予算書の７３ページ、新規事業のですね、子育て世帯臨時特例給付金８００万円、

この事業の内容をですね、性格についてご説明をお願いをしたいと思います。 

それから、８００名×１万円ということになっておりますけど、この８００名の

基礎といいますか、どこから８００名と出てきたのかですね。 

それと、下にあります児童手当と比べて、どのような違いがあるのか。 

それから、給付の方法についてもお尋ねをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） ただいまお尋ねの子育て給付金は、児童手当の対象世

帯につきまして、１人につき１万円の助成があるようになっております。この人数

につきましては、児童手当の現在数をそのまま上げております。この８００名の算

定基礎は、児童手当をこちらが支給しておりますが、その数字を基礎として出して

おります。 

支払方法につきましては、本年度、今確定しておりませんが、確定し次第、申請

手続きを取りまして、３カ月間の申請期間をおきまして、その後、支払準備に移っ

ていきたいと考えております。 
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○議長（田上更生君） そのほかございませんか。３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

すみません、関連で。対象者ですけれども、歳入のほうを見ますと、０から３歳

児から中学生までが対象者になっているわけですね。このあたり、ここから算出さ

れている数字なんでしょうか。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 対象は、０歳から中学生までが児童手当と一緒に子育

てのほうで支払いをいたしまして、それ以外につきましては非課税世帯につきまし

て１人につき１万円を支給するように、臨時福祉給付金の支給事業のほうで対応す

るようにいたしております。 

○議長（田上更生君） そのほかございませんか。１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） １番 宇藤です。 

９８ページのですね、風鎮祭の助成金についてでございます。２７５万円でござ

いますが、蒲島知事がですね、横軸の連携ということで、昨年より我が町もですね、

天草市牛深とのですね、交流事業の中で、風鎮祭がですね、牛深ハイヤなど、今ま

で以上の盛り上がりとなっております。また、ページ、４６ページ、４７ページに

もですね、牛深との交流の事業の予算も上げてございますが、今年度もですね、昨

年のような祭りになるのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 風鎮祭の助成金及び牛深との交流事業についてご説明

いたします。昨年が風鎮祭の開催日が土曜・日曜日と重なりまして、また牛深のハ

イヤの方からお見えになりまして、たいへんな賑わいを見たところでありますが、

本年度は暦で見ますと、１７、１８だったら、日・月の開催になります。一応です

ね、風鎮祭の実行委員会のほうには、土・日開催のほうが誘客もできるし、賑わう

んじゃないかということで、こちらから早く風鎮祭の日にちを決定してくださいと

いうふうにお願いしたわけですけど、結果的に風鎮祭の日にちは替えないという結

果を得ております。ですから、今年度の開催は日曜日・月曜日になると思います。

うちのほうの考えとしましては、風鎮祭だけにこのような助成金を行っているとい

うのも、結局、観光客の入り込みを少しでも増やそうという考えはありますし、ま

た天草のほうとしましても、できるだけ横軸連携を保っていきたいという考えがあ

りますので、本年度もそれについては続けていきたいというふうに思っております。

ただ、取り組み方によりましては、前夜祭といいますか、やっぱり天草のほうとし
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ては、土・日でしか来れないところもありますので、前夜祭を利用して土曜日に行

うとか、そのようなことは今から先、検討してまいりたいというふうに思っており

ます。予算としては、昨年度より計上させていただいておりますので、同じように

開催したいというふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） この風鎮祭助成金ということで、先ほどの答弁ございましたが、

町長としてはどういうお考えでしょうか。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １番議員のご質問にお答えさせていただきます。 

風鎮祭が例年と同じ予算を計上させていただきまして、なおかつ昨年はなかなか

あれだけ盛り上がったことがないのではないかというような盛り上がり方を、議会

の皆さまのご協力も含めまして、そして天草 安田市長、そして牛深の市役所の庁

舎のですね、職員の方々、天草市役所の職員の方々のですね、ご協力あって、盛り

上がりがあったと思っております。と同時に、今、私がどう思うかというふうなご

質問だと思いますが、予算を計上いたしておりますので、従来どおり、風鎮祭とい

うのは、今まであったように、町民がですね、みんなが楽しむような歴史・文化を

ですね、感じるような祭りにするという意味での同じ予算でございます。そういう

中で、先ほど課長が申し上げましたように、やはりインバウンド、観光客を少しで

も増やしたいなという思惑があるのは、これは予算をお願いする側としては当然だ

というふうに思っております。それを踏まえまして、風鎮祭実行委員会に今年から

はどうされますかと、昨年は偶然にも週末でしたが、あれだけの盛り上がりを見て、

また非常に良かったという声も町民の方々からいただいておりましたので、いかが

いたしますかと。神事ごとは別といたしまして、イベント、お祭りの部分だけです

ね、はどうされますかということをお聞きいたしましたところ、先ほど課長の答弁

にありましたように、従来どおり、平日でも日にちは変えないということのお答え

でしたので、今後はですね、この風鎮祭のみならず、ほかのお祭りもあります。議

員の地元の山鳥色見地区のお祭りもたいへん盛り上がりがあって、実は昨年、私も

行かせていただきましたが、地域以外の方の参加も非常に増えておりますし、草部

北部、野尻、そして南部、特にですね、山東部のお祭りに関しましては、かなりで

すね、地元以外の方が参加されているというのを思いました。そういう中でですね、

風鎮祭だけじゃなくて、その他のお祭りのときでもですね、是非この天草との交流

を活かせるような形になればいいかなというふうに思っております。今年は同じ金



 

－50－ 

額を要望したということは、その思いは変わってないということです。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） １番 宇藤です。 

昨年よりですね、各地区の祭りにもですね、先ほど町長言われましたが、５万円

の助成がありまして、活性化しているところでございます。観光立町を目指す上で

もですね、観光客を呼び込むような祭りになりますようによろしくお願いいたしま

す。 

○議長（田上更生君） そのほか質疑ございませんか。６番 森田勝君。 

○６番（森田 勝君） 質問か何か、私としては質問のほうとはあまり関係ないかもし

れませんが、教育委員会のほうにですね、ちょっとお尋ねいたします。 

昨年からたいへん、教育プランのほうで小学校・中学校、たいへんよそから先生

たちがお見えになるわけでございます。私もですね、何回か中学校にも訪問しまし

て、いろいろ舎内とかですね、見るわけでございますが、この１２５ページにです

ね、予算的には学校施設管理費というような科目でありますが、今、学校に行って

みますとですね、ここに体育館のワックス清掃料とか、管内中学校遊具費の点検料

等がありますが、校舎の中の廊下側と校舎の間の窓ですね、あの下のほうはきれい

に掃除がしてあります。しかし、上がですね、私が何回か行ってみますと、たいへ

ん汚く汚れております。全国各地からですね、今後また学校にも訪れるだろうと思

っておりますので、その点についてですね、どう考えておられるのか質問いたしま

す。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） 今の学校施設の関連のほうのご質問と思いますけれど

も、予算のほうには体育館のワックス掛け、だいたい２年に１回ぐらい、校舎とや

っているんですけれども、今ご質問のありました窓ガラスについてですが、これに

ついてはこれまでも予算を組んでおりません。おっしゃるとおり、高森中学校につ

いては特に屋根のところから明かりを採るということで、非常に高いところもあり

ます。それ以外にも通常の高さまでは子どもたちが一生懸命掃除するんですけれど

も、その届かないところは非常に危険であるということで、当然やっておりません。

それから、同じく東中でも高いところということで、各学校、高いところについて

はどうしてもですね、子どもたち、先生も含めてそうなんですが、一生懸命掃除は

やられていますけれども、どうしても危険でできないという現状で、そういうふう

になっております。今後はですね、窓ガラス清掃委託という業者さんもいるんです
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けれども、今後、予算面等々をですね、ちょっと考えながら、危険な箇所とか高い

部所ですね、２階でもベランダがない建物については、非常に窓ガラスを外側を拭

くというのは非常に危険ですので、そういうものについてですね、一応この段階で

掃除をしますとは言い切れませんけれども、かなりの高額ですので、各学校につい

てどうしても掃除のしきれない部分につきましては、ちょっと業者さんのほうにま

ずは見積書を取って、教育委員会のほうで検討したいと思っております。以上でご

ざいます。 

○議長（田上更生君） ６番 森田勝君。 

○６番（森田 勝君） 今、事務局長のほうから、業者さんをというようなことでござ

います。何もですね、毎年、私はしなくてもいいと思いますが、せっかく教育プラ

ンも立ち上げて、本当に各学校からお見えになりますので、その点はですね、よろ

しくお願いしておきたいと思います。 

続きまして、本年度予算にはですね、あまり関係ありませんが、町長のことにつ

いて少し。 

○議長（田上更生君） ６番議員、２６年度予算に関係ないという質問であれば。 

○６番（森田 勝君） いえいえ、その点がですね、予算がないというようなことでは

ありませんが、町長の公用車の件について、ちょっとご質問したいと思います。 

私はですね、日頃、町長に公用車の件について進言していますが、なかなか実現

されておりません。ご自身で現在も移動などは安全運転に考慮されながら運転され

ておるとは思いますけど、他の市町村においては、職員が自ら同行し、公用車の運

転と移動の安全をされております。この予算の中はですね、２５年、２６年と見て

みますと、どこにも町長の公用車関係、それから公務用のそういうような当初予算

においても計上されておりません。首長の安全の確保は、町あっての礎の一つだと

思うわけでございます。また、これは聞いた話でございます。自衛隊関係者の中で、

健軍自衛隊での観閲式では他の市町村長は職員のパレードで横におって、町長も同

乗されて行かれたというようなことでございますが、うちの町長においては、自分

の自家用車で運転されてパレードに参加されたと聞いております。公用車はですね、

町長にはなくてはならないと、日頃、私は思っているわけでございます。町長に同

行する職員がいることにはですね、駐車場と会議場との往復、それから時間の短縮

や移動、それから事故等が発生したときの対応なんかがですね、本当に私も心配し

ておるわけでございます。会議が終わった後の懇談会などにも心配することなく参

加できるような、今後は体制を私は是非してもらいたいと思っております。以上の
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ことについて、町長、それから総務課長のほうはどういうふうなお考えをもってお

られるのかをお尋ねいたします。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） ６番 森田議員さんのご質問といいますか、ご提案という

ふうに承りました。私ども職員といたしましてもですね、町長の出張等につきまし

てはですね、今おっしゃったような方法等が当然ありますので、そういったことで

協議しながら、町長ともお話をしているところであります。本年度予算におきまし

ては、旧年来までの予算編成、予算の編成の仕方でですね、上程申し上げておりま

す。今後、町長とも協議しながらですね、そのあたりは進めていくべきところは進

めていきたいというふうに、私たち事務方のほうとしては思っているところであり

ます。当然、今おっしゃっていただきましたように、町長の安全というのは一番大

切なものであるというふうに私どもとしても認識しているところでございます。今

後そういった点も含めて、町長とも協議しながら進めていきたいというふうに思っ

ているところであります。以上であります。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ６番議員のご質問にお答えをさせていただきます。 

まず、森田議員におかれましては、日頃よりですね、私に再三、この数年間、言

われておりました。この２５年度、去年も議員がかなり強くですね、私のほうに言

われたのも覚えております。まずですね、やはり先ほど議員がおっしゃったように、

予算書の中に今回上がってないだろうということだと思いますが、まずは私が提案

している予算がこれがすべてですので、上げておりません。必要性は認識をいたし

ております。それと同時に、やはり非常にその区別の仕方というのは難しいものが

あるわけでございますので、やはりもうすべてですね、現在では自家用車で行って

おる次第でございます。運転手さんがですね、いれば非常に楽だというのは十分、

議員さんに何回もお話ししましたように、分かっております。たいへんですね、こ

れは４年間でトータルすると、かなりの金額が、もちろん人件費もそうでございま

すが、ガソリン代や車の維持費、若しくは新しい車を買わなければいけませんので、

非常なかなりの金額がかかるわけでございます。減額すればいいということではな

いと、森田議員から何回も言われたこともございます。そのとおりだというふうに

思っております。３年間ですね、このやり方でやらせていただきました。そして、

非常にその部分ではですね、自己負担が増えますので、厳しい部分もありますが、

逆に言いますと、私のようにですね、フットワークが軽く、一日でだいたい１００
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キロから１５０キロどんどん運転するような首長というのはあまりおりません。で

すので、今来てくれと言われたときに、逆の意味で言うと、行ける身軽さもあるわ

けでございます。そのことがですね、住民さんのですね、サービスにつながったり、

若しくはいろんな高森町の懸案事項のですね、解決の糸口につながったりしたこと

もございます。ですので、３年間、このやり方でやらせていただきました。４年目

もですね、残り１年ですので、私は議員さんが提案、いつもおっしゃっていただけ

ることにはですね、たいへん感謝いたしますが、この１年はですね、やらせていた

だきたい。それと同時に、自分の運転する際にはですね、やはり安全運転を心がけ

て、特に最近は５時間、６時間空いても、７、８時間空いても、酒気帯び等々で摘

発された事例も出ておりますので、十分気をつけていきたいというふうに考えてお

ります。 

また、先ほど多分言われたのは、以前議員さんがおっしゃった自衛隊のときだっ

たと思いますが、確かにですね、かなりの市町村長が参加されて、皆さん一列に並

ばれてなったときに、私一人が自家用車でしたので、一番最後に回されて、一人ほ

ぼ自家用車で自分で運転してパレードに参加したというのもございます。非常にそ

のときはですね、ああしまったなあと正直思いました。実はそのときはですね、総

務課の職員がですね、総務課長、また総務課長補佐も含めまして、公用車というか、

何か役場の車で行かれたほうがいいという提案をいただきましたが、私もあんな大

きなですね、パレードになるとはちょっと思ってもいなかった、私の不注意でござ

います。職員はそのときは乗せていこうといたしましたので、そのことはご理解を

していただきたいというふうに思います。今年はですね、ああいう自衛隊の特に防

災や減災に関する大きいイベントがあるときには、高森町のですね、車を使わせて

いただきたいというふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ６番 森田勝君。 

○６番（森田 勝君） 私も今現在は議員のバッヂをはめているわけでございますが、

一町民としてですね、やはり町長、恐らく事故など遭われたときはですね、これは

職員も大変になりますし、議員、それから町民等もですね、大変になりますので、

どうかそういう面を考えてですね、今後は協議をお願いしておきたいと思っており

ます。 

○議長（田上更生君） そのほか質疑ございませんか。４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ４番 芹口です。 

今回の当初予算、本当に活力あるまちづくり、また住民福祉の向上のために、積
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極的な施策の推進のために、たいへん工夫された予算であろうかというふうに思っ

ておりますし、また当初予算の概要書につきましても非常に分かりやすく工夫され

ておりますことに対しまして感謝を申し上げたいというふうに思っております。 

今回の当初予算、２点ほど質問をしたいと思いますけれども、６９ページ、社会

福祉費の社会福祉法人施設整備費補助金の１２３万円でございますけれども、これ

につきまして、どこの社会福祉法人で、どのような目的での助成金なのかお尋ねを

したいと思います。確か、社会福祉事業法か何かで、社会福祉法人に対します交付

金の支出の制限というような条項があったように思いますので、そこらあたりのご

答弁をお願い申し上げたいというふうに思っております。 

それから、備品購入費につきましては、各費目にわたりまして計上されますけれ

ども、４月１日から管財課が設置されます。そういった中で一括して入札とかそう

いった方法をとられるのかどうかお伺いをいたしたいというふうに思っております

し、またこの中でテレビとかディスプレイヤー、かなり購入するようにされており

ます。これにつきましてはですね、せっかくならば当初予算と補正予算、同時期に

編成をされますので、できれば３月の補正予算で計上していただきますと、消費税

の適用前でもございますし、４月１日からですね、早速、利用効果という効果も上

げられますので、そういった点についても工夫があったかどうかお伺いをしたいと

思います。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 社会福祉法人の施設整備補助金ということですけど、

これは社会福祉法人は社会福祉協議会に対しまして、そこの駐車場ですが、駐車場

が現在未舗装のままで、雨季なんか水が溜まるような状況であります。町の防災計

画の中にも、社会福祉協議会が避難場所として設置をされておりますので、そちら

のほうの舗装するための施設整備ということで、町から出して、施設整備をするも

のであります。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 今、芹口議員の質問は、予算書６９ページの１２３万

円の社会福祉法人に対する支出ということでお伺いしましたので、私のほうから説

明をいたします。 

これは、補助の相手先は社会福祉法人岳寿会、理事長 田代廣一様でございます。

以前、河川の部分の擁壁関係を町でしたことがあるかと思います。この根拠となり

ますのは、まず法律としましては社会福祉法等でございます。この中の５８条で、
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国または地方公共団体が必要であると認めるときは、ずっとありまして、社会福祉

法人に対し補助金等を支出してもよろしいということが書いてありますし、町のほ

うとしましては、それを受けまして、社会福祉法人に対する助成に関する条例とい

うことで、昭和５１年３月にこれが設けられております。その中で、以前の金額が

ちょっと失礼しましたけれども、２分の１の補助がございます。今回もその２分の

１の補助を適用いたしまして、１２３万円の予算を計上しているところでございま

す。 

事業の内訳としましては、８５平米の土木工事、法面の成形工事、法面工のネッ

ト張りと芝、それとフェンス工事が３７メーターございます。場所的には昨年、大

雨のときに護岸が削られておりまして、その部分の用地が掘削されている部分がご

ざいますので、その部分をこの条例に基づきまして、今回、予算化をしたというと

ころでございます。以上でございます。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 先ほどの施設の整備の補助金ですけど、これはうちじ

ゃなくて介護保険のほうの整備補助金ということで、うちが福祉課のほうで補助を

出しております整備のほうは、社会福祉協議会で社会福祉総務費のほうで計上いた

しております。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） ４番 芹口議員のご質問にお答えいたします。 

まず、備品購入のあり方と申しますか、これからのあり方にもつながってくると

存じます。財産管理課が４月から発足いたします関係もあります。当然、共通の物

品等については、そのように共同購入ということでの見積もり等も取ったりとかで

すね、そういうふうなことは当然、職員のほうには指導いたすことになろうと思い

ますし、今現在も基本的に備品の購入のあり方につきまして、それぞれ各課に指導

も行っているところであります。 

それと、備品に関する２つ目のご質問でございますが、補正で組むべき点もあっ

たんじゃないかということでございます。消費税も確かに３％というと、大きな金

額となってまいりますことから、そういう取り組みも必要であるというふうに当然

思います。現在のところ、そういった物品購入が補正を組んで購入するというもの

がなかったということでご理解いただきたいと思いますが、芹口議員のご質問のと

おりですね、そういうふうな今後そういうことがありましたら、当然考えていくべ

きだと思います。なお、来年の１０月からは１０％に消費税が拡大いたします。そ
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ういった点からもですね、含めたところで職員には経費の軽減ですね、そういった

意識も含めたところで、十分に浸透させる必要があるというふうに改めて思ったと

ころであります。ご質問、ありがとうございました。 

○議長（田上更生君） すみません。私のほうで、先ほど橋本和則課長のほうの指名を

誤りましてですね、橋本課長の答弁した部分につきましては、６４ページの芙蓉館

駐車場整備事業助成金でしょう。村上健康推進課長の部分が社会福祉法人施設整備

助成金と、１２３万円というようなことでございます。そういうふうにご認識をい

ただきたいと思います。 

それでは、次に進めていきます。 

そのほかございませんでしょうか。３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） ３番 興梠です。どうも申し訳ございません。 

概要書についてですが、先ほどの町長のほうからですね、詳しくご説明がござい

ましたけれども、教育費のタブレットパソコン導入についてですね、教育委員会の

ほうから少し詳しくご説明をお願いをしたいと思います。 

それから、概要書によりますと、パソコン導入ということになっておりますが、

予算書においては債務負担行為でリースということになっておりますけれども、こ

れは導入されるのかどちらかですね、お尋ねをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） タブレットパソコンの導入ですけれども、これにつき

ましては２４０台を導入します。先ほど町長のほうの説明でもありましたが、授業

で１人１台使えるようにということで、現在、生徒・児童が約４６０名います。１

年生から３年生までは、先般、企業より貸し付けをいただいていますタブレット１

２０台を、だいたい１５０名弱ぐらいが、１年生から３年生まで、４年生以上で３

２０から３０ぐらいの生徒について２４０台のタブレットパソコンを使うというこ

とでございます。これにつきましては、基本的に総トータルで１億円近く、７,０

００万円ぐらいですかね、七、八千万円いきますので、一時購入というのは非常に

難しゅうございます。すみません。無線ＬＡＮとかいろんな経費も含めてですね、

それで導入となっていますが、購入ではなくて、導入ということで、年度当初はで

すね、一応７月か８月ぐらいからということで、１２カ月じゃなくて、９カ月程度

で組んでおります。２年目からはリース料ということで１２カ月で組んでおります。

購入ではなくて導入ということで、リースの５カ年ということで一応現在考えてお

ります。以上でございます。 
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○議長（田上更生君） そのほかございませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、各常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号は各常任委員

会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２４ 議案第２５号 平成２６年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２４、議案第２５号、平成２６年度高森町国民健康保険

特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 議案第２５号でご提案いたしました平成２６年度高森

町国民健康保険特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

平成２６年度の国民健康保険特別会計予算は、総額で１１億３,００１万９,００

０円を計上いたしております。 

歳入の主なものについてご説明いたします。 

８ページをご覧ください。 

第１款国民健康保険税につきましては、少子高齢化に伴う被保険者数の減少によ

り、一般被保険者及び退職被保険者、合わせて前年度より７１万６,０００円の減

を見込んでおります。 

次に、９ページの４款国庫支出金の国庫補助金につきましては、それぞれ過年度

の実績により計上しておりますけれども、１０ページの５目国民健康保険調整交付

金につきましては、平成２６年度実施予定の特定健診、特定保健指導にかかる非常

勤職員等の人件費に対する補助として４００万円を計上しております。これは全額、

県のほうからいただくものでございます。 

続きまして、５款療養給付費交付金の前期高齢者交付金、これにつきましては過

年度の実績により計上いたしております。 

１１ページをお願いいたします。 

共同事業交付金につきましては、熊本県国民健康保険連合会より指示のありまし

た額等をそれぞれ計上いたしております。 
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次に、繰入金につきましては、これは同じく熊本県国民健康保険連合会より提示

のありました額と、法定の一般会計からの繰入金等を計上しております。 

また、１２ページの基金繰入金につきましては、先ほどご提案いたしております

けれども、貸付基金の減額しました分、４００万円を繰入金として入れております。

この結果、基金残高は１００万円となっております。 

次に、繰越金でございますが、例年５,０００ないし６,０００万円単位で繰越金

が発生しておりますことから、その見込額を計上いたしております。 

次に、歳出につきましてご説明いたします。 

１４ページをご覧ください。 

総務費の調整交付金用コンピュータのシステム改修費ということで、今年度は９

９万９,０００円を計上いたしております。 

１５ページの保険給付費の一般被保険者療養給付費でございますが、これは過年

度の実績等から２５年度より７２０万円を増額したところでございます。 

１９ページの６款共同事業拠出金につきましては、国民健康保険連合会からの指

示された予想額１億６,２１９万円を計上したところであります。 

第７款保健事業費の特定健診等事業費につきましては、平成２６年度から実施予

定の頸部エコー検査費と特定健診、特定保健指導等にかかる管理栄養士と非常勤職

員の人件費を計上したところであります。 

２０ページをお開きください。 

これにつきましては、平成２０年度をもって廃止しておりましたあんま・鍼灸等

の施術にかかる助成を、町長の指示、また住民の皆さまの要望等もございますこと

から、平成２６年度から復活することといたしまして、６０万円を計上いたしてお

ります。なお、この件に関しましては、１回当たり助成額を１,０００円としまし

て、年間１人当たり最大１２回を限度と設定をいたしております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議の上、承認いただきますようお願い申し

上げ、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２５ 議案第２６号 平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計予算につい

て 

○議長（田上更生君） 日程第２５、議案第２６号、平成２６年度高森町後期高齢者医

療特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 議案第２６号でご提案いたしました平成２６年度高森

町後期高齢者医療特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

平成２６年度の後期高齢者医療特別会計予算は、総額で９,３５９万６,０００円

を計上いたしております。 

歳入の主なものについてご説明いたします。 

６ページをご覧ください。 

第１款後期高齢者医療保険につきましては、広域連合が試算いたしました額を計

上しております。 

３款繰入金につきましては、熊本県後期高齢者医療広域連合から同じく提示があ

りました一般会計からの繰入金等を計上したところでございます。 

次に、７ページ、諸収入の受託事業収入につきましては、熊本県後期高齢者医療

広域連合からの委託を受けて、町が実施しています後期高齢者の健康診断事業にか

かる額を計上いたしました。 

次に、歳出につきましてご説明いたします。 

８ページをご覧ください。 

２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、同じく広域連合が試算しま

した保険料と、提示のありました保険基盤安定負担金の合計額を計上したところで

あります。 

９ページの保健事業の健康診査費につきましては、後期高齢者の健康診断事業に

かかる費用を計上し、保健事業では国民健康保険と同様に平成２０年度で廃止しま

したあんま・鍼灸等の施術にかかる助成を復活しまして、３９万６,０００円を計

上したところでございます。これにつきましても１回につき１,０００円、最大１

人当たり１２回ということで設定したところでございます。 
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以上、ご説明申し上げましたが、審議の上、ご承認いただきますようお願い申し

上げ、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２６ 議案第２７号 平成２６年度高森町介護保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２６、議案第２７号、平成２６年度高森町介護保険特別

会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 議案第２７号でご提案いたしました平成２６年度高森

町介護保険特別会計予算につきまして、提案理由の説明を申し上げます。 

平成２６年度予算につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ８億４,９４

８万６,０００円とし、平成２５年度に比較しまして２.８５％の伸びで計上するも

のでございます。 

本町におきましても、多分に漏れず少子高齢化は顕著でありまして、高齢化率も

上昇の一途であります。同様に、要介護認定者の数も増加傾向にあるわけでござい

ます。このことを要因の一つとして、介護サービス費及び介護予防サービス費の伸

びが顕著であります。施設及び在宅それぞれのサービス費が共に伸びを示している

ことから、その現状を踏まえ編成したところであります。 

また、介護保険法に基づき、３年を１期として、町が行います介護保険事業の実

施に関する計画を定めることとされていることから、平成２６年度中において、町

の介護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定のための委託料をはじめとしました予

算を計上したところであります。 

今回の計画策定におきましては、国の社会保障審議会から介護予防サービス事業、

いわゆる要支援事業の市町村への移行が明記されておりまして、新しい総合事業の
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施行を第６期介護保険事業計画のスタートの平成２７年４月からとし、市町村の円

滑な移行期間を考慮して、平成２９年４月までにはすべての市町村で実施し、平成

２９年度末にはすべて事業に移行することが適当であるとなっておりますことから、

先の委託料を計上したところでもございます。 

介護保険特別会計におきましては、保険給付費が歳出の約９６.３％と大きな割

合を占めており、昨年度より約２,０００万円の伸びを見込んでいるところであり

ます。それに伴いまして、一般会計からの繰り入れも１億１,５００万円を計上し

たところであります。 

歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

７ページ、保険料につきましては、６５歳以上の方に負担していただく保険料１

億１,８７３万円を計上し、国庫支出金の介護給付費負担金として１億４,８１６万

３,０００円を計上しました。また、国庫支出金の調整交付金として、保険財政の

調整金として８,１８０万円を地域支援事業分として１６４万３,０００円を計上し

たところであります。 

８ページでは、支払基金交付金として、支払基金負担分２億３,７２２万１,００

０円を、また介護保険給付費の県負担分として１億１,７６８万８,０００円を計上

しています。これは事業の一般会計からの繰入金として総額１億１,５４３万２,０

００円を計上いたしました。 

次に、１１ページでございます。 

歳出の主なものとしましては、一般管理費として先ほど申し上げました第６期介

護保険事業計画及び高齢者福祉計画策定のための委託料をはじめとしまして２６３

万５,０００円を、１２ページは介護保険料収納事務費、介護認定審査会等の経費

を計上いたしました。 

１３ページでは、保険給付費で７億８７０万円を計上し、介護予防サービス等諸

費として４,３６０万円を計上いたしました。 

１４ぺージでございます。 

低所得者の方が施設を利用した場合の居住費、食費負担限度額を超えた場合の措

置として、特定入所介護サービス等費としまして４,４９６万円を計上いたしてお

ります。 

１５ページでございますが、介護予防事業として社会福祉協議会への委託料など

６５７万１,０００円を計上し、非常勤職員の報酬やケアプラン作成のための経費

として１,４８６万５,０００円を計上いたしております。 
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以上、説明申し上げましたが、ご審議の上、ご承認賜りますようお願いいたしま

して、説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、文教厚生常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号は文教厚生常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２７ 議案第２８号 平成２６年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 日程第２７、議案第２８号、平成２６年度高森町簡易水道事業

特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 議案第２８号でご提案いたしました平成２６年度高森町簡

易水道事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

平成２６年度におきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１億７,２６４万

７,０００円とするものであります。 

４ページをお開きください。 

第２表地方債は、老朽化及び民地に布設してある水道本管の布設替工事を行うも

のであり、過疎債、簡水債、いずれも限度額を１,０５０万円とするものでありま

す。 

歳入の主なものについてご説明申し上げます。 

７ページをお開きください。 

第１款使用料及び手数料につきましては、総額９,７４８万円を計上いたしてお

り、昨年より１９６万円の増額となっております。 

第３款繰入金につきましては、起債の定期償還金分の２分の１として一般会計か

ら３,２９７万円を繰り入れるものであります。 

第４款財産収入につきましては、基金運用利息として７４４万３,０００円を計

上いたしております。 
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８ページをお開きください。 

第５款繰越金については、１,２００万円を計上し、第７款地方債につきまして

は、施設事業債として２,１００万円を計上いたしました。 

次に、歳出の主なものについてご説明申し上げます。 

９ページをお開きください。 

第１款水道費については、経常的な経費、また工事請負費につきましては、先ほ

ど申し上げましたが、水道本管布設替工事費として１,８００万円、並びに定期的

な水道メーター取替工事費２３０万円を計上しております。 

第２款公債費につきましては、起債の定期償還分として元金、利子合わせまして

６,５９４万円を計上いたしました。また、予備費としまして３９９万６,０００円

を計上いたしております。 

以上、今回提案しております予算の主なものについて、その概要をご説明いたし

ましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして、提案説明と

いたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２８ 議案第２９号 平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計予算につ

いて 

○議長（田上更生君） 日程第２８、議案第２９号、平成２６年度高森町農業用水供給

事業特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 議案第２９号でご提案いたしました平成２６年度高森町農

業用水供給事業特別会計予算について、ご説明申し上げます。 

平成２６年度につきましては、歳入歳出予算の総額をそれぞれ１,５０６万８,０
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００円とするものであります。 

歳入についてご説明申し上げます。 

６ページをお開きください。 

第１款財産収入につきましては、基金運用利息１,１９９万１,０００円を計上し、

第３款繰越金として３０７万７,０００円を計上しております。 

次に、歳出についてご説明申し上げます。 

７ページをお開きください。 

第１款農業用水費につきましては、第１項管理費、第７節賃金は、施設の草刈り

人夫賃や水道管理人夫賃等３９万円、また第１１節需用費は１,３１６万１,０００

円で、そのうち電気料である光熱水費に１,２３５万円を計上いたしました。修繕

料につきましては、以前からの大型修繕も完了しまして、本年度においては一般的

な修繕料として８０万円を計上いたしております。 

第１２節役務費については、テレメーター代等９１万５,０００円を計上いたし

ました。また、予備費としまして７万８,０００円を計上しております。 

以上、今回提案しております予算の主なものについて、その概要をご説明いたし

ましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願いいたしまして、提案説明と

します。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、建設経済常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号は建設経済常

任委員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２９ 議案第３０号 平成２６年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算

について 

○議長（田上更生君） 日程第２９、議案第３０号、平成２６年度高森町鉄道経営対策

事業基金特別会計予算についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。政策推進課長 甲斐敏文君。 
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○政策推進課長（甲斐敏文君） 議案第３０号でご提案申し上げました平成２６年度高

森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算について、ご説明いたします。 

当初予算の規模は、歳入歳出それぞれ４２７万４,０００円であります。 

予算の内訳を説明いたします。 

６ページをお開き願います。 

平成２５年度末の自治体基金の元金は１億８,１５８万６６円、民間基金の元金

は３,３８６万９,５２９円となっており、昨年度末、平成２４年度末ですけど、か

ら自治体基金で３０万１００円、民間基金で３万３,８３５円の増となっておりま

す。これらの元金から生じる利子相当分を、自治体基金２４万円、及び民間基金３

万４,０００円、及び自治体基金繰入金４００万円の合計４２７万４,０００円を歳

入予算に計上し、歳出では基金運用収入の総額の２７万４,０００円を積立金とし

て、また負担金補助及び交付金として４００万円を支出するよう計上いたしており

ます。 

負担金補助及び交付金４００万円につきましては、鉄道輸送の安全性の向上に資

するため、国の鉄道軌道安全輸送設備等整備事業に取り組み、平成２９年度までに

順次、枕木の交換等を実施するもので、本年度は線路の曲線部分の軌道ぐるりの部

分についてＰＣ枕木、これはコンクリートの枕木ですけど、ＰＣ枕木化するもので、

総事業費２,０１８万７,０００円のうち、３分の２の１,３４５万８,０００円を国

及び県の負担で、残りの３分の１の６７２万９,０００円を事業主体負担で実施す

るものであり、このうち４００万円を基金繰り入れくるものであります。なお、差

額分の２７２万９,０００円につきましては、南鉄の経常収益から支出することに

なっております。 

以上、ご説明申し上げましたが、ご審議いただき、ご決定賜りますようお願い申

し上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

お諮りします。 

本案は、総務常任委員会に付託したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号は総務常任委
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員会に付託することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第３０ 休会の件について 

○議長（田上更生君） 日程第３０、休会の件についてを議題とします。 

お諮りします。 

３月１１日から３月１７日までは休会としたいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、３月１１日から３月１７日

までは休会とすることに決定しました。 

なお、各委員会が開かれますので、よろしくお願いいたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 以上で、本日の日程は全部終了いたしました。 

本日は、これで散会いたします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後２時２５分 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３月１８日（火） 

（第２日） 
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平成２６年第１回高森町議会定例会（第２号） 

 

平成２６年３月１８日 

午前１０時００分開議 

於    議    場 

１．議事日程 

 開議宣告 

 日程第１ 一般質問について 

 

議 席 氏 名 事    項 要    旨 

４ 番 芹口 誓彰 道路の整備計画につい

て 

① 今回の降雪による除雪作業復旧の状

況及び今後の対策について 

② 狭あい道路の整備計画について 

③ 道路、橋梁の老朽インフラ対策につ

いて 

④ 町道永野原・河原線の整備計画につ

いて 

１ 番 宇藤 康博 これからの町の教育は 

① 高森町新教育プランに取り組んで３

年となるが現在の状況と今後は。 

② 通学路の整備や、スクールバス事業

のこれからは。 

③ 図書館や公園等の整備の考えは。 

④ 光ファイバー整備、行政放送を活用

した教育の今後の取り組みは。 

⑤ これからの町の教育は。 

１０番 後藤 英範 

高森町における高齢者

の健康づくり及び観光

道路の整備 

１．高齢者に関する医療費の実態 

２．高齢者に対する健康づくりの現状及

び今後の対策（高森町社会福祉協議

会との連携） 

３．今後の根子岳観光線整備事業とパー

クゴルフ場の建設計画 
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５ 番 立山 広滋 

再生エネルギーの導入

促進 

１．住宅用太陽光発電システムの補助制

度 

① 補助制度による普及状況等 

② 補助制度の今後 

２．大規模太陽光発電所(メガソーラー)

の設置 

３．木質バイオマスの利活用 

① 薪・ペレットストーブの補助制度 

② 木質バイオマス利活用の事業化の

支援 

③ 薪ストーブの庁舎等への設置 

県との人事交流 
派遣期間（２年間）の感想と今後の高森

町の課題 

３ 番 興梠 壽一 

大雪のよる農林業関係

の被害状況について 

① 大雪による農林業被害状況について 

② 倒壊した農業用施設等の再建にむけ

た今後の対応について 

③ 高森町独自の補助対策は 

農林業相談窓口につい

て 

農林業相談窓口及び相談員の新年度対応

について 

フッ化物洗口について 

① フッ化物洗口の取り組みの現状と効

果 

② 実施要綱上保護者の承諾のある者と

するとあるが、実施対象者数は 

③ 新聞紙上によると安全性懸念する声

も、という記事について（県と県教

職員組合の見解の相違） 

④ 安全性について（報道により薬物使

用に対する不安や、安全性が疑問視

されるのでは。）今後の対応について 
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２ 番 後藤 三治 
大雪の状況とその後の

対応 

１．大雪に対する町長の考え 

２．その後の対応 

 ① 学校関係の対応 

 ② 要援護者の対応（透析患者含む） 

 ③ 町長の考える対応策 

３．私の提案 

 ① 消防団活動の拡充 

 ② 有償ボランティアの登録 

 ③ 提案に対する町長の考え 

 

２．出席議員は次のとおりである。（１０名） 

１ 番  宇 藤 康 博 君        ２ 番  後 藤 三 治 君 

３ 番  興 梠 壽 一 君        ４ 番  芹 口 誓 彰 君 

５ 番  立 山 広 滋 君        ６ 番  森 田   勝 君 

７ 番  田 上 更 生 君        ８ 番  甲 斐 正 一 君 

９ 番  三 森 義 高 君       １０ 番  後 藤 英 範 君 

 

３．欠席議員は次のとおりである。（０名） 

 

４．地方自治法第１２１条の規定により説明のため出席した者の職氏名（２１名） 

町    長  草 村 大 成 君   教 育 長  佐 藤 増 夫 君 

総 務 課 長  岩 下 公 治 君   政策推進課長  甲 斐 敏 文 君 

健康推進課長  村 上 源 喜 君   住民福祉課長  橋 本 和 則 君 

税 務 課 長  色 見 継 治 君   農林政策課長  佐 藤 武 文 君 

建 設 課 長  松 本 満 夫 君   会 計 課 長  廣 木 富 八 君 

教育委員会事務局長  後 藤 正 三 君   政策推進課審議員  服 部 信一郎 君 

健康推進課審議員  沼 田 勝 之 君   総務課長補佐  東   幸 祐 君 

健康推進課長補佐  新 井 堅太郎 君   住民福祉課長補佐  阿 南 一 也 君 

税務課長補佐  佐 藤 幸 一 君   農林政策課長補佐  後 藤 健 一 君 

教育委員会事務局次長  阿 部 恭 二 君   監査事務局長  安 方   含 君 

総務課財政係長  岩 下   徹 君 
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５．本会議に職務のため出席した者の職氏名（２名） 

議会事務局長  古 庄 良 一 君   議会事務局庶務係長  丸 山 雄 平 君 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） おはようございます。 

これから、本日の会議を開きます。 

お諮りします。 

お手元に配付してあります日程に従って議事を進めたいと思います。 

ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 一般質問 

○議長（田上更生君） 日程第１、一般質問を行います。 

順番に発言を許します。４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） おはようございます。４番 芹口です。 

先ほどの大雪によりまして、長い期間、不自由な生活を余儀なくされました方々

に対しまして、お見舞いを申し上げたいと思います。また、農業用ハウス等に多大

な被害を受けられました農家の方々に対しまして、より高率な補助が受けられまし

て、一日も早い復旧ができますことをお祈りするものでございます。 

さて、今回は先に通告をしておりましたように、道路の整備計画等についてお尋

ねをいたします。 

まず、１点目といたしまして、今回の大雪による除雪作業、復旧の状況及び今後

の対策につきましてお伺いをいたします。 

今回の大雪は、今月１３日から１７日にかけまして断続的に降り続き、特に山間

部におきましては、１メートル近くの積雪を記録するなど、何十年振りかの大雪に

見舞われました。そのような状況の中で、特に積雪の多かった集落におきまして、

交通手段が確保するまで何日ぐらいかかったのかお伺いをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） おはようございます。 

４番 芹口議員のご質問にお答えいたします。 

議員おっしゃいましたように、２月１２日から１３日にかけまして、四十数年振

りの記録的な大雪に伴いまして、交通網が麻痺し、道路等をはじめ、たくさんの被
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害が出たところです。除雪も停電地区解消及び孤立集落解消のため、昼夜を問わず

建設業者は休む暇もなく除雪作業に力を注いでいただきましたが、再度、１７日、

１８日の積雪で追い打ちがかかりまして、町内一円に想定外の大雪が降ったわけで

す。そのほかで除雪作業が難航いたしまして、思うように作業がはかどらず、時間

を要し、完全な除雪には至りませんで、生活道路の確保と孤立集落の解消を最優先

とした作業を行いまして、開通まで３日から４日間かかっております。特に、議員

おっしゃいましたように、豪雪地帯であった尾下、河原、永野地区の大分県境方面

におきましては、除雪作業がさらに遅れまして、積雪から、路線バス等、ある程度

の交通手段の確保並びに車の離合ができる幅員の確保や、路面の見える程度の除雪

には１週間から１０日間かかっております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） 今の答弁では、バスが通ったり、あるいは離合ができるまでに

は１０日ほどの期間を要したというようなことでございますが、この間、除雪作業

にあたられました建設業者の方々、また除雪サポーターの方々、また共同として自

らすすんで除雪作業にあたられました方々、並びに連日復旧作業にあたられました

役場職員の皆さん方に対しまして、感謝を申し上げたいと思います。 

今回の大雪では、集落の孤立を防ぎ、町民の安否や安全の確保のために除雪サポ

ーターが組織をされておりまして、その除雪サポーターの活動の状況が熊日の新

聞で詳しく報道をされたところでございます。 

そこで、今回、除雪サポーターは延べ、どのくらいの動員数となったのか、また

その経費はどのくらいかかったのかお伺いをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 自席から失礼いたします。 

今お尋ねの作業延べ動員数ということでございますが、登録者全員からまだ請求

書が出揃っておりませんが、今、現段階の見込みとしまして、約３５０名となる見

込みです。また、経費につきましては、本年度から開設した除雪サポーター制度で、

総務課予算の防災管理費で計上しております予算規模で約９００万円程度の実績に

なる見込みとなっております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） 動員数が３５０名、経費がおよそ９００万円というようなこと

で、かなりの動員数ということになっております。草部南部におきましては、高齢

者ばかりで除雪サポーターがいない集落がありまして、建設業者に除雪をお願いを
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いたしましても、建設業者は野尻地区の幹線道路の交通の確保に出向いており、手

が回らないというようなことから、やっと３日ほどして除雪作業が完了し、車が通

れるようになったというような集落がありました。新聞では、トラクターなどを持

つ農家、約７０名がサポーターとして登録されるというふうに書いてありましたけ

れども、地域ごとのこの除雪サポーター、どのくらい登録者があるのかお尋ねをい

たします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） ただいまのご質問ですが、完全に除雪作業が終わってない

中ですね、県道等を含め、度重なる積雪でですね、町内バス路線等、最悪な道路状

況となったわけですが、常時、除雪に対応できる建設業者は７社程度しか機械を有

している業者はですね、なかった状況でありまして、２月１９日の日に早朝に、建

設業組合に招集をかけまして、除雪作業に向けた協議を行い、住民の生活道路の最

優先とするために、積雪道路の現況の共通認識と業者間の連携を求めまして、除雪

作業にあたったわけです。ただいまの今年から始めました除雪サポーターの地域ご

との登録者数ということですが、昨年に各地区の駐在員さんの推薦に基づきまして、

機械を保有している対象者に登録をお願いし、山東部を中心に登録を済ませまして、

１２月から３月の期間で活動を準備していたところです。駐在区ごとで申し上げま

すと、上在区で２名、上色見の中原区４名、前原区３名、色見の小倉原区１名、草

部南部では草部区５名、芹口区４名、永野原区４名、草部北部では中区の４名と、

矢津田区の７名、野尻地区では津留１区で３名、津留２区で６名、野尻１区で３名、

尾下１区では２名、尾下２区では９名、河原１区で４名、河原２区で１５名の、合

計７６名の登録となっております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ただいまお聞きいたしますと、各駐在区によってばらつきが見

られますし、また菅山地区や下切地区はゼロということになっております。今回、

積雪におきましても、菅山地区や下切地区におきましても、何人かのボランティア

で除雪作業を行っておられますし、このようにサポーターが登録されていない地区

や、多くの積雪が見込まれる地区につきましては、今後、サポーターの新たな登録

や増員をされる考えはないのかお聞きをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 先ほど申し上げましたけれども、駐在員さんより機械を保

有している事業実施に適した方の推薦に基づきまして、事業の趣旨をご理解いただ
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き、登録をお願いしたものでありまして、地区割でお願いしたものでないため、ま

た初年度のですね、事業の周知不足、近年の暖冬への油断、並びに雪に対する地域

差に加えまして、高齢化や離農による機械未所持等も関係しまして、登録者のばら

つきにつながったのではないかと思っております。 

また、今回の大雪では、サポーター登録以外のたくさんの人が除雪作業をされて、

たいへん有難く思っておりまして、昨年まではですね、当たり前のように行われて

きたボランティア的な作業ということで、自助共助ということでですね、地域ごと

にばらつきはありましたけれども、今後もですね、登録できる方の対象者の方へで

すね、登録依頼を各駐在員さんのご推薦・ご協力をいただきながら、制度の見直し

と併せまして、登録者の増員はぜひ行いたいと考えております。 

また、除雪作業の効率を図るため、新年度予算ではフロントグレーダー、除雪用

廃土板をですね、試験的に導入する予定としております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ただいま、今後、駐在員さんも話し合いながら、増員をすると

いうような考えのようでございます。 

先ほど、経費につきましてお尋ねをいたしましたけれども、一人で除雪に１２時

間かかったとしても、３人の動員で４時間で終われば、経費もそう変わらないとい

うふうに思いますし、何よりも大事なことは、いかに短期間に交通手段を確保する

かということでございます。そのことからも、やはりサポーターの増員は必要なこ

とだというふうに考えておりますので、どうかよろしくお願いを申し上げます。 

また、一方では積雪の形状によって、過剰に動員する必要もないわけであります

し、あくまでも必要最小限の生活道路の確保にとどめるべきだというふうにも考え

ております。この除雪サポーターは非常に大事ないい制度でもありますし、町民の

方からも感謝をされている制度でもあります。先ほど課長が言いましたように、ま

だ発足したばかりで、ただ工夫や、今後改善しなければならない点も多々あるかと

いうふうに思います。制度としてのシステムや運用方法につきましては、さらに今

後検討を加えられまして、より良い制度となるように取組み方をよろしくお願いを

申し上げます。 

また、先ほど課長から、交通手段が完全に確保されるまで約１０日間を要したと

いうような答弁がございました。一昨年の７.１１豪雨災害でも、このように長期

間にわたりまして、集落が孤立したような状況はなかったわけでございます。大雨

災害の場合は、道路が決壊したり、また崩土をしていても、迂回路の利用というこ
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とも可能なわけでございますと、今回の大雪のように、まったくの孤立状況が長く

続くということになりますと、高齢者や、あるいは通院が必要な方、また学校生徒

や保育園児などもおられますでしょうし、それよりも何よりも不慮の火災、あるい

は急病人が発生した場合、消防車や救急車が通行できないということになれば、状

況はより深刻でありまして、大きな打撃というふうになるわけでございます。何十

年に一回の大雪といいますけれども、近年の異常気象から見れば、また来年、この

ような大雪に見舞われないとも限りません。先ほど言いましたように、大雪による

被害の重大性から、今後しっかりとした対策や取り組みを日頃から当てておく必要

もあるんじゃないかというふうに思いますけれども、その点につきましては町長に

お尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） おはようございます。傍聴者の皆様、おはようございます。 

まず、４番議員のご質問にお答えいたします。今、今回の豪雪に対しての状況、

要は経過と、今後の新しく用いた除雪サポーター制度へのさらなる拡充という形で、

議員さんがご提案も含めて申されたとおりだったのではないかなというふうに思っ

ております。今の質問の内容から考えますと、総括的にですね、今後どうするかと

いうことで答弁をさせていただきたいと思います。 

まず、その前にやはり今回、４番議員がおっしゃったように、やはり住民の方の

ですね、生命に関わるような事故につながらなかったこと、このことが一番だった

のではないかというふうに思っております。今回の除雪サポーター制度というのは、

私が就任いたしまして今４年目でございますが、実は就任１年目から建設課を中心

に総務課の防災担当とお話を積み上げてきて、去年、予算化をしたわけでございま

す。その中に、４番議員がおっしゃったように、九州北部豪雨災害がありまして、

雨、それ等に伴い、この高森町で考えられること、それははやり雪ではないかと、

すなわち大きい大雪が降れば、これは災害としての対策・対応が必要であるという

ふうに考えておりまして、今回の除雪サポーター制度を議会にお願いをいたしまし

て、制度化したわけでございます。 

もちろん、この制度というのは、新しく始めた制度は、４番議員さんがおっしゃ

ったように、最初から完璧なことはありません。やりながら修正すると、やること

が大事ということで、除雪サポーター制度を駐在員さんの皆さんにお願いをして登

録をさせていただきました。その際、そもそも高森町も含めまして山間部を抱えて

いる自治体は、やはりその地域その地域に応じて、自分たちでどうにかするという、
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この文化が根付いているわけでございます。しかしながら、先ほど議員さんがおっ

しゃったように、ある地域ではもう後継者がいない、若い世代がいない、サポータ

ーに登録している人もいないというようなことも今回見られております。要は、一

番厳しい状況の地域の方々、地域を基準にした制度でなければ、これは最終的には

危機管理対策にはならないのではないかというふうに思っておりました。 

その中で、今、もう議員さん一番ご存じですけど、行政がやらなければいけない

ことは、今回も融雪剤の確保であったり、除雪の体制、それと要援護者の方々の状

況を把握する、そのへんに対するスピード感をもった対応、それと４つ目が通信手

段というふうに思っております。融雪剤の確保に関しては、議会の皆様のご協力・

ご理解をいただきまして、以前より多く確保させていただいております。除雪体制

につきましては、今回の除雪サポーター制度を導入したわけでございます。要援護

者の方々の把握と対応に関しましては、役場の職員が直接一人ずつ電話をすると。

そして、民生委員の方や駐在員さん、そして今、会長さんが民間人であられます社

会福祉協議団体の職員の皆様のご協力を得ながら、これをやらなければいけない。 

そして、通信手段の確保、このことに関しましては、これは電気・ガス、電気の

ことでございます。これは高森光ネットワーク株式会社が高森に設立されたことに

より、九州電力の高森営業所が約１５年振りに復活をいたしております。今回も九

電工の営業所の職員の皆様の迅速な行動によって、ある意味、国や県の除雪の車が

来るよりも、電気工事の業者のほうが早かったということもございます。要は、先

ほど申し上げましたように、行政の体制、除雪、要援護者、通信手段、議員さんが

一番、常におっしゃられているこの４つに関しては、やはり常に担保しなければい

けない。緊急的なこの大雪を災害と同じような位置づけで、今後、行政が対応して

いかなければいけないのではないかというふうに考えております。 

今回、この大雪が降った後に、熊本県議会のほうも平成元年に近いとき以来のよ

うなですね、スピード感をもった対応をしていただいて、現地の視察をしていただ

きました。また、国土交通省の緊急対策派遣隊（テックホース）というこの制度が

ございます。今回、高森町は国土交通省のこのテックホースという制度を使わせて

いただきました。この予算に関しましても、国が全額を見ていただけるというふう

に総務課のほうで内部協議をいたしておる次第でございます。 

そのように、県、国、そして何よりも地域の皆様の自助共助、そして私たち行政

がやらなければいけない公助、これがちゃんと加味してからこそ、初めてこの対策

が、また対応ができるのではないかと思っておりますので、これから以降、議会議
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員の皆さまには何卒ご理解と、そしてご協力をいただいて、一緒に取り組んでいき

たいというふうに考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ただいま町長から答弁がありましたが、集落の孤立を防ぎまし

て、そして町民の安全・安心の確保のために、要援護者の対策、あるいは通信手段

の確保、また除雪サポーターを中心とした、いろんな制度の確立等につきまして、

いろいろ工夫や対策をとって、今後、万全の対策をよろしくお願いを申し上げたい

というふうに思っております。 

次に、狭歪道路の整備についてお尋ねをいたします。以前、集落、また住宅地に

緊急車両等が入らない道路、いわゆる狭歪道路につきまして、駐在員さんを通じて

調査がなされました。その狭歪道路の路線数はどのくらいあったのか、またそのう

ち整備が必要と思われる路線はどのくらいあるのかお尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 狭歪道路の整備計画についてのご質問でございますが、議

員がただいまおっしゃいましたように、駐在区における狭歪道路の調査が平成２４

年４月に総務課のほうにおいて実施されたわけでございますが、２４年度、前年度

はですね、ご承知のとおり、７月の九州北部豪雨災害が発生したことによりまして、

災害復旧復興を最優先としましたことから、調査の取りまとめだけで事業推進が未

着手となっておりました。本年度、総務課より取りまとめました調査票の引き継ぎ

を受けまして、建設課で調査結果を精査し、現地確認を行いまして、事業の概算額

の見積作成等を実施したところで、路線数は合計の４８カ所となっております。以

上です。 

すみません。そのうち整備が必要であると思われる路線数ということでございま

したが、必要路線数のですね、最終的な決定には至っておりませんで、狭歪路線の

付け出しは、現地確認を先ほど申し上げましたようにしましたところ、町道ばかり

でなく、民家の進入路、里道、部落道等も含まれておりまして、道路整備が困難と

思われる路線もありまして、今後、具体的に検討・協議を重ね、優先順位を決定し

て、必要路線や事業不可能路線等を確定していきたいと考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ただいま課長の答弁では、狭歪道路、駐在員さんから上がって

きた路線数は４８路線というような答弁がございました。これまで２４年度ですか、

災害等のために整備ができなかったということでございますけれども、それ以降、
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整備された路線は何路線ぐらいあるのかお尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 自席から失礼いたします。 

今の４８路線をですね、あくまでも概算ですけれども、全部工事をするとなれば、

約８億８,０００万円程度かかる見積もりとなっております。本年度、要望箇所の

中で、全線ではございませんけれども、部分的に改善した箇所を含めまして、４カ

所については完了しておりまして、現在、施工中の３カ所、また２６年度当初予算

計上しております２カ所を含めますと、合計９カ所につきましては既に対応及び整

備計画を立てているところでございます。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） この狭歪道路につきましては、以前から関係戸数や農地の相談

の可能性、また利用頻度などランク付けをして、計画的に整備をしていくというよ

うなことを言われておりました。そういったことで、住民の方も承知をされている

というふうに思っております。今、答弁がありましたように、調査をされました狭

歪道路、全路線整備をするということになりますと、かなりの年月と経費を要する

というふうに思っております。住民の中には、道路の整備に期待をされている方も

おられるというふうに思います。そこで、せめてここ４、５年でですね、整備可能

な路線以外につきましては、一度地元の方に４、５年のうちには整備ができないか

というようなことを説明をされまして、十分に住民の方の納得がいかれるような方

策をとられることも必要じゃないかというふうに思っておりますけれども、その点

につきまして、建設課長にお尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 地域住民のですね、安心・安全な生活道確保という観点か

ら、集落において消防車や救急車などの緊急車両が通行できない路線の解消のため、

また道路の拡幅等を行いまして、防災道路の機能を有し、住民の不測の事態が生じ

ないような道路確保のためにですね、今後、検討委員会等を開催し、路線ごとに判

定、協議、決定しまして、緊急車両進入困難な高森町狭歪道路整備計画書を作成い

たしまして、事業を進めていきたいと考えておりますが、先ほど申し上げましたよ

うに、町道だけでなく、用地等、条件の厳しい箇所もございますので、事業推進の

不可能と思われる場所につきましては、今、議員がおっしゃいましたように、駐在

員さんや地元にも周知し、ご理解をいただきながら、十分な検討・対策を、防災、

福祉など総合的に検証し、計画を立てながら、各種補助事業や今後打ち出されます
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経済対策事業等に要望しまして、交付金など補助金等も有効に活用しながらですね、

事業を推進していきたいと考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） この狭歪道路につきましては、調査された全路線整備されるの

が一番いいわけでございますけれども、もし整備ができない、また整備が遠い将来

になるということであれば、やはりそのことをきちっと住民の方に説明をする、そ

ういった説明責任を果たしていただきたいというようなことも考えておりますので、

どうぞよろしくお願いをいたします。 

次に、道路、橋りょうのインフラ対策についてお伺いをいたします。今年の２月

２１日の熊日新聞に「インフラ老朽対策の一環として、国土交通省は早めに手を打

たないと危険が高まり、対策費も膨らむ」として、「緊急性が高い橋に関しては、

早急な補修や撤去も視野に対応するよう、自治体に求めた」とされておりますし、

これは昨年の９月１４日の西日本新聞でございますけれども、その見出しに「九州

の自治体、道路、橋りょう補修の９割未着手、老朽インフラ対策、財政難が壁、４,

９００本市町村の遅れ顕著」というような見出しで、「国土交通省は１５メートル

以上の全道路橋を対象に、点検後に補修計画などを盛り込む長寿命化修繕計画の策

定を各自治体に要請した」というようなことが報じられております。 

本町におきましては、この長寿命化修繕計画に該当する橋はどのくらいあるのか、

また調査をされたのか、また調査をされたとすれば、その調査結果はどのようなこ

とであったかお尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） ただいまのインフラ対策の質問でございますけれども、町

が管理している橋りょうの多くは、高度成長期に集中的に築造されておりまして、

建設後５０年を経過するような橋りょうもありまして、今後、急速に老朽化が進む

ことが予想されますことから、平成２１年度に国の経済危機対策の長寿命化修繕計

画策定を事業に基づきまして調査を行っております。管内橋りょう１１２基の目視

点検を７５７万３,０００円の事業費を投じ行っております。その調査の結果、橋

の長さが１５メートル以上の橋りょうにつきましては２７橋となっております。な

お、その点検結果を踏まえまして、補助要綱に基づきまして平成２３年度に橋の長

さが１５メーター以上の橋りょう２７橋につきましては、修繕計画書の策定事業を

１３６万５,０００円の事業費で行っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 
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○４番（芹口誓彰君） この１１２橋のうち２７橋が１５メーター以上ということで、

ただいま答弁がありましたけれども、あと残りの１５メートル以下の橋につきまし

ては調査をされたのか、また調査結果はどのようになっているのかお尋ねをいたし

ます。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 自席から失礼をいたします。 

橋りょうの老朽化に要する維持管理に対応するため、損傷が小さい時期に計画的

かつ予防的な修繕を行い、道路のネットワーク機能の安全性・信頼性を確保するた

めですね、今の残りの８５橋につきましても、平成２４年度において修繕計画書の

策定を５９８万５,０００円の事業費を投じて行っております。また、補修・修繕

につきましては、策定しました計画書の緊急順位に沿いまして、平成２５年度から

橋りょう補修の設計４橋と、補修工事２橋、２,８５０万円を予算計上し、補修工

事のみの約２,１２０万円ですが、２６年度に繰り越して施工することにしており

ます。 

また、２６年度におきましても、一般会計の当初予算概要書にも記載しておりま

したが、橋りょうの設計及び補修工事を予算計上しておりまして、これはすべて社

会資本整備総合交付金事業により、６５％の補助率により事業に着手することにし

ております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） ただいま課長の答弁のように、現在、そういう補修計画等も立

てられているようでございます。また、実施もされているようでございますけれど

も、やはり通行の安全性を確保する上からもですね、損傷の状況の点検を実施して、

そして将来の劣化予測に基づいた計画的な補修の取り組みや予防的な修繕について、

よろしくお願いを申し上げたいというふうに思っております。 

次に、道路でございますけれども、現在、町道はだいたい１９９路線、総延長は

２５０キロというふうになっておりますけれども、その路線の多くは既に舗装済み

というふうに思いますが、今後はその舗装の老朽化も進んでまいります。自転車の

転倒事故も発生をしておりますし、通行の安全の面からも、是非、計画的にオーバ

ーレイ等の維持補修をしていく必要もあるというふうに思っておりますけれども、

今後どのような取り組みを計画されているのかお尋ねをいたします。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） ４番 芹口議員のご指摘のとおりの道路舗装の現況となっ
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ていることは間違いありませんけれども、そのようなことから、今年度ですね、国

の緊急経済対策の事業で、永野原河原線、色見環状線の路線のひび割れ、わだちほ

れなど、路面の状態を調査する路面性状調査及び路面の強度を測定するＦＷＤ調査

を行いました。その調査結果をもとに道路設計を行いまして、道路舗装工事に着手

した次第です。 

平成２６年度におきましても、概要書のとおり予算計上しておりますが、路面状

態の悪い路線を抽出いたしまして、５路線について路面性状調査し、今後とも橋り

ょう補修計画同様にですね、補助採択を前提とした年次計画を立てながら、整備を

進めていきたいと考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） どうぞよろしくお願いを申し上げます。 

それでは、次の質問に移りますけれども、当初の質問事項で取り上げました除雪

サポーターは、ほとんどの駐在区に登録をされております。このサポーターは除雪

を任務として登録されているわけでありますけれども、道路の安全確保を図るとい

うことでは共通する面もありますので、道路サポーターとして道路の損傷情報の提

供、またあるいは軽微な補修、軽微な崩土の除去や風倒木の除去などに素早く対応

できるように、除雪サポーターと道路サポーターを兼務されるような制度にしたら

どうかというふうに思っておりますけれども、そのへんにつきましてお尋ねをいた

します。 

○議長（田上更生君） 建設課長 松本満夫君。 

○建設課長（松本満夫君） 今年新設しました除雪サポーター制度につきましては、基

本、町道の除雪作業ということでお願いをしておりましたけれども、今回の記録的

な大雪では、町道ばかりでなく、生活に密接した道路の確保、駐在員さんをはじめ、

地域住民や登録されたサポーターさんが多く活動されまして、たくさんの課題も残

りましたけれども、雪が多かった割には、先ほど町長も申されましたように、場所

によっては県道よりもですね、道は早く開き、被害の少なく、人災もなく、効果・

成果は大きかったと思っております。 

先ほど、議員さんが除雪対策に対するご提案もいただきましたことも参考にしな

がら、道路の除雪だけでなく、今提案をいただきました道路サポーター及び兼務委

託も含めまして、倒木除去や大雨時の土砂の除去、また災害時の対応と併せまして、

地元建設業者の育成も加味しながら、対策を立てながら、地域防災、福祉、地域づ

くり、過疎地の担い手育成の観点・目的からですね、総合的に今後、制度の見直し
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を行い、充実したより良い制度につくり上げていく必要があると考えております。

以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） それでは、最後の質問に移らせていただきますけれども、永野

原河原線の整備計画等について、町長にお伺いをいたします。 

この路線につきましては、２５年度におきまして、上玉来から東中学校におきま

して、約６,３００メーターの道路舗装工事が行われております。また、２６年度

は残りの区間、永野原の国道３２５号線までの道路舗装工事の予算が計上されまし

て、今議会に提案をされております。この道路は、高森側が広域団体営農道として、

また上玉来から波野小地野までが広域林道阿蘇東部線として整備をされたものであ

りますが、この道路は国道５７号線と３２５号線を南北に結ぶ道路ということにな

ったことから、大型輸送トラックや大型バスの通行が多く、その機能や道路の役割

は、まさに国道並みでございます。 

町長は、全線道路舗装工事が終了したら、県道昇格のお願いをしたいというふう

に言っておられました。私もこの道路が果たしている状況や役割を考えますと、当

然、県や国が関与しても当然だというふうに思っております。県道昇格となります

と、国道５７号線の波野小地野から国道３２５号線の永野原の区間というふうにな

ると思います。そのためには阿蘇市との共同歩調や連携が必要となりますけれども、

その点も含めまして、町長のご見解をお伺いいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ４番議員のご質問にお答えいたします。 

町道永野原河原線においての残りの半分の工事の施工並びに将来の県道昇格につ

いてということでございますが、もう議場でお答えしているとおり、また４番議員

さんのですね、強い要望をいつもいただいているとおりでございます。必要性はご

ざいます。まずは、そのためにはこれは延長が約１３キロ、１２キロ弱ある、この

先ほどおっしゃった１９９路線の町道の中でも最も長い町道の一つでありまして、

またこれを毎年毎年町の単独予算で１,０００万円、２,０００万円程度の事業をや

っていくと、最終の１２キロをやる前に元に戻らなければいけないぐらい、今、交

通量が多いわけでございます。将来、私たちの子どもの世代、皆さんのお孫さんの

世代に、それだけの財力が高森町にあればたいへんよろしいことではございますが、

やはり大事なことは、平成２４年度の緊急経済対策事業でこれを採択をしていただ

いたように、今後、国の大型補正並びに緊急経済対策のような交付金事業にやはり
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採択させて、一気に工事を終わらせるのが一番ではないかというふうに思っており

ます。要は、町が出すお金をゼロ円に近い状態にして一気に工事をする。そして、

なおかつ、路面調査の結果どおり、必要性があるということですので、残り半分に

関しましても、通常の３センチ厚の舗装ではなく、５センチという舗装の厚みによ

って、将来の県道昇格に向けて、その形をつくっていかなければいけないのではな

いかと思っております。 

また、今回のこの議会の皆様にお願いをして予算を計上いたしておりますが、議

会初日にお話しましたとおり、今年の国の採択事業、交付金事業にまずは採択をし

ていただけなければ、なかなか始まらない状況でございます。６５％の国の補助、

そして残り３５％も過疎債、辺地債、若しくはそこに緊急経済対策を充てることに

よって、町の出すお金を少なくしたいというふうに考えております。 

将来の県道昇格におきましては、議員さんの考えのとおりですね、やはり阿蘇市

との連携が必要になります。阿蘇市におかれましては、まだこれははっきりどこか

らどこまでというのは、今ここでははっきりは申し上げられませんが、償還ができ

てない部分もあるのではないかというふうに私自身考えております。これを県道昇

格するためには、高森町の方向性、そして阿蘇市の現状、そしてそれを改善する阿

蘇市の方向性、それが伴って初めて県道昇格になる。そして、なおかつこの県道昇

格にもっていくためには、本当に強いですね、やはり県への要望、そして政治家と

してのこの活動、これを必要性があるのではないかというふうに思っております。

将来、皆様の子どもさん、お孫さんの世代にツケを残さないような、この長い、特

に町民の皆様、草部、野尻の方がたくさん利用されているこの道をですね、しっか

りした形で舗装をして、将来に向かって踏み出さなければいけない、それが今回の

予算の計上だというふうにお考えをして、ご協力・ご理解も議会にもいただきたい

というふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君。 

○４番（芹口誓彰君） 今回、道路の整備計画等につきまして質問をいたしましたが、

道路はやはり住民の日常生活や経済活動に果たす役割は大きいものがあります。し

かし、道路をはじめとしたインフラの老朽化は、将来、必ずやってくる緩やかな震

災ともいわれております。是非、住民の安全・安心確保のために、今まで以上の維

持管理修繕の取り組みを推進していただきたいというふうに思っております。 

また、永野原河原線につきましては、今、町長からご答弁をいただきましたが、

確かに県道昇格、ハードルは高いものがあるかというふうに思いますが、しかしな
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がら、あの路線を将来、維持管理していくということになりますと、かなりの財政

的な出動を伴いますので、是非、永野原までの道路舗装工事の確実な実施と、県道

昇格に向けての取り組みをよろしくお願いを申し上げまして、私の一般質問を終わ

ります。 

○議長（田上更生君） ４番 芹口誓彰君の質問を終わります。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。１０時５５分

から再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午前１０時５０分 

再開 午前１０時５５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 皆さん、こんにちは。１番 宇藤です。 

先ほど、芹口議員からも大雪の被害について質問されましたが、大雪の被害に遭

われたですね、多くの町民の皆様にお見舞い申し上げます。 

私の今回の一般質問は、「これからの町の教育は」と題して、これからの町の教

育について、通告のとおり質問したいと思います。どうかよろしくお願いいたしま

す。 

３年前にですね、私も町議選に立候補して、そのときいろいろとですね、町の方

々とお話をしたときに、この町の教育をどうにかしてくださいというですね、たく

さんの声を聞きました。私も当選させていただいて、また町の教育に力を入れてい

きたいという思いでですね、文教厚生のほうにも入りまして、この町の教育を良く

したいということで、思いをいっぱいにしてやってきたわけでございますが、しか

し何をやったらいいのか分からない。また、町長のほうもですね、政策集の中に

「人づくりは町づくり、町づくりは人づくりだ」ということで、政策集の中にも挙

げられ、町長としてですね、町政をこの３年間になってこられたわけでございます。

その中で、佐藤教育長がご就任をされまして、また先生のですね、産山での小・中

一貫の教育にも携われて、私も産山にも友達がいるんですが、今、教育委員もして

いるんですが、産山でも相当活躍された先生だから期待されていいよということを



 

－87－ 

聞いて安心しておりました。その教育長が就任をされて、いち早く文部科学省とか

にも行かれてですね、さまざまな情報を勉強されて現在に至っていると思います。 

まず、最初の質問でございます。新高森町教育プランに取り組んで３年となりま

すが、現在の状況と今後はということで質問したいと思います。今まで新高森町教

育プランに取り組んできたことを、今日は傍聴の方もおられますし、動画配信でも

放送されるので、詳しく詳細に説明をお願いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） 皆さん、こんにちは。１番議員さんの質問にお答えいたしま

す。 

現在の状況と今後はということでございまして、まず総括的に４点ほど申し上げ

たいと思います。 

まず、取り組みまして、第１点は、草村町長の政策と国や県の教育改革の動向、

そして教育委員会の施策が一体となって、町上げての高森の教育が確実に動き出し

たというふうに捉えております。町上げてというのがキーワードでございまして、

この点、各方面から現在注目をいただいております。 

２点目ですけれども、文部科学省や熊本県教育委員会の支援、それから企業等の

支援、そしてマスコミの報道等が高森の教育の推進に大きな力となってきていると

いうふうに捉えています。 

３点目ですけれども、学校の表彰、先日も教育論文の表彰がありましたが、特選、

準特選等、高森がかなり独占的にいただいておりますが、学校の表彰、教職員の表

彰、文部科学大臣、教育功労表彰等も受けております。また、児童・生徒の表彰等

が相次ぎ、高森町の教育に活気が出てきたというふうに捉えています。 

本日の４校のホームページのアクセス件数でございますが、昨年７月、県の教育

委員会のシステムを入れましてリニューアルしたところでございますが、本日、高

森東小学校はアクセス数が昨年７月から３万２,８４１件、中央小学校が３万２,２

４９件、東中学校が１万５,３８２件、高森中が１万９,７９８件と、ちょっとびっ

くりするぐらいのアクセス件数がございまして、今まさに高森の教育が注目を受け

ているということを実感しています。 

４点目ですけれども、熊本県の学力調査結果等を分析しまして、学力が向上傾向

にあると。本来の目的である学力向上に手応えを感じているという４点を総括的に

考えております。 

この新教育プランの重点施策は、コミュニティスクールを基盤とした小・中一貫



 

－88－ 

教育、ふるさと教育というふうにして施策をしておりますので、それにつきまして

現在の状況と今後についてお話をさせていただきます。 

まず、コミュニティスクールの推進でございますが、この２年間、文部科学省の

委託事業を受けまして、コミュニティスクール導入に関する実践研究を行いまして、

昨年１２月１日付けで高森町教育委員会規則で、町内の４小・中学校をコミュニテ

ィスクールとして指定をいたしました。国は３,０００校に増やすという計画でご

ざいますが、現在、全国で１,５００校ぐらいコミュティスクールに入っておりま

して、高森もその仲間入りをしたところでございます。いよいよ４月から高森東中

学校区、高森中学校区のコミュニティスクールの実働に入ります。これからが正念

場でございますが、文部科学省からは新たにコミュニティスクールのマネージメン

ト力の強化に関する実践研究の委託事業の指定をですね、新年度、受けることがで

きました。それに関わりまして、高森中学校に推進のための事務職員を１人ですね、

加配という形で措置されることが決定しております。また、県の教育委員会からは、

学校、家庭、地域の連携による教育支援活動促進事業というのがございまして、そ

の指定を受け、コーディネーターの配置等により、地域とともにある学校づくりを

ですね、幅広く推進していきたいというふうに考えているところでございます。こ

のようにして、学校教育、それから社会教育を融合させて、高森型の教育体制を構

築する、こういったコミュニティスクールは絶好の機会であると考えておりまして、

地域の皆様方にもかなりコミュニティスクールという言葉が浸透しつつありまして、

いろんな方から今協力をいただいているところでございます。 

次に、小・中一貫教育でございますが、その中心にいわゆる小・中一貫英語教育

の推進というのを中心に置いておりまして、本年度より文部科学省の教育課程特例

校の認可を受けまして、小学校に新たな教科として「わくわくイングリッシュ」と

いう教科をですね、創設しております。小学校１年生から中学校、小・中９カ年の

英語教育をですね、スタートさせております。熊本大学の准教授のピーターソン先

生をアドバイザーに、またＮＰＯ法人ＳＳＨ英語研究所の支援等により、高森型の

カリキュラムを編成し、発音を重視した英語教育に取り組んできています。これに

つきましては、カリキュラムの問題、指導体制の問題、授業のやり方、小・中の連

携、それから評価等ですね、いろいろクリアしなければならない点がございまして、

本年度の反省を活かしですね、現在、次年度の積み上げを図っているところでござ

います。このような小・中一貫教育の取り組みの中で、今、高森の小・中４校の連

携がですね、大きく進んでいます。町上げての教育改革が４校の教職員の意識改革



 

－89－ 

につながり、教育効果を上げてきているというふうに捉えております。 

高森中学校区では、中学生が中央小学校に出向き、英語の授業を行うなどの動き

が出てきておりまして、高森東中校区では、高森東学園構想として敷地を隣接する

保育園、小学校、中学校が一貫した教育の取り組みをやっていこうという動きが出

ております。４月からは、県の教育委員会の小・中兼務辞令というのがございまし

て、それを受けまして、東小学校に一部、教科担任制を入れます。中学校の先生が

小学校の教科を担当するということですね。そういったことがいわゆる学校の中で

ですね、現在、具体的に計画が進んでおりまして、この小・中一貫教育は、これか

らの教育のやはり方向性でございまして、高森も非常に４校が一緒になりまして、

この教育のあり方ということを今進めているところでございます。 

次に、ふるさと教育でございますが、新教育プランの狙いは「高森に誇りをもち、

夢を抱き、元気の出る教育」ということをキャッチフレーズにしておりますが、ふ

るさと教育はその中でも特に重要であると捉えています。ＩＣＴの教育、それから

英語教育が流行であるならば、ふるさと教育は不易の部分であり、高森町の教育の

土台であると考えております。 

その中で、今３点ほど進めておりますが、１点は高森ふるさと学というのを本年

度から創設しております。これも文部科学省の教育課程特例校の認可を受けて、高

森型の教育をスタートしています。小・中９カ年間を４期に分けまして、１期、小

学校１年生・２年生は高森を探検しようということで年間３５時間、２期は３年生

・４年生、高森の自然や暮らしを知ろうということで３５時間、３期は小学校の５

年生・６年生、そして中１、この３カ年間で高森の人々の仕事を学ぼうということ

で５０時間、そして４期は中学校の２年生・３年生で高森と自分たちの未来を考え

ようということで７０時間のカリキュラムを作っております。その中で、中学３年

生には総括的に議会にもいろいろとお世話になりました子ども議会を位置づけて、

この９カ年間の積み上げをですね、議会の場でいろいろご提案し、またご指導して

いただくというようなカリキュラムを今年度からスタートしています。中身につき

ましては、高森東校区、それから高森中校区では、いろいろその地域の様子が違う

ところもありますので、全体的なカリキュラムをそのようにして、それぞれに校区

ごとに９カ年のカリキュラムを今作って進めているところでございます。 

２点目が社会科副読本「私たちの高森町」の作成と活用ということで、これは議

会にもお世話になりまして、本年度より小学校の３・４年生の社会科地域学習で活

用をさせていただいております。 
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３点目が道徳教育副読本「高森の心」の作成と活用ということでございまして、

平成２６年度中には配本できるよう、現在、編集作業を行っています。編集方針を

述べますと、子どもの道徳教育に資する読み物資料ということで、小学校１年生か

ら中学校３年生まで、週１時間、道徳の時間がございますが、その道徳の時間で活

用する読み物資料ということで、中身につきましては、これは町民に親しまれる読

み物資料にもあたるということで、その有効性も考えながら進めているところでご

ざいます。中身につきましては、高森町の歴史、自然、伝統、文化に関わる人物遺

産や自然遺産を掘り起こして教材化をしております。人物遺産では、特に高森町史

等で取り上げられている人から選定をしているということで、開発の状況ですけれ

ども、４分冊、４２編、今作成をしております。小学校の低学年・中学年・高学年

にそれぞれ１０編ずつ、そして中学校には１２編ということで作業をしております

が、これが出来上がりますと、これは学校のみならず町民の方々にもですね、たい

へん有効な資料になるというふうに、私ども気合いを入れてですね、今、編集をし

ているところでございますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

最後に、基盤となりますＩＣＴ環境でございますが、文部科学省が平成２３年の

４月に教育の情報化ビジョンというのを出しまして、２１世紀にふさわしい学びと

学校の創造を目指してということで、二つの方向性を出しています。一つは学びの

場における情報通信技術の活用ということで、もう一つはホームの情報化というこ

とでございまして、高森町では町長、それから議会等のですね、ご理解・ご支援を

いただきまして、先駆けてＩＣＴ環境の整備に取り組みまして、わずか２年ではあ

りますが、現在では熊本を代表する全国レベルのＩＣＴ環境教育実践の町となりま

した。昨年は台湾の師範学校をはじめ、県内外の市町村教育委員会、議会、学校関

係者の視察が現在相次いでおります。１月１６日に開催しました研究発表会には、

北は北海道から南は沖縄まで、全国から５００名を超える参加者がありまして、大

きな手応えを感じているところでございます。 

国の教育の情報化ビジョンでは、これからの方向性として３点上げています。１

つは全普通教室に電子黒板の配置、２つ目が校内外で通信を行うことが可能な無線

ＬＡＮ環境の構築、３点目が全生徒、全教員に１人１台のタブレットＰＣの配置と

いうことでございまして、これに基づきまして高森町はその文科省の教育の情報化

ビジョンによって町のＩＣＴ環境の整備をお願いしているところでございまして、

本予算にもですね、お願いしておりますが、どうぞよろしくお願いします。 

さて、２６年度の取り組みでございますが、県の教育委員会の未来の学校創造プ
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ロジェクト推進事業というのを受けておりますが、これは次年度も県のほうから、

是非、高森は継続してほしいということで、県の支援をいただいておりまして、ま

た産学官のＤＩＳスクールイノベーションプロジェクト事業につきましても継続と

いう形でございまして、そういったものを受けまして、本年に引き続きまして次年

度も本年の１２月５日で今検討しておりますが、本年並み、また本年以上の研究発

表会を高森で実施するということで、今進めているところでございます。そういう

町上げての精神に今後とも努めていきたいと思います。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 自席から失礼いたします。 

今、教育長からですね、ご答弁いただいたとおりですね、まさに日本一の教育環

境となっております。この間もですね、今年に入っての先ほど答弁の中でもありま

したが、１月の１６日ですね、「高森中でＩＣＴ活用事業発表会、関心高く、全国

から５００人」という、この朝日新聞の掲載もあっております。また、熊日のほう

とかですね、いろいろなメディアの中にもたくさん報道もございまして、もう私も

これは町民の一人としてですね、うれしく思いました。またですね、２６年度も続

けて事業をされていかれるということで期待しております。 

その中でですね、このＩＣＴ事業に慣れられた先生たち、ここ１、２年でですね、

もう対応はすごく素晴らしくなって、そしてまた子どもたちの授業等もですね、私

も見に行きまして、かなり皆さん慣れられて素晴らしい授業体系になっているなと

思っておりました。その中で、この間の教育研究会の中でも質問等があっておりま

したが、その慣れられた先生たちがですね、先生たちは異動があるわけですね。そ

の異動されるわけです。そうなると、また新しい先生、また慣れてられない先生た

ちがですね、たくさん高森に来られるわけです。その対応策はどうされるのですか。

よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） 私は、教育を進める中でですね、一番大事なのは、今、議員

指摘のですね、学校の先生方だと思っております。したがいまして、新教育プラン

のですね、狙いの４番目に高森町教育研究会の活性化というのを上げております。

最終的には、子どもたちの目の前に立つ先生方が変わらなければ、教育は変わらな

いということでございまして、じゃあ異動等で先生方が変わったらどうするかとい

うご質問でございますが、この教育研究会の中にＩＣＴ部会というのを設定してお

りまして、このＩＣＴ部会、この中に各学校の代表者が一人ずつ入りまして、そし
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て会長の校長先生を中心として、４校の推進の核になっております。ですから、こ

のＩＣＴ部会が研修をうったり、またいろいろと先生方のですね、新しく来られた

先生方の指導等をやっております。 

ところが、これだけ高森がＩＣＴ環境が進み、全国的に注目されておりますと、

これ以上の組織がきちっとしておかなければいけないのではないかということが、

町長からのご指摘がございまして、今、国がＣＩＯという教育の情報化を進めるた

めのですね、組織づくりを推進しておりまして、したがいまして、教育委員会のＣ

ＩＯは教育長でございますが、教育委員会にＣＩＯ補佐官という立場をですね、や

はりどうしても必要だということで考えております。学校の校長がＣＩＯというこ

とであれば、そのＣＩＯ補佐官という高森町のこの情報ＣＩＯのシステムというこ

とを併せて次年度は整備し、強化していきたいという、その中でいろんな先生方が

来ても対応ができる体制をつくっていきたいというふうに考えております。以上で

す。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 答弁、ありがとうございました。 

そういう対応が私は一番だと思いますので、また今後ともよろしくお願いします。 

先ほどの答弁の中でもございましたが、コミュニティスクールですね、これは立

ち上がってですね、今、山室会長を中心にされとるわけでございますが、まだまだ

見えてないわけですよね。今後、先ほど２６年度に取り組むということでございま

したが、何か取り組まれる詳細なことがあるならば、よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） 文科省から２年間指定を受けましたのは、コミュニティスク

ールを立ち上げるための委託事業でございましたので、山室先生にもお世話になり

ましたが、コミュニティスクール推進委員会ということでございます。４月からは

いよいよその本体でございますが、私は少しブレーキをかけております。なぜブレ

ーキをかけているかといいますと、国の動き、県の動きがですね、予算に伴いまし

てまだ見えてない部分がございまして、先ほど申しましたように、文科省の続きの

事業はもう決定しておりますけれども、県のほうでその社会教育の分野の事業がど

ういうふうに進んでいくのかというところが、今ひとつ見えてない部分がございま

す。大分明らかになってきました。それから、今後ですね、予想される土曜授業の

問題とか、いろんな問題等が関わり合いますので、早急に動き出すよりも、そこを

じっくり方向性を見極めて動き出したほうがいいと。少なくとも教育はいろんなと
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ころで何とか委員会、何とか委員会というのがたくさんありますので、そういった

ものをできるだけ集約した形で、コミュニティスクールという中で地域の方々にも

応援していただくような体制をつくる。そのためには、もう少し国や県の動き、教

育の動きなどをですね、見極めたほうがいいのではないかということでございまし

て、４月から動き出しますが、いわゆる初めからですね、猛スピードでというとこ

ろよりも、そこでしっかり見極めていきたいということであります。地域とともに

ある学校づくりということですので、地域の方々に応援していただく体制をつくる

ということはそのとおりでございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 今からの学校教育はですね、やっぱり地域で育てていくという

のが一番重要になってくると思いますので、コミュニティスクールのほうもですね、

進んでいかれますようによろしくお願いいたします。 

２番目の質問に移らせていただきます。通学路の整備やスクールバス事業のこれ

からはということでございますが、今ですね、ＰＴＡの保護者の方達からですね、

私もいろいろ話を聞きまして、通学路の問題ですね、高森町は非常に歩道が少ない、

そして危ないんですよというですね、議員さん、聞いてくださいというお話がござ

いました。この歩道がない道路が多いということでございますので、その対策はと

られておられるのか、よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） 通学路の問題ですが、おっしゃるとおり、教育委員会

のほうにもですね、どうにかならないでしょうかという話が来ております。通学路

の危険箇所ということで、実を言いますと、平成２４年度に、学校、教育委員会、

建設課、警察とでですね、実際の通学路を点検しました。その中でも特にここを改

善できたらという箇所が、中央小学校校区で６カ所、それから東校区で１カ所とい

うことで行っております。 

その中で、東校区の１カ所につきましてはですね、路肩の問題でしたので、もう

建設課のほう等で対応していただきました。それから、中央小学校の６カ所という

ことで、一つはですね、ちょうど中学校線の渡邊商店と村田屋のところなんですけ

れども、時間指定になっております。ここに対しては、ドライバーの方が無視して

通られるということで、これについては警察のほうで違反強化を取り締まりますと。

それから、ＰＴＡのほうではですね、子どもたちの通学路になっていますけれども、

登校の際は十分注意してくださいという啓発活動と両方やっております。 
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それから、天神前原線のＪＡ斎場から出たところですが、これはどういうことか

というと、路地より上り坂になってたりしますので、とか下になってよく見えませ

んので、急に車がぱっと飛び出すということでですね、これについては建設課のほ

うで停止線をもう一回しっかり引いていただいたり、指導の強化ですね。それと、

児童・生徒には、当然、通学路の十分注意するようにということで、学校で指導し

ております。 

それから、高森中央線の天神のところなんですけれども、篠田商店前の交差点で

すけれども、非常交通量が多いということですが、これについてはですね、通学路

が何とか変更できないかということですけれども、なかなか通学路の変更が難しい

ということで、当面はもうＰＴＡへの啓発活動、当然、子どもたちもそうですけれ

ども、十分注意して通るようにということです。 

それから、高森中央線のですね、多分ここの問題だと思いますが、下町の今村自

動車さん前のところの交差点ですね、ここについてはもう以前から建設課ともかな

り協議をしております。実際、現在は児童・生徒の注意の看板は付けております。

これについては、警察等ともですね、かなり協議したんですが、なかなか歩道をと

ることが難しいということで、場合によってはその部分だけ１車線化したらという

話も出ております。ただし、それまでが２車線から急に１車線化になるということ

で、かえって危険ということで、現在のところはですね、通学路の変更等も学校と

も事前から打ち合わせたんですけれども、かなり迂回しなくちゃいけないというこ

とで、かなり通学時間もかかるということでですね、現在は子どもたちは十分そこ

は注意して通るようにと、できるだけ路肩が通れるようにですね、建設課等々にも

草刈りとかですね、できる範囲内では整備をしていただいております。 

それから、村山天神線ですけれども、高森生コンさん前のところですね、あそこ

が非常に狭いということで、これについては路肩があまりないということで、これ

についてはもうなかなか改良等は難しいですので、もうあくまでも子どもたち、Ｐ

ＴＡのほうにしております。それから、今のがですね、言いました中央小学校の６

カ所が非常に危険だということなんですが、現在ですね、建設課のほうで小・中学

校の通学路を中心にですね、区画線を引いていただいております。これはもう町長

の政策集にあります安心・安全ということが基本ですので、できる範囲内でですね、

建設課にお願いしているということです。特に村田屋さんから渡邊商店前ですね、

道幅を拡げることはできませんので、ここについてはですね、路側帯のカラー舗装

ということで、路側帯を色を塗ってから舗装していただいていると。 
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それから、三森歯科から中学校の三又交差点といいますか、要は中学校のプール

があるところですね、ここについても路側帯をつくるというのは非常に難しいので、

この路側帯のカラー舗装ということで、現在、建設課のほうでされております。 

それから、上町になりますが、中川精肉店から横町公民館ということで、天神の

ほうから上町のほうから入ったところですね、これについても路側帯のカラー舗装

をしていただくようにしております。そういうことについて、通学路につきまして

はですね、なかなか道幅を拡げるということはできませんけれども、もう建設課の

ほうでいろいろ考えていただいて、できる範囲内のやり方でですね、現在お願いを

し、進めていただいているところです。それにつきましては、今後はですね、建設

課とできる範囲内でいろいろ意見が出た場合、協議しながら建設課のほうにお願い

をしていきたいと思っております。 

それから、学校についてですけれども、実を言うとですね、新１年生が４月から

まいります。これについてはですね、新１年生の登校ということで、先生たちがつ

いて一回登校を、予定を計画をしておりました。ちょうど大雪の日の計画でですね、

まったく実施できなかったということで、これにつきましては新学期始まってすぐ

に、通学路をですね、一緒に先生方が登校して、注意喚起を促すところを子どもた

ちに、すみません、下校から一緒に行って、先生たちも危険箇所の再確認と、そう

いう場所については子どもたちに改めてまた指導、注意を行うということとしてお

ります。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） やはり子どもたちの安心・安全に関わる問題でございますので、

カラー舗装というお話がございましたが、やはりですね、子どもに何かあったとき

には、やっぱり何らかの責任を負わなければならなくなるわけでございます。今、

交通安全協会等もですね、また４月から春の全国交通安全運動も始まりますが、い

ろいろな皆さん方の協力によりまして、子どもたちの安心・安全が図られているわ

けでございます。どうかまた予算化されてですよ、対策を講じられるようよろしく

お願いいたします。 

次の質問でですね、本年度からスクールバスの事業がまた新しくなってですね、

このスクールバスの事業は大きく変わろうとしております。このスクールバス事業

の今まで取り組まれてきたわけでございますが、今年取り組まれることにつきまし

て、詳細に説明をよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 
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○教委事務局長（後藤正三君） 今質問の今年度からですけれども、昨年１２月の補正

予算でですね、新しくスクールバス購入ということでご承認いただきました。現在、

１４人乗りのスクールバスを購入しております。これにつきましては、東小・中学

校校区で５台で運行するということでございます。以前はですね、町所有３台のバ

スと、業者さんからバスを３台借り受けて運行しておりまして。これについては、

以前は６路線でしたけれども、今回から５路線とするということでございます。こ

れにつきましては、草部南部地区についてが生徒数も減少しておりますので、３路

線から２路線へ変更するということで、すべてを町有バスで運行するようにしてお

ります。これにつきましても、業者のほうにはバスの運転と管理を行うということ

です。このスクールバスの新しく購入したのは、先ほども道の問題等々も出ました

けれども、４校利用して、できるだけ安全に運行したい。それと、もう一つ、今ま

で児童・生徒数も減りましたので、大きなバスを使ってしましたが、それを小型化

することによって非常に安全性が少しでも向上すると考えております。 

それから、高森中校区ですけれども、これにつきましては今まではバス会社さん

よりバスを借受けまして４台で運行しております。小型車１台、中型車３台でござ

います。これにつきましても、現在、町で所有しておりますバス、東中校区で所有

しておりますバス３台を高森中校区で購入、下ろしまして、１台を町でリースで借

りまして、４台すべてを町所有というか、町の管理下のもとに行います。それに基

づきまして、業者さんのほうには運転と車両管理業務を委託するということで、以

前はバスを借りての委託と、町のバスの運行と二方法でありましたが、２６年度か

らはすべて運行管理と車両管理ということで、バスについては町ですべて所有とい

う形をとっております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） その５台のスクールバスを購入をしてされるわけでございます

が、今後のですね、子どもたちの生徒数推移、５年間ぐらい分かるならば教えてい

ただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） 現在、生まれている子どもたちからで、現在もですね、

１、２名程度の多少変更はあっていますけれども、東校区になりますが、ほとんど

人口の変化はありません。２６年度、東小・中で５６、２７年度、５２，２８年度、

５３、２９年度、４９、３０年度、５０、３１年度、５０ということで、これは調

査した段階が昨年の秋ですので、多少１、２名の変更はあると思いますけれども、
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だいたいほとんど推移的には変わらないということです。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） 各市町村ですね、かなり今、統合とかですよ、いろいろ進んで

いるわけでございます。５年間は一緒の生徒数ということで、分かりましたが、も

う一つこのスクールバス停の問題がございまして、高森町のほうは今、防犯灯ので

すね、街路灯の整備事業が終わりまして、かなり明るくなっております。このスク

ールバス停のですね、色見、上色見、また山東部のスクールバス停があるんですが、

そこに行きますとですね、なかなかこれ夜は暗くてですね、子どもたちが通学する

のに、私、大丈夫なのかなという思いがしておりますが、そのへんの対策はどのよ

うに考えておられるのか、よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） スクールバス停の街路灯ということでよろしいですか。

町の街路灯につきましては、ちょっと答弁ができませんので。スクールバスのバス

停の街路灯ということでおっしゃられたことは分かります。場所によっては、たま

たま地域の街灯があったり、明るいところと暗いところとあります。現在のところ

ですね、学校のほうから、暗いからどうにかしてほしいという要望はほとんど出て

いませんが、これは一つはですね、スクールバス停の一番はですね、朝のほうが待

つ時間がどうしてもありますので、朝のほうでどうしても雨風のときにということ

が一番大きな理由でございます。冬寒いから待っている間に、中で待つと。帰ると

きの状況を一応確認すると、ほとんどスクールバス停には寄らずに、そのままぱっ

と帰ってしまうということでですね、そんなにスクールバス停の街灯は、子どもた

ちが困ったということはありません。ただし、おっしゃるとおり、全体的に暗いと

ころはということあると思います。これについては、街灯の問題ですので、なかな

かここでですね、検討して、何とか進めたいという返答はなかなかできないんです

けれども、まずは現状等をですね、実際に現状等を確認しですね、学校の先生たち

も含めて、子どもたちの状況を聞き取り調査まではちょっとやってみたいと思って

おります。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） やはり夜になるとですね、まだまだ暗くて、今いろいろなです

ね、事件等もあっておりますので、今後とも対策のほうをよろしくお願いいたしま

す。 

３番目の質問でございます。町にはですね、図書館や公園等の整備の考えはとい
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うことでございます。いろいろですね、今やっぱり若い保護者の方たちからですね、

高森町にはなぜ図書館がないんですかとかいう保護者のお話がございます。そうい

う図書館等の建設あたりのですよ、何か考えがあるならばよろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） ただいまのご質問ですが、建設はということで、建設

のことは私の担当のほうでなかなか言えませんので、概ね状況等をですね、少しお

話をさせていただきたいと思います。市町村の県内の図書館の設置状況ということ

でですね、だいたい２５市町村が４８カ所あります。ただし、これは独立した図書

館、例えば施設の一部に図書館を造っているというのも全部含めてでございます。

ですので、独立した図書館というのがいくつあるかというのは、ちょっとこちらの

ほうもすべて把握はしきれないんですけれども、例えばですね、建設するにあたっ

て、どのくらいかかるんだろうということなんですが、大津の図書館がですね、だ

いたい７億５,０００万円くらいかかっております。だいたい１４万冊収蔵でござ

います。だいたい、結構ここは大きなきれいな図書館です。単純に本を置いてある

ということじゃなくてですね、いろんな活動ができるという設備でございます。そ

れから、菊陽町のほうはですね、ちょっと参考にならないんですけれども、これは

５００名のホール付きの図書館で、かなり大きい図書館が出来ております。これも

１４万冊収蔵でですね、ホール込みの１９億円ということで、建設に対してはもの

すごくかなりの費用がかかっていると思います。 

それでですね、図書館のご意見が出たんですけれども、これにつきましてはです

ね、高森町でかなり以前からも出ております。以前ですね、教育委員会とすれば、

町立図書館がないということで、高森中学校図書館、これを一般開放できるような

造りになっております。これをですね、休日に臨時の職員さんを入れて、以前、開

放していたそうです。ただし、非常に、もうほとんど利用度が少ないということで、

単純に開放したから利用があるかといったら、やっぱり設備、いろんな事業の取り

組みが必要だと思います。それをもうほとんど利用がないということで、取りやめ

ということになっております。それから、現在はお話会グループ等々がありまして、

そういう中で非常に子どもたちの読書活動を進めていらっしゃるという現在の活動

もございます。そういうこともありまして、図書館というのは教育委員会としては

必要なものだとは思いますけれども、今言いましたように、図書館を造ると建設費

がかかるということで、維持費がもっとまたかかります。 

それから、図書館というものは、子どもたちにとってですね、どういうものだろ
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うということで、私たち教育委員会も、あれば一番いいとは思っているんですけれ

ども、子どもたちにとっては、やっぱり読書というのが徐々に減ってきております。

そういう意味でも読書活動の中心にということで、読書というのは言葉の学びとか、

感性を磨くとか、想像力ですね、私たちも本を読んでいましたけれども、本を読む

ことによって頭の中でいろんなことをイメージするということで、非常に知的活動

に大事な場所であると思っております。それから、町民の皆さまのですね、教養と

か調査研究、専門書を置いてますと、調査研究をやるとか、余暇活動等で利用して

いただけるということだと思います。 

それから、教育委員会としてですね、最も、もう一つ大きなものとしてですね、

今、先ほども言いました高森町の心とか、社会科の副読本とかしていますけれども、

そういういろんな歴史・文化、町の継承活動ですね、そういうのの大事な資料を保

管する場所として一括管理できる場所ではないかなということで、教育委員会とす

れば本当に町民の皆さまのためにあったほうがいいとは思いますが、今言いました

ように、ものすごい金額、それから維持費がですね、人件費等々を含めて、かなり

かかります。そういうこともありまして、私たちのほうではですね、事業について

はどうこうだというのはちょっと教育委員会では言えませんので、ご勘弁をお願い

したいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １番 宇藤議員のご質問の図書館の整備についての考えはとい

うことで、これは図書館はじゃあなぜ今まで高森町になかったんでしょうかと言わ

れた場合、私もそれは分かりません。通常、やはり図書館の必要性というのは、子

育てをされている方や地域の方は、皆さん思われていると思います。しかし、現在、

高森に町立図書館がないというのは事実でございます。また、隣接している自治体

にもそんなこの阿蘇全体でですね、あまりあるところもないということも現実では

なかろうかというふうに思います。 

まず、１番議員さんの今日のご質問の中でですね、図書館もそうですけど、コミ

ュニティスクールに関しては、ご地元であられる地域でも、山室先生も含めまして、

皆さん本当に有難いなと思います。佐藤教育長先生ご答弁のように、私のように最

初からアクセル全開で行くような場合は、やはりなかなか失敗も多くなることもあ

りますが、やはり本当に教育に関しては、やはり熊本県内でもナンバーワンじゃな

いかと思われるこの見識をもたれている教育長先生でございますので、コミュニテ

ィスクールに関して、国・県の動向をもとに、また地域でですね、一緒にやってい
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かれるということに関しましては、私も良いことではないかというふうに思ってお

ります。 

それで、この図書館に関しまして、先ほど局長が申し上げましたように、少なく

とも１０億、２０億のお金がかかり、そもそも公共施設というのは、建てるときは

民意があります。で、建てちゃうんです。それを後の年になって、１０年、２０年

後に、維持管理になれば、またそのときの人たちが、これは何であの頃建てたんだ

とか、そういう話が必ず出てきています。高森温泉館も赤字になれば、そういうふ

うな話が出るわけでございます。これが事実なんです。これから温泉館に関しまし

ても、約２億円近い修繕費用が今後、多分予想されるのではないかというわけです。

だからこそ、じゃあ建てなくていいのかではなくて、やはり私は図書館というのは

必要じゃないかなと思います。そもそもＩＣＴ教育というのは、先ほど１番議員さ

んがおっしゃられましたが、この読書することで一番大事なのは、やっぱり想像力

を、言葉を学んで想像力が豊かになるということです。ＩＣＴも実は言葉は違うん

ですが、同じなんです。要は日本の高度成長に時代の大量生産で大量消費をする時

代、何でもいっぱい作って、いっぱい消費する時代じゃなくて、今からはやはりこ

の国、日本の国というのは、多様性が求められます。答えが決まっているものでは

なくて、答えを最初から大人が与えるものじゃなくて、子どもがいろんな方向性で

考える教育、これはある意味、私はＩＣＴはそれで導入したかったし、若しくは、

今１番議員がおっしゃった図書館も、読書ということに関しても、これは同じじゃ

ないかなというふうに思っておりますので、図書館の建設は本当に必要だと思いま

す。そういう中でお金の問題もありますが、先ほど申し上げましたように、例えば

高森町で建てます、南阿蘇村で建てる、お隣の何々町で建てるて、昔は自治体同士

でやれやれという競争のようなですね、ここの町にあるから、うちもみたいな、そ

ういう話があったんですが、私はそれは非常に利用見込みや資金調達の面に関しま

して、たいへん厳しく、将来はなるのではないかというふうに思っています。 

それと、一方では道路がきれいになって、情報基盤も、例えば高森町も光ブロー

ドバンドが今整備しています、南阿蘇村も今度やります、山都町もやります、いろ

んなところもやってないところは今後やっていくんです。そういう中で交通、情報

も、同時に進化しておりますので、私は今後は広域化として、住民もそもそもが広

域化しているんです。南阿蘇村の人が高森に買い物に来るし、高森町の人は南阿蘇

村の温泉に入りに行くし、そもそも広域化しているわけなんです。だからこそ、広

域の中でですね、やはり考えることはできないのかというふうに、私個人の考えは
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思っております。それはどういうことかと申し上げますと、高森町や南阿蘇村、近

くの隣接自治体で一緒にお話をして、この南阿蘇も大きい括りの中でどこかにちゃ

んとした図書館や、どこかにちゃんとした施設が将来出来ることによって、南阿蘇

全体のですね、活性化につながるし、一つの一体感が生まれるのではないか、財政

的にも将来どこかの町だけが、村だけが負担を背負うということはないのではない

かと、私個人は思っております。 

今後、国のほうでも連携協約ということを、国会議員のレベルで今お話をされて

いるようです。まだ何も決まっておりませんが、これは国も将来的には広域化を求

めてきておりますので、そういう中でこの高森町を中心とした隣接自治体に呼びか

け及びお話をすることは、この図書館設立に向けては一つのワンステップじゃない

かなと思っておりますので、スピード感をもって取り組んでいきたいというふうに

思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博議員の持ち時間が迫っておりますので、質問・

答弁についてはですね、簡潔にお願いしたいと思います。１番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） はい、分かりました。連携をされていかれるということでござ

いますので、ご期待しておきます。 

公園をですね、同じなんですけどね、今後、子育てのですね、支援センターが今

度出来ますので、これと併せましてですね、公園等も少ないという保護者からの要

望があっとるわけでございます。また、今後ともそういう連携の中でやっていかれ

たらよろしいと思いますので、今後ともご期待します。 

光ファイバー整備のですね、行政放送を活用した教育の今後の取り組みはという

ことでございます。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） お答えいたします。 

光ファイバー整備については、町長の指示により、学校は先行してＡＤＳＬ回線

から光ファイバーへの整備を行っていただきました。高森中学校では、先日開催し

ました１月１６日の研究発表会に間に合いましたし、また残り３校につきましても、

２月２０日までには光ファイバーが学校には通していただきました。たいへん有難

く思っています。 

回線の速度でございますが、光に変わったことで、インターネットを開くときの

速度が１８倍以上、それから動画、それから画像などをインターネットに掲載する

ときの速度が１００倍以上の速度となったというふうに聞いております。これによ
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りまして、先日、熊日新聞等で大きく取り上げられましたテレビ会議システム等の

利用がですね、より使いやすくなったということになります。ソフトウェアでのク

ラウド型のソフトウェアの活用等がですね、どんどん進んでいきますので、学校の

教育にとって、この光ファイバーの整備というのは大きな力になってきておるわけ

でございます。今後ですね、そういったインターネットを使った教育の充実ととも

に、学校間の交流、他市町村または他の国との交流等もですね、高森にいながらで

きる可能性が広がってまいりました。 

また、行政の放送につきましては、たいへん教育をですね、町民の方に知ってい

ただく有効なツールだと考えています。先日、熊本県のＩＣＴコンテストがありま

して、最優秀賞を高森が独占したわけでございますが、その中で中央小学校と東中

の作品は最優秀賞大賞なんですけれども、映像部門でございましたので、そういっ

たものはこれからの行政放送の中で町民の方々にもですね、作品をお届けするとい

うことができるようになっております。いわゆるコミュニティスクールを基盤とし

て、今後ですね、町民の方々にも学校に関心をもっていただき、また学校の中にも

入っていただきたいと考えておりますので、そういう行政放送等でも学校の情報、

教育の情報をたくさん提供して、そしていわゆるコミュニティスクールとして地域

とともにある学校がですね、ますます広がっていくように努力してまいりたいと思

っています。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） もう最後の質問でございますけど、先ほどですね、教育長先生

からも２６年度の動向は説明されましたので、最後にですね、今までの質問の中で

町長のですね、今後の行政のトップとしてですね、今からのこれからの町の教育は

ということで簡潔にご答弁をいただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １番議員さんの、行政のトップとしてということでございます。

教育機関のトップは佐藤教育長でございます。佐藤先生が今、１時間にわたって高

森町の将来に向かっての教育の施策を述べていただきました。そして、結果も出て

きております。町といたしましては、全面的なバックアップ、議会の皆様にもご協

力とご理解をいただいて、誇れる高森町、将来の子どもたちにツケを残さない、そ

してそのためにはしっかりした教育を、佐藤教育長のもと、教育施策を邁進してま

いりたいというふうに思っておりますので、ご協力とご理解のほどをよろしくお願

いを申し上げます。 
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○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君。 

○１番（宇藤康博君） これからの町の教育はということで、一般質問をずっと続けて

きたんですけど、昨日ですね、新酒まつりがございまして、その前ですね、新酒ま

つりのほうがございましてですね、南阿蘇村に住んでおられる方からお話がござい

ました。高森のほうは教育のほうはえらい進んでいますねと。今度、南阿蘇村のほ

うも統合の問題が出ていて、長陽のほうに通わせなきゃいけないかもしれないから、

将来的には、両併の方だったんですよね、その方が言われるには、もううちの子に

は自転車を買ってでも高森のほうに行かせてですね、教育をさせてやりたいという

お話がございました。ああやはりよそからも高森で教育を受けたいという方々がで

すね、このようにお話をされるということは、私もうれしかったしですね、今から

またこの教育のことにつきまして、私も一緒に勉強していきたいと思いますので、

これからもよろしくお願いいたします。 

これをもちまして、私の一般質問を終わります。 

○議長（田上更生君） １番 宇藤康博君の質問を終わります。 

１０番 後藤英範君。 

○１０番（後藤英範君） こんにちは。時間もないようでございますので、本題に入り

ます。 

今回、通告いたしております高森町における高齢者の健康づくり及び観光道路の

整備についてを質問をさせていただきます。執行部の回答をよろしくお願いします。 

まず最初に、高齢者に対する医療費の実態ということで質問しますが、過去３カ

年間の高齢者の医療費、また１人当たりの医療費の推移を答弁いただきます。よろ

しくお願いします。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） それでは、後藤議員さんの質問にお答えいたします。 

まず、高齢者に関する医療費の実態をということでございます。平成２０年度か

ら老人保健制度に変わりまして、後期高齢者医療制度になりましたことで、これま

で国民健康保険や社会保険等に加入していたとか、そういったことに関係なく、７

５歳以上の方は一律後期高齢者医療の被保険者となることとなりました。 

まず、医療費の前に、被保険者数の推移について申し上げます。平成２０年度で

１,３６５人、２１年度で１,３９７人、平成２２年度で１,３９３人、平成２３年

度で１,４０６人、２４年度で１,４５１人となっており、高齢化により徐々にでは

ありますけれども、増加の傾向にあります。 
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次に、ご質問の医療費につきまして申し上げます。過去３年間ということでござ

いますので、まず平成２２年度で１２億３,６７９万円、１人当たり８８万８,００

０円、平成２３年度で１２億１０万円、１人当たり８５万４,０００円、平成２４

年度で１２億８,５６４万円、１人当たり８８万６,０００円となっております。こ

れによりまして、熊本県後期高齢者医療広域連合に対し、高森町が負担しておりま

す負担金等につきましては、平成２２年度で７,８２９万５,０００円、平成２３年

度が７,９９２万９,０００円、平成２４年度で８,５０５万２,０００円となってお

ります。ちなみに後期高齢者医療保険料として、被保険者に負担していただきます

額は、平成２２年度が４,９０８万７,０００円、平成２３年度で５,０５８万５,０

００円、平成２４年度で５,４２７万９,０００円となっており、いずれも負担金の

６割程度にとどまり、残りにつきましては国等からの交付金や一般会計からの繰入

金に頼っているのが現状であります。 

高齢化による被保険者数の増加と、医療の高度化によります医療費の高騰により、

今後も負担が増加することは明らかでありますので、今般の消費税増税にあります

とおり、国からの一層の支援を期待するものであります。以上が高齢者に関します

医療費の実態でございます。 

○議長（田上更生君） １０番 後藤英範君。 

○１０番（後藤英範君） ただいま健康推進課長から回答いただきましたが、本町にお

ける６５歳以上の高齢化、平成２５年４月１日現在で３４.２％と高齢化が進む中、

ただいまの村上課長の答弁にもありましたが、年々高齢者数及び高齢者の医療費も

延びているようです。そこで、高齢者に対する健康づくりが大事になってきておる

と考えておりますが、町における高齢者に対する健康づくり施策の現状をお聞きし

たいと思います。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 自席から失礼いたします。 

高齢者に対する健康づくりの現状ということでございますので、答弁いたします。

後期高齢者の医療費の状況を先ほどご説明申し上げましたが、年々増加します医療

費をいかに削減していくかということを考えますときに、７４歳までの病気の予防、

重症化防止を図り、年を重ねていくことが前提にあるというふうに考えております。

そういったところから、後期高齢者の医療の確保に関する法律では、４０歳から７

４歳に特定健診、特定保健指導が義務づけされているところであります。当町では、

平成２４年度検診受診率６５％の目標に対しまして、４６.７％の受診率にとどま
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っているところですが、検診データを活用し、糖尿病等の生活習慣病を予防し、重

症化しないよう、保健師、栄養士で、家庭訪問や健康教室を通じ、保健指導を実施

しているところであります。 

また、後期高齢者には、検診結果に基づき、結果説明、家庭訪問を行っていると

ころであります。さらに、高齢になることで気力・体力の低下や交通手段確保など

の要因から、閉じこもり、認知症など発症される方も多くなるという現状もござい

ます。 

一方、自らの健康は自ら維持することが基本であります。趣味や高スポの利用、

老人会活動など、積極的に健康づくりを行っている方も多く見受けられます。また、

そのことが少し困難になってこられた方に対しましては、健康レベルに応じて、社

会福祉協議会によるサロン事業や、要介護状態にならないための予防事業として、

認知症回復教室、運動機能低下防止通所事業を行っているところでございます。以

上が現状でございます。 

○議長（田上更生君） １０番 後藤英範君。 

○１０番（後藤英範君） ただいま村上課長より、町の高齢者に対する健康づくり施策

の現状を回答いただきました。健康メーターを活用して、糖尿病などの生活習慣病

を予防し、習慣化しないように、保健師、栄養士で、家庭訪問や健康教室をやりま

して、保健指導または社会福祉協議会によるサロン事業や高齢者向けの保健教室を

実施しているとのことであります。私も高齢者であります。自らの健康は自ら維持

するということを基本として、いろいろな高齢者向けの教室には参加をしました。

老人クラブにも入っておりますので、老人クラブの皆さまも喜んで行きたいと考え

ております。 

それから、これは旭通りのある組の話ですが、２年前ぐらいから、毎日朝６時半

からラジオ体操をされ、お互いに健康づくりをされていると聞きました。たいへん

素晴らしいことと感心をいたしました。また、高森温泉館でいろいろと健康づくり

で散歩をしたりしておりますが、１００人ばかりが、今、健康づくりで歩いておる

と思います。その中の話で、町がそんなに赤字が出るならば、ボランティアでやっ

て、掃除ぐらいしたがよかろうという話も出ておりますので、また町長さんともお

話をしておるところでございます。 

次に、高齢者に対する健康づくりの今後の施策と高森町社会福祉協議会の運営は

どうなされているかお聞きいたします。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 
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○町長（草村大成君） １０番 後藤議員のご質問にお答えします。 

その前にですね、老人会のクラブの活動において、議員自らいつも率先してなさ

れていただいております。感謝申し上げたいというふうに思います。 

まず、今後の高齢者の健康づくりや、いろんな福祉施策と、高森町社会福祉協議

会との連携についてということのお尋ねだということのお尋ねだというふうに思っ

ております。まず、私が町長に就任をさせていただいたときは、社会協議福祉会、

社協の会長は歴代町長がなされておりました。１年間、この会長をさせていただき

ましたが、町長、首長という職責はたいへん重く、毎日毎日、社協の事務所に伺っ

て、いろんな細かいことまでチェックすることは、私は不可能という決断をいたし

ました。より県からの指摘やいろんな地域住民の皆様の声にお答えするためにも、

民間の方を会長にどうにかできないかということで思っておりましたところ、理事

会の中で民間の会長を承認していただいたところでございます。議会におかれまし

ても、文教厚生の文教の委員長さんが社会福祉協議会の理事になっていただきまし

て、いろんなご協力や助言をいただいているところでございます。そういう中で、

先ほどの議員のお尋ねにつきましては、やはりこの高齢者の健康づくりと社協の連

携、やはり民間の会長さんだからこそできること、これを何かと考えましたところ、

一にやはりスピード感、そして二に毎日常勤することによって、社協の職員さんの

意識の改革、そして三つ目はやはり事業をやるということです。一の職員の意識改

革については、役場の私たち行政も一緒でございます。やはり国の事業だったり、

いろんな補助事業だったり、若しくは一番大事な法律だったりすることをしっかり

勉強しながら事業を展開していかなければいけない。そして、二にこの事業につい

ても民間の会長さんが就任なされたことによって、これは高齢者の健康づくりには

必要ですよと、必ず将来的には医療費が安くなると、だからこそここに予算が要る

んだと。要は先に予算を付けて、高齢者の健康生きがいづくりを例えばやりました。

議員がおっしゃるように、それによって予防ができた、要は最終的にはお金が減る

んです。だからこそ、そういう発想こそが民間の会長さんじゃなければ、なかなか

首長、市長さんや町長さん、村長さんがトップだったら難しいのではないかという

ことでさせていただいております。その中に今後もですね、先ほど申し上げました

ように、連携ということについては、職員の意識の共有、社協の職員と行政の職員

の意識の共有、そして事業の意識の共有、そして最終的にはそれがですね、住民の

福祉につながるという、この一番大事なところを真剣に思うか思わないか、ここだ

というふうに思っております。特に、昨年、モデル的に始められましたサロン事業、
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地域で高齢者の方が寄り添って、集まっていただいて、いろんな話をしたり、ゲー

ムをしたり、食事をしたりされております。私個人の考えでございますが、高森町

の行政の職員も若返っております。ご承知のように、３年間、言い続けてきました。

４０代がほとんどいません。５０代の人、先輩方がいらっしゃるときは、住民の皆

さまにも十分行き届くサービスができると思いますが、本当に組織がいびつな組織

になります。公務員には途中で入れられません。だからこそ、若い世代の職員に、

この広い高森町、街中も含めまして、色見、上色見、山東部、野尻、草部、すべて

をですね、これを全部網羅するのは難しいことだと思います。だからこそ、こうい

うサロン事業で各地域で行われている、高齢者が集まられているサロン事業に月１

回でもいいので、若い職員が出かけて行って、そこで高齢者の方と話をしたり、ど

ういうことをなされているのかと見ることによって初めて顔が一致する、そして名

前も一致するのではないかと、私個人の考えでは思っております。今後もですね、

やはり職員も社協と連携して、議員さんがおっしゃるような高齢者の健康づくりに

しっかり邁進してまいりたいというふうに思っておりますので、議会のご協力をお

願い申し上げたいというふうに思います。以上です。 

○議長（田上更生君） １０番 後藤英範君。 

○１０番（後藤英範君） ただいま町長さんの素晴らしいお話をお聞きしまして、老人

会も皆、喜んでおると思います。高齢者が住み慣れた地域で安心して住めるまちづ

くりを社会福祉協議会と連絡して取り組んでいきたいので、たいへん安心をしまし

た。今後とも高齢者に健康づくりのため努力していただきたいと思います。私たち

高齢者も自らの健康は自らという思いでがんばっていきますので、よろしくお願い

します。 

最後に、今後の根子岳観光線整備事業とパークゴルフ場の建設計画について質問

いたします。平成２１年度から平成２５年度基本計画実施事業の中で、根子岳観光

線整備事業を実施されておりますが、今後の計画はどうなっているのか、また生き

がい対策、健康づくり、観光客の誘致にもつながって考えられます。パークゴルフ

場の建設、南阿蘇村には現在３カ所あり、高森町からもたいへん喜んで利用されて

いると聞いております。高森町では鍋の平キャンプ場付近でのパークゴルフ場建設

の考えはないのか、町長のお考えをお聞きいたしたいと思います。よろしくお願い

します。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） １０番議員のご質問にお答えをいたします。 



 

－108－ 

今後のですね、ご地元であられます上色見地域にありますその温泉館の前から根

子岳観光橋が出来ております。根子岳観光線の整備とパークゴルフ場の建設計画と

いうことでございます。議員が日頃からおっしゃっているように、鍋の平キャンプ

場は、たいへんこれは高森町にとっては、これは宝物でありまして、またほかの自

治体にはなかなか持ってないような立派な観光名所の一つだというふうに思ってお

ります。言われるように、この隣の南阿蘇を見た場合は、３つのパークゴルフ場が

あります。あそ望の郷、一心行、ウイナスでございます。この高森町の町内の高齢

者の方がパークゴルフを好んでなされていることも一つでありまして、もう１点で

は、先ほど議員がおっしゃるように、健康づくりの面もあるということであります。

熊本県内における公認のパークゴルフ場は７つ公認されておりまして、３つが南阿

蘇地域にあると。そして、高森にはないので是非ということ、そして場所は鍋の平

ではどうかということだと思います。この考え方につきましては、非常にこれはい

い考え方でありまして、やはり高森町もですね、将来的にはそういう考えがあって

もいいのではないかと思います。ただ、鍋の平に造ると、仮にそこに固定をいたし

ますと、いろんな問題が、その前に解決しなければならない問題が実際あるのが現

実でございます。また、広さ的にはですね、やはり十分でございますが、鍋の平の

この中にはですね、地上権が設定されている問題とか、いろんなことがございます

ので、町の一存では決められない部分もありますし、若しくはやはりこの世界農業

遺産に認定後は、環境や景観を壊す、景観にそぐわないものという考えも、県あた

りもやはり考えるのではないかというふうに思います。町としてもやはり世界農業

遺産のこの認定地である以上は、やはりその景観についても考えなければいけない。

もう１点は、やはり交通のアクセスも考えなければいけないのではないかというふ

うに思っております。議員が長年切望なされておりますこのパークゴルフ場に関し

まして、熊本県内７つの公認の中に南阿蘇が３つあるということは、これはたいへ

ん好ましいことでありまして、４つ目としては、やはり南阿蘇村があれば、高森町

と思われる考えも当然だと思いますので、今後もその方向性でですね、やはり夢を

見る方向性で考えていかなければいけないというふうに思っております。 

もう１点、根子岳観光線の整備に関しましては、議員のご尽力によりまして、根

子岳観光橋も出来ているわけでございます。観光道路としての整備は終了いたして

おります。私がやはり今回、２６年度の当初予算で概要書でも説明いたしましたが、

特に上色見地域に関しましては、九州北部豪雨災害の後、実際に水の流れが国や県

が思っている以上の水の流れであり、それも１００ミリも降らず、５０ミリ程度の
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雨でも通常の予想とはかけ離れたこの水の流れがあるのが現実でございます。去年

の７月２８日に発生しました、ちょっとした集中的な大雨のときもそうでございま

すが、議員のご地元であられます前原部落もそうです。縦道、そして横からの、こ

のどこから来てるか分からないような、この水の流れがあるのは事実でございます

ので、私は上色見のこの地域の復旧・復興、そして危機管理、防災道路としての新

設の道路に関しては、やはり必要性があるということで、今年、提案をさせていた

だいております。しかしながら、申し上げましたように、これは国の補助事業、補

助採択を受けなければ、到底できる道路ではございません。やはり交付金のこの整

備事業として６５％国からいただき、残り３５％もすごく高い率の補助を緊急経済

対策や、若しくはいろんな起債を使ってですね、やっていければ５年程度で完成す

るのではないかというふうに思っております。ぜひ、この上色見地域には観光道路

ではなく、復旧の、そして防災の復旧と危機管理防災の新設の道路の必要性を感じ

ておりますので、ぜひとも議会の皆様にもご理解とご協力をいただき、そして国に

も何十回も訴えております。ですので、ぜひ国に交付金の採択、高い率の採択事業

として採択をしていただいて、今後やっていければいいというふうに考えておりま

す。以上でございます。 

○議長（田上更生君） １０番 後藤英範君。 

○１０番（後藤英範君） さっきは１枚間違いまして、どうもご無礼しました。 

今回、高森町における高齢者の健康づくり及び観光道路整備について質問をいた

しましたが、今後、高齢者に対する健康づくり施設を充実していただき、高齢者が

安心して暮らせるまちづくりをお願いします。また、町長様をはじめ、議会議員一

丸となって今後頑張っていくつもりでありますので、どうかよろしくお願いします。 

どうもありがとうございました。 

○議長（田上更生君） １０番 後藤英範君の質問を終わります。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。１時３０分よ

り再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後０時３０分 

再開 午後１時３０分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 皆さん、こんにちは。５番 立山です。 

本日は、再生可能エネルギーの導入促進について、質問要旨に沿いましてお尋ね

します。 

ご案内のとおり、我が国はエネルギー資源である化石燃料の大部分を輸入に頼っ

ています。従来、我が国では化石燃料への依存を減らすために、原子力発電の利用

とともに、太陽光などの再生可能エネルギーの導入促進と省エネルギーの取り組み

が進められてきました。しかしながら、平成２３年３月の東日本大震災に伴う原子

力発電所の事故により状況は一変し、原子力発電への依存を減らし、持続可能で安

心・安全なエネルギーをできるだけ有効活用しようという方向へ大きく進みはじめ

ました。本町でも再生可能エネルギーの有効性を十分理解した上で、再生可能エネ

ルギーの導入促進のため、さまざまな取り組みを行っているところですが、まず初

めに太陽光発電のうち、住宅用太陽光発電システムの設置に関する補助事業制度に

ついて、これまでの普及実績、効果についてお答えください。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） ５番 立山議員の質問にお答えいたします。 

太陽光発電システムの補助制度についてというご質問だと思いますけど、太陽光

発電のですね、本制度の経緯についてご説明申し上げまして、今までの結果をご報

告いたします。本町の誘致企業であります青山製作所熊本工場が平成３年から稼働

しております。平成１９年にですね、進出１５周年を記念して、社長自らが町のほ

うにお出でになりまして、環境とかエネルギー関係に活かしてほしいということで、

現金の寄附をされました。町としては、それを採納したわけであります。それに伴

いまして、町としましては、住宅用太陽光発電システムの補助事業を規則を作りま

して、平成１９年７月１日から適用しているところです。当初はですね、平成１９

年から２２年までは、１キロワット当たり４万円を上限に補助制度をつくっており

ます。実績としましては、平成１９年度が４件、平成２０年度が２件、平成２１年

度が５件、平成２２年度が８件、合計の１９件で、総額で２７３万９,０００円の

補助を行っております。平成２３年度からはですね、寄附金、つまり寄附採納した

金額が補助事業を上回りましたので、１キロ当たり２万円というふうに減額で規則

を改正しまして、上限額を８万円としました。それで、２３年度が実績としまして

は１３件の１０２万７,０００円の補助を行っております。平成２４年からはさら
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にですね、４キロワット以上の出力をするシステムについて、一律５万円というふ

うにまた減額改正を行っております。結果的には、２４年度で１６件、２５年度で

１３件、補助金の額が１４５万円となっております。今申しましたように、平成１

９年度から平成２５年度まで、トータルの件数で６１件となっております。補助金

額にしましては、５２１万６,０００円の補助金を支出しております。 

平成２５年度のこの１３件の補助を行った太陽光発電の設置に伴いますＣＯ２

（二酸化炭素）の削減量ですけど、これは経済産業省のホームページのほうに数字

を入力すると出てまいりますが、ＣＯ２削減量としましては５５.３トンとなって

おります。これをですね、年間の原油に換算しますと２８キロリットル、つまり２

００リッターのドラム缶ですね、これに換算しますと１４０本分の原油を削減した

ということになります。結果的にですね、今、補助金の削減を言ってきております

けど、平成２３年度からですね、１件当たりの補助金額は減額しておりますけど、

件数は飛躍的に伸びてきています。これもですね、３.１１の東日本大震災に伴い

ますエネルギーに対する関心が急激に高まってですね、再生可能エネルギーの活用

をしようという動きが町内にも出てきたということが予想されると思います。以上

です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 自席から失礼いたします。 

これまで６１件の実績があり、効果も上がっているとのことでした。さて、この

住宅用太陽光発電システムについては、国・県にも補助制度があります。国の場合、

太陽電池の出力１キロワット当たり１万５,０００円から２万円、９.９９キロワッ

トを上限として補助されています。また、県の場合、１件当たり３万５,０００円、

県内産パネルを使用している場合は７万円が補助されています。しかしながら、国

の補助制度は発電システムの価格低下などを理由として、本年度で終了する方針が

発表されており、県も国に歩調を合わせるように引いています。こうした中で、本

町の補助制度については、どのようにされるのかお尋ねしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 自席から失礼いたします。 

再生可能エネルギーにつきましては、震災に伴う原発事故を受けまして、世界レ

ベルで期待が高まっておりますが、１０キロワット未満、つまり住宅の戸別の売電

価格につきましては、平成２３年で４２円ということでしたけど、平成２６年では

３７円で売買価格が決定される見込みとなっております。議員、今言われましたよ
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うに、平成２６年度からは国の補助金も終了するというというようにいわれており

ます。今後の太陽光発電の設置は、非常に厳しくなるものと思われております。こ

のような中ですね、本町におきましてはエネルギーの大切さを踏まえまして、この

太陽光発電システムの補助は継続していきたいというふうに考えておりますし、ま

た２６年度においても予算計上をしている次第であります。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 住宅用太陽光発電システムへの補助制度は、単に再生エネルギ

ーの導入という視点だけでなく、住民一人一人にエネルギー問題への関心をもって

いただくという観点からも重要であります。システムの価格は低下傾向にあります

が、引き続き支援をお願いしたいと思います。 

次に、県内でも各地に設置が進んでいる大規模太陽光発電所、いわゆるメガソー

ラーの誘致についてお尋ねします。平成２４年７月に始まった再生可能エネルギー

の固定価格買取制度、これは太陽光などで生み出された電気を、一定期間高値で電

力会社が買い取る仕組みですが、この制度によって日照時間などの条件の良い九州

あるいは熊本県内で一気に整備が進んでいます。メガソーラーが誘致されれば、土

地所有者に賃借料収入が、町には固定資産税が入るほか、草刈りなどのための新た

な雇用が期待されるところです。中には、メガソーラー設置事業者が地権者である

集落の管理組合に対して、借地料のほかに売電収入の一部を地域活性化対策に充て

る契約を結ぶなど、集落再生のために活用されている例も見られています。 

その一方で、メガソーラーの設置が優れた景観に影響しないよう、メガソーラー

設置事業者に対して、事前に地元住民に説明会を開くことなどを義務づける条例を

制定する市町村もあるなど、事業者の進出に対しても地元住民が不安を抱えている

ケースもあります。本町では、町有地におけるメガソーラーの誘致が進んでおりま

したが、現在、その協議がどのような状況にあるのか、併せて町有地以外のメガソ

ーラーの設置計画があるのか、またそうした情報をどのように把握しているのかお

答えください。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） ５番 立山議員の大規模太陽光発電所、メガソーラーの本

町への設置状況ということのお尋ねかと思いますので、お答えいたします。これま

での経緯・経過としての説明もさせていただきたいと思います。議員、先ほどご質

問の冒頭に、国の再生可能エネルギー対策事業につきましては、平成２３年３月１

１日に発生いたしました東日本大震災による福島第一原発事故を受けて、国におい
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て風力、太陽光を主とする再生可能エネルギー普及が期待され、進められてきたも

のでございますが、風力、太陽光を主とする再生可能エネルギーを電力会社に買い

取りを義務づける制度は、大災害が発生した翌年の平成２４年７月、これも先ほど

立山議員ご紹介のとおりですが、スタートいたしております。 

このことにより、全国各地で計画が進行し、本町におきましては、その後、発電

事業者よる現地調査等も行われております。その中で本町町有地におきましては、

平成２５年２月２２日に議会議員の皆さま方の現地視察もいただいておりますけれ

ども、平成２３年度に全伐をいたし、その後、植林を計画しておりました西化粧田

団地、約６ヘクタールのうち、日当たりの良いところを検討された上で、そのうち

４ヘクタールを太陽光発電施設に貸し付けることといたしまして、平成２５年度当

初予算にも財産貸付収入、これは１ヘクタール当たり１５０万円で、全体では６０

０万円となりますが、その半期分の３００万円を計上させていただいたところでご

ざいます。 

そういった状況であり、事業が進められようとしておりました昨年、平成２５年

５月８日に、発電された電力を現在の九州電力所有の送電線を経由するという送電

方法にあたっては、送電線の既定容量を超過するため、本事業は認可できない旨の

通知を九州電力より受けたということの報告を発電事業者から受けました。このこ

とにより、町といたしましても、発電事業者と一体となって九州電力に対して要望

を申し上げたところでございます。 

さらに、平成２５年８月１６日には、立野～大津間の送電線の許容量を超過する

ので、事業開始は困難であり、事業を推進するにあたっては、その改修、つまり送

電線ですね、の改修に必要な費用として、概算で９億円程度の負担が必要であると

の回答があったという報告を発電事業者から受けたところでございます。これは家

庭用ソーラー発電を除いての話でございますが、本町にのみならず、阿蘇地域全体

の事業用発電事業に影響が生じることになったということでございます。 

このことにより、本町及び阿蘇管内の市町村内で発電事業を計画しております事

業者間において、協議が継続されているとの報告は受けておりますが、未だその決

定には至っておりませんので、先ほどご説明いたしました財産貸付収入、半期分の

３００万円を今回の補正予算において減額補正させていただいたところでございま

す。 

以上、経緯と経過を説明させていただきました。なお、今後の発電事業、こうい

った事業用発電につきましての考え方ということのお尋ねが今あったところでござ
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いますので、その点も少々付加させていただきますが、ご存じのとおり、この発電

事業といいますのにはいろいろな許認可が出てまいりますが、基本的にですね、今

申し上げた事業者間においての送電線改修に係る調整等が行われて、今後進むこと

を町としては期待いたしております。当然ながら、この許認可に関しましての許認

可権は町にはございませんけれども、ですので明確なお答えはできない立場ではご

ざいますけど、その発電所設置に係る事業について、国、経済産業省に対しての正

しく申請がなされ、町が関係する法令、つまり農地法とか森林法、景観条例等がご

ざいますが、それに違反とか問題がなければですね、それが前提となるのは当然で

ございますが、それに問題がなければ、特に町としては制限するものじゃないとい

うふうに考えております。 

なお、この発電事業に関する情報収集ということのお尋ねもありましたので、そ

れについては政策推進課からお答えしたいと思います。以上でございます。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） メガソーラーの設置計画の状況の把握はどのようにし

て行われているかという質問だと思いますけど、メガソーラー等の情報の収集につ

きましては、土地の認可申請があれば可能であります。例えばですね、メガソーラ

ーにつきましては、その土地が農地や森林であれば、農地法とか森林法の許可が必

要となりますので、そこで把握することができます。特に農地であれば、農業委員

会のほうで把握ができます。 

それと、もう一つ、土地の売買がそれと同時に発生すればですね、これは面積的

には１０ヘクタール以上ということになりますけど、国土利用計画法に基づく申請

が出ますので、それで担当課のほうで把握することができます。しかしですね、許

認可や届出が不要な土地、つまり宅地等で事業を計画される場合、把握はかなり厳

しくなりますし、土地取引も賃貸借になれば、さらに難しくなるというふうに思わ

れています。 

経済産業省はですね、メガソーラー等の事業者の認定の際に、パネルの設置や管

理体制を審査し、建設予定地については登記簿や賃貸借の契約書など、用地確保を

証する書類の提出を求めていますが、これらの内容につきましては一切公表されて

いない現状であります。このようなことからですね、町としましては、現行法令の

規定に基づきまして、県の関係機関と連携をし、できる限りの情報収集に努めたい

というふうに思っております。ちなみにですね、県のエネルギー政策課で把握して

いる現在のメガソーラー、つまり１メガワット以上の導入及び計画ではですね、立
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地協定が締結されている件数につきましては、現在稼働中の施設が３３件、それと

建設中の施設が１１件あり、それと申請はされているものの未着工のところが４件、

その他１件ということで、総数４９件のメガソーラーの導入計画がなされておりま

す。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） さまざまな効果をもたらすメガソーラーの誘致が実現するよう、

最後までご尽力いただきたいと思います。また、町有地以外の企業の進出について

も把握はなかなか難しいかもしれませんが、情報収集を怠らず、必要な対応を行っ

ていただきたいと思います。 

次に、バイオマスエネルギーの導入促進についてお尋ねします。バイオマスとは

動植物から生まれた再生可能な生物資源のことで、家畜糞尿や建築廃材、生ごみ、

林地に残された間伐材など、さまざまなバイオマスがあります。中でも本町には豊

富な森林資源があります。林地に残された間伐材などを燃料化し、それが林業家の

収入につながるようになれば、化石燃料の使用量の削減、二酸化炭素排出の削減と

いった地球環境に対する効果だけでなく、森林の活性化という目に見える形での地

域経済に対する効果にもつながります。もちろん薪やチップの販売がビジネスとし

て成立するためには一定の顧客が必要となります。そうした中で、本年度から始ま

った薪を燃料とするストーブ等を購入する費用を補助する制度は、木質バイオマス

の導入促進のための取り組みであり、林業活性化のための事業化を支援していくた

めの薪等の需要拡大に一歩を踏み出したといえます。 

そこでお尋ねですが、本年度の補助実績について、また補助制度利用者の薪等の

調達状況について把握されていればお答えください。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） ５番議員の質問にお答えいたします。 

薪、ペレットストーブの補助制度ということですけど、本町におきましては、平

成２４年度におきまして、高森町バイオマス活用推進計画を策定しております。現

在、太陽光発電、先ほど申し上げました太陽光発電システムの補助金だけでなくで

すね、住民に最も身近で使いやすい制度として、ペレットストーブ等設置費補助金

制度を２５年度から適用しております。２５年度の実績としましては、１１件に対

しまして補助金額１０７万７,０００円を補助しております。先ほどと同じように、

太陽光と同じようにですね、ペレットストーブの補助事業によりまして、ＣＯ２の

削減効果を見ました場合、ＣＯ２の削減が２０.５トンになります。これは原油換
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算で９.２キロリットル、年にしてですね。それで、ドラム缶にしましたら４４本

分となります。 

それと、薪ストーブの補助を行っている関係上、薪の調達の方法というご質問で

すけど、これにつきましては補助金を出した世帯につきましてアンケート調査を行

っております。薪はどのようにして調達されていますかということをお尋ねしてお

りますが、そのほとんどがですね、やはり自分で調達されておりまして、購入とい

う世帯はほとんどなかったような状況であります。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 薪などの木質バイオマスの需要拡大に引き続き取り組んでいた

だきたいと思います。一方で、薪などを供給する事業者に関していえば、どうして

も大きな利益が見込めるわけではないので、なかなか事業に参入しようという動き

が自発的に起こりにくいわけですので、町自体が事業主体となって木質バイオマス

の供給を行うとか、あるいは林業家等へ働きかけを行うなどの取り組みが必要とな

ると思います。全国的に見れば、市町村あるいは第三セクターにより、木質ペレッ

ト製造工場を運営している例もあります。もちろん相当程度の需要が見込めないと

採算が合いませんので、現時点でそこまでの取り組みを行うのは難しいかもしれま

せん。このほか県内では天草の森林組合が薪ストーブ向けの薪の販売を行っており、

売れ行きは好調であると新聞に掲載されていました。いずれにしても、供給側での

事業化が進まなければ、薪ストーブ等への補助制度も効果は限定的で、林業活性化

にはつながらないということになります。さまざまな形で供給体制を整える手法が

あるかと思いますが、事業化への支援の取り組みについてお答えください。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 自席から失礼いたします。 

木質バイオマスの事業化についてですけど、これは全国的に広がりを見せており

ます。木の駅プロジェクトという制度があります。これは現在ですね、全国に２３

カ所実施されておりまして、九州では福岡県の糸島市が実施しております。この内

容につきましてご説明申し上げます。地球温暖化や震災、原発事故を契機として、

エネルギー政策が見直され、再生可能なエネルギーの利用促進がクローズアップさ

れてきています。 

一方、林地残材等の未利用材はこれまで需要がなかったことや、搬出コストが割

高であることから、利用されないまま林内に放置されている現状です。そこで、農

林家が休日や農閑期を利用し、集荷拠点となる木の駅に林地残材等の未利用材を収
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集し、その運営母体はペレット工場やチップ工場へ運搬し、最終的にはストーブや

ボイラー施設、紙を作る製紙工場での利用されるものであります。 

このようなシステムを構築することにより、産業が生まれ、農林家の副収入の確

保や、エネルギーの地産地消、森林林業や地域の活性化が図られることになります。

本町としましても、このようなプロジェクトへの取り組みについて、住民の中にも

興味をもっておられる方がいらっしゃいます。 

また、県におきましては、このような取り組みの仕組みづくりについて、必要な

支援を行う旨の報告を受けておりますので、森林組合等の協力を得ながらですね、

大いに町としては応援していくべきであるというふうに考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 木質バイオマスの利活用促進を林業活性化につなげるためにも、

さまざまな働きかけを行っていただきたいと思います。 

ところで、先般、１月２７日ですが、農林水産省は木質バイオマスの利用を積極

的に推進するため、農林水産省も１階に薪ストーブを設置しました。これは建物の

暖房を薪に切り替えるということではありませんが、農林水産省を上げて林業活性

化や環境問題に取り組んでいることを来客者へアピールする手法としては非常に効

果的であると思います。 

また、今月の７日と８日、熊日紙上に「温室効果ガス削減に取り組む環境モデル

都市に小国町を選んだ」と掲載されておりました。同町と地熱と木質バイオマスを

活用したまちづくりが観光に活かされ、住民との連携も取れているなどと評価され

たとのこと。この環境モデル都市は、２００８年にスタート、本年度は８都市から

応募があったとのことです。小国町は、地熱エネルギーや木質バイオマス燃料など

を公共施設などに広く普及させる方針で、４月以降に今後５年間の具体的な行動計

画を策定、今回の選定で町が取り組み環境対策事業に対し、国の優先的な予算配分

が見込まれていますとの報道が載っておりました。 

そこで、例えば本町も庁舎玄関や総合センターの玄関に、薪ストーブを設置する

ことはできないでしょうか。再生エネルギーの導入促進、林業の活性化に積極的に

取り組んでいること内外に大いにアピールできるものと考えますが、いかがでしょ

うか。 

○議長（田上更生君） 政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） 自席から失礼いたします。 

小国町の新聞掲載の記事を言われましたけど、ちょっと小国のほうにですね、こ
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の記事の内容についてこちらから問い合わせをしております。まず、今、小国では、

このように環境モデルということで決定されておりますけど、どこに主眼を置いて

おられますかということをお尋ねしましたところ、まずですね、木魂館のほうで温

泉施設をもっておられますけど、この温泉施設について木質系のボイラーを導入し

たいというふうに考えておられるということです。ですけど、今、小国のほうで供

給しているのは、森林組合のほうが薪を供給しておられます。それと、株式会社、

まあ民間の会社ですけど、それでチップのほうを供給されております。木魂館とし

てはですね、今後、木質系ボイラーを設置されるのであれば、どっちを選択される

かということを聞きましたところ、チップボイラーにつきましてはボイラー自体が

非常に高いということで、入れるのであれば薪のボイラーで検討していくというこ

とでありました。木魂館をはじめとしてですね、その他の公共施設については、木

魂館の導入状況を見てですね、検討していくという回答を得ております。 

そこで、町のＰＲのために薪ストーブでの導入はということをお尋ねになってい

ると思いますけど、エネルギーを担当している政策推進課としましては、平成２６

年度の当初予算を要求する時点でですね、庁舎または総合センターで薪ストーブは

できないかということで検討を行いました。庁舎内には、ご存じのとおり、暖房施

設がありますことから、総合センターの１階のロビーでですね、設置することを、

薪ストーブの設置事業者を呼んでですね、検討してみましたが、どうしても薪スト

ーブには煙突が必要になります。それと、あそこの場合、２階まで吹き抜けとなっ

ております。ですから、煙突の工事とかで、建物の構造上ですね、非常に難しいと

いう結論が出ておりますので、結果的に２６年度予算では計上いたしておりません。

先ほども申しましたように、エネルギーを担当する課としましては、木質系バイオ

マスの事業化を推進する上でですね、是非とも公共施設等に薪ストーブ等を設置し

てですね、ＰＲしていくべきだというふうには考えている次第です。以上です。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） もう少しでも広がるようにですね、今、課長が答弁されました

ように、設置数をできるところから増やしていただきたいと思います。 

最後に、政策推進課の服部審議員におかれましては、２年間の派遣期間が今年度

で終了し、来年度は本庁へお戻りになり、職務に精励されます。たいへんお世話に

なりました、また、２年間、お疲れ様でした。そこで、この２年間の派遣期間の感

想と今後の高森町の課題についてどう考えておられるのかお答えください。 

○議長（田上更生君） 政策推進課審議員 服部信一郎君。 
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○政策推進課審議員（服部信一郎君） ５番 立山議員のご質問にお答えいたします。 

まず、本会議という場で、２年間の感想について述べさせていただく機会をいた

だいたことにまずもって感謝を申し上げます。 

私は、２年間、高森町で勤務をさせていただきましたが、最も感じましたのは、

今日の一般質問の答弁の中でも何度も出ましたが、人と人とのつながりの大切さに

ついてでございます。一昨年７月の九州北部豪雨、それから先般の大雪と、本町に

は甚大な被害をもたらした災害がございました。公共の支援もございましたが、そ

の中でも地域で解決できることは地域で行おうという自助、それから共助の姿勢が

最も印象に残ったところでございます。こうしたことは、日頃からの人と人とのつ

ながりがなければできないことであると思います。一般に人付き合いは煩わしい部

分もございますし、そうした人間関係が希薄になりつつある現代社会におきまして、

地域内の結びつきが非常に強いこの町で２年間勤務させていただきまして、その大

切さがあるとか、重要性を感じたところでございます。 

こうした人のつながりの強い町でございますので、これから始まりますケーブル

テレビ、高森ポイントチャンネルでございますけれども、こちらも町民の皆様方に

大いに関心をもっていっていただけることになると思っております。この番組は、

人々の顔が見える地域密着の番組を目指して進めております。地域の絆づくりにも

役立つと思いますので、まだこれから始まるところでございますが、住民の皆様で

大きく育てていただきたいと思っております。 

それから、私が携わった業務といたしましては、観光の関係がございます。観光

立町推進条例と、それから計画策定に携わらせていただいたことが、また思い出深

く残っております。この観光につきましては、じっくりと住民の皆様方のご意見を

お伺いしながら、条例、それから計画と、１年ずつ、計２年かけて出来上がったも

のでございます。ぶれない施策を展開していくためには、やはり条例ですとか、計

画は必要不可欠でございます。この条例・計画に基づいた観光施策についての取り

組みについて、私個人的にも今後に期待しているところでございます。また、ほか

にも兼務としましては、温泉館ですとか、いろんなイベントに携わらせていただき

まして、２年間、本当に学ぶことが多い期間でございました。本当にありがとうご

ざいました。 

次に、高森町の課題についてということでございます。私のほうから課題につい

て申し上げるのは、おもんばかられるところもございます。それに過疎化ですとか

高齢化、農林業施策など、全国的な課題もございますが、私のほうからは地域でこ
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の取り組みを今後積極的に考えられる事項について、２点、述べさせていただきた

いと思います。 

１点目は、いわゆる定住施策についてでございます。人口の減少、自然減につき

ましては、全国的な現象でございます。その一方で、都市から地域ですとか、地域

から都市へという社会的な人の動きは今後も続いていくというふうに思われます。

こうした中で、この高森町は生活環境、自然環境、それから教育環境にも恵まれて

おりまして、これまでも多くの方々がＩターン・Ｕターンという形で移り住んでこ

られています。移住者にとっては働く場も課題となりますが、道路事情も改善して

おりますので、通勤圏は大幅に改善しておりますし、光ケーブルの全町の敷設によ

りまして、インターネット環境が整っておりますことでも、都市部に住まなくても

技術のある方であれば仕事ができるということも期待されます。もちろん一方で、

移住者が地域に溶け込めるかといったような課題も多くございますが、私が２年間

見た限りでも多くの方々が高森町に拠点をおいて、町内外に活躍をされております。

今後、積極的に高森町、住んでいいというところをＰＲしていくことが一つの大き

な取り組むべき事項ではないかというふうに考えております。 

もう１点、２点目が広域行政の取り組みの推進でございます。交通環境等が整う

中で、住民の生活圏は大きく広がっております。既に阿蘇地域全体、あるいは南阿

蘇地域での取り組みなど、さまざまな広域的な取り組みが行われておりますが、こ

れを一層進めていく必要があると感じております。私が携わって業務で申し上げま

すと、一つ観光がございます。観光立町については、当然、高森町独自の魅力を高

める必要はございますが、一方で阿蘇全体あるいは南阿蘇地域の魅力、ブランド向

上も重要なテーマの一つであるというふうに思います。この点については阿蘇地域

の構成団体として積極的に取り組んでいただきたいというふうに思います。熊本県

あるいは九州全体で見ましても、阿蘇地域というのは最も集客力のある地域でござ

いますし、そのほかの地域へ波及する効果は大きく、県内その他の地域から阿蘇地

域への期待は大きいものがございます。本町に直接効果が結びつくものではない取

り組みかもしれませんが、熊本県あるいは九州を牽引するという意味で、是非とも

推進をいただきたいと思います。また、観光以外でも公共施設の整備など、投資が

大きくなるようなものにつきましては、南阿蘇地域全体で考えて、効率的な財政運

営を目指す必要があるのではないかというふうに考えております。こうした広域行

政の取り組みの推進を是非ともお願いしたいと思います。 

最後になりますが、２年間、数度にわたりまして、この本会議で答弁をさせてい



 

－121－ 

ただきました。非常に緊張感のある中で、出席するだけでも緊張する中でございま

すが、答弁という貴重な経験をさせていただきました。このことにつきましては、

議長をはじめ、議員の皆様方、それから執行部、町長をはじめとした執行部の方々

に改めて感謝を申し上げて、私からの答弁とさせていただきます。どうもお世話に

なりました。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） 服部審議員におかれましては、本庁へお戻りになられましても、

高森町のことは忘れずに、この２年間の派遣期間でのいろいろな出来事を、または

勉強されましたことを必ずや活かしていただきたいと思います。今後、ますますの

ご活躍を衷心よりお祈りいたします。 

また、今年度をもって定年退職を迎えられる職員の方々に一言申し上げます。本

年度をもちまして高森町役場職員としての任を退かれます。私はそのことにあえて

おめでとうございますと申し上げたいと思います。皆様のまさにその奉職の精神に

心より敬意を表します。皆様は、これから新しい時代を迎えられます。皆様は、確

かにこの時代に自分が存在していたことを誇りとされ、来るべき新しい時代に踏み

出してください。本当にお疲れ様でした。 

これで、私の一般質問を終わります。 

○議長（田上更生君） ５番 立山広滋君の質問を終わります。 

続きまして、３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 皆さん、こんにちは。３番 興梠です。 

本日は、午前中にですね、芹口議員のほうから、今回の記録的な大雪による被害、

道路についての質問はございましたので、私のほうからは農林業の被害に限ってで

すね、質問をさせていただきたいと思います。また、農林業相談窓口について及び

現在実施されておりますフッ化物洗口についてですね、質問をさせていただきたい

と思います。よろしくお願い申し上げます。 

また、今回の大雪によりまして、被害をお受けになりました皆様方に対しまして、

心からお見舞いを申し上げますとともに、早期の復旧を心から願うものでございま

す。一昨年の九州北部豪雨の記憶がまだ生々しく脳裏に残っておるわけでございま

すけれども、四十数年振りというような記録的な大雪に見舞われました。地球温暖

化が原因とされるこの異常気象は、日本各地でですね、日常的に甚大な被害をもた

らし、雨、風の被害のみならず、雪による被害も想定しなくてはならなくなりまし

た。私、中学生の頃ですね、今回のような大きな大雪を体験をしております。その



 

－122－ 

頃は施設園芸等はですね、ハウス等はありませんでしたけれども、ほとんどがもう

水稲の倒伏による被害だったんじゃないかなというような記憶であります。しかし、

現在では農業形態も変化をいたしまして、ほとんどの農家がハウス等の施設を建て

ておられます。新聞紙上によりますと、熊本県では阿蘇地域を中心に被害が集中し

ておりまして、県内において被害施設の撤去並びに債権に関わる経費は１０億円を

超えるのではないかというふうに報道されております。高森管内におきまして、山

東部を中心にですね、大きな被害を被っておるわけでございますけれども、この大

雪による農林業の被害の状況をですね、町のほうで把握されているかと思いますが、

この被害状況についてお伺いをしたいと思います。よろしくお願い申し上げます。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） ３番 興梠議員のお尋ねにお答えをいたします。 

農林業は、常に自然災害の被害にいつも心を配っているところでありますけれど

も、私が最近、農政に関わりましても、例えば口蹄疫の蔓延でありますとか、九州

北部豪雨災害が発生して、現場ではたいへん苦労をしているところでございます。

また、最近は阿蘇山の動向も心配しておりまして、平成元年の噴火から２５年が経

つということで、いつも心配しておりましたけれども、まさかこのような大雪が降

るということは想定もしておりませんでした。本町では、２月１３日から１８日に

かけて、断続的に雪が降り、河原のあるところでは１メートル５０センチほど積も

ったのではないかという方もいらっしゃいました。 

そういう中で、農家から被害の報告がございまして、１週間後ぐらいに報告があ

った分については、私どもが現地を確認して被害額を集計したところです。３月１

４日に被害確定報告をいたしましたけれども、この時点では１億４,２４０万円あ

まりが被害額として報告をいたしました。主にパイプハウスが多かったわけですけ

れども、畜産関係で４０棟、５,５７５万円あまり、それから園芸関係で６,４０５

万円あまり、その他農業機械でありますとか、資材倉庫に使われていた部分が２５

件で、１,８１５万円の被害を算出しております。 

また、町の施設といたしまして、ガラスハウスがございますが、これがガラスが

１３０枚ほど割れまして、その修理が４５０万円あまりかかるというふうに算出を

しております。合計いたしますと、１億４,２４５万円あまりの被害が発生してお

ります。なお、被害の報告につきましては、属地主義でございますので、本町内で

把握した分について、今、被害額を申し上げましたけれども、大字河原の方は竹田

市にハウスをお持ちの方もございましたので、その方が町外の分として１,３２０
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万円ほど被害がございますので、総計をいたしますと１億５,５００万円を超える

被害額が出ております。 

また、林業につきましては、私どものほうで取りまとめはいたしておりませんけ

れども、森林組合のほうが取りまとめておりまして、２６カ所で３３０立米ほどの

枝折損、それから倒伏の被害が確認されております。ただ、ご存じのとおり、本町

は山林面積が広くて、また町外の所有者も多くて、さらに今後確認されれば、被害

額が大きくなるのではないかというふうに思います。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 管内におきまして、町外も含めまして１億５,５００万円ほど

の被害があったということでございます。今回の被害はですね、パイプハウスから

畜舎、鶏舎、倉庫と、いろんな多岐にわたって被害を被っとるわけですが、参考ま

でにですね、個人の方でどのくらい被害最高額にされたのか、把握されていればで

すね、参考までにお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 私どものほうで把握をいたしておりますのは、ハウス

が１３棟、１,４５０万円の被害が出ているというふうに把握をしております。以

上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） お話を聞きますとですね、再建、それから営農の意欲すらわい

てこない農家等もあろうかと思います。当初ですね、町長のほうからもご紹介がご

ざいましたけれども、熊本県のほうの県議団のほうもですね、いち早く河原のほう

の被害状況を、被害調査をされております。また、国会からはですね、農林水産委

員長の坂本代議士、それと３名の地元国会議員が阿蘇市を視察されたということで

す。国、それから県、市町村がですね、連携し、再建に向けた対応を急ぐべきとい

うような考えを示されております。その後ですね、復旧に向けた支援内容が、国会、

それからまた県議会においても具体的に協議内容が示されてはいるかと思います。

その支援内容につきましてですね、農林政策課のほうで把握されていればご紹介を

いただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 倒壊した農業用施設等の再建に向けた今後の対応策で

ございますけれども、昨年からの大雪は全国的に大きな被害となったため、国にお

いてはいち早くその対策を取りまとめられ、平成２５年１１月以降の大雪による農
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業被害により被災した農業者に対し、農産物の生産に必要な施設の復旧及び施設の

撤去等を緊急的に支援することとされております。主に被災前の施設と同程度の施

設の取得、修繕のために必要な資材の購入、倒壊した施設の撤去を支援の対象とす

ることとしていますが、既に振興局段階で２回、熊本県本庁段階で１回の説明会が

なされておりますけれども、現場におきましてはそれぞれの農家にとって、一つず

つケースが違いますので、私どもも一つずつ質問をしてまいりますが、なかなか明

確な答えが返ってこないということもございまして、現時点で詳細にわたって農家

の皆さんに説明をできていないこともありまして、復旧を目指す農家の皆さんには

たいへんご迷惑をかけているということで、お詫びを申し上げたいと思います。基

本的には、再建、修繕にかかる補助率は国が５割、県が２割というふうに決定をい

たしておりますので、町といたしましては、県と同率の２割を補助するように予算

化させていただきたいと考えております。農家の負担は結果的に１割となる見込み

でありますので、また議会の皆様のご理解もいただきたいと思います。 

また、撤去費用については、定額助成でありまして、国と同額を地方公共団体が

負担することとなっております。地方公共団体ということになりますので、県が全

額見るのか、県と町が半額ずつ負担するのかということになってくるかと思います。

多分、県と町が４分の１ずつを負担することになると思います。 

なお、再建、修繕にかかる地方公共団体が負担します補助分の７割、それから撤

去費用については、地方公共団体の負担分の８割を地方交付税措置がとられるとい

うふうになっております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 今回の雪害は、２５年の１１月から来ているということでいい

ですかね。今、説明がありましたようにですね、補助率で国が５割、県が２割、そ

れから当町で２割を予定されているということでございます。しかし、補助残とし

て１割がですね、受益者に残るわけでございます。といいましても、たいへん有難

い補助率だと思います。しかし、今回の被害は先ほど言いましたように、多種多岐

にわたる被害が考えられます。ハウスにおきましては、先ほどもお話がありました

ように、パイプ等の撤去、それから再建に向けた新設ですね、パイプの新設、こう

いった目に見える実質的な費用が発生するかと思います。そして、その影には目に

見えない部分としてですね、今回の雪害は全国的にまたがっておるわけでございま

す。そう考えますと、復旧に向けた作業において、パイプハウス等の資材が不足す

るのではないかという懸念がされております。そうしますと、当然ですね、農家の
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方におかれましては、本年度の営農には間に合わないのではないかというような懸

念がされます。そうしますと、本年度分の所得の相当の減につながります。また、

４月１日からは、予定されております消費税のアップ、また農家にとりましては補

助残に対する１割の対応といったような、いろんなことが考えられます。先ほどで

すね、一定の補助率については説明をいただきましたけれども、加えて所得減の減

少部分、また補助残に対しましての高森町独自の支援策について、何かお考えがな

いかお伺いをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 高森町の独自の補助対策ということでございますけれ

ども、当初、町独自の対策として、国の事業によって営農を継続される農家が、少

なくとも１割を自己負担されますので、それを借り入れされる場合、資金の利子補

給を行うことを考えておりました。ただ、その後、国の具体策が少しずつ明らかと

なっていく中で、この利子補給も対策としてとられるということが分かってまいり

ましたので、全体的に今回の被害の状況は全国的に及ぶものであり、また被害もか

なり甚大なものでありますので、利子補給を含んだ今までにない手厚い補助及び助

成策が講じられることとなりました。国も当初は、国の補助率を１０分の３と、３

割というふうにしておりましたけれども、やはり被害の大きさに鑑み５割に引き上

げた経緯がございます。そういう中で、手厚い対策がとられるということで、現時

点では町独自の対策はいかがかというふうに考えておりまして、具体策はまとめて

はおりません。ただ、議員、今おっしゃいましたように、減収の部分とか、改めて

精査をした上で、また必要となれば考えていきたいというふうに考えております。

以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） こういった災害におきましては、町としてはですね、今まで利

子補給等が慣例ではございませんけれども、対策として利子補給をされた経緯がご

ざいます。今言われましたように、本年度の所得減ですね、これに対する対応をで

すね、先ほど課長も言いましたけれども、十二分に考えていただきたいと思います。

現物については今のとおりございましたように、９割の補助、それから１割に対し

ては利子補給というような形がございますけれども、ただ本年度の営農がもし満足

にできないということになれば、本年度の所得は相当のマイナスになるわけでござ

いますので、併せてですね、加えて町の補助等をですね、対策をよろしくお願いを

申し上げたいと思います。 
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次の質問に移らせていただきます。町長はですね、公約どおりに魅力ある安定し

た農林業を実現するために、２４年４月から農業専門員を設置、また２４年１０月

から農林業の相談窓口を開設されております。今回、政府はＴＰＰを見据えてです

ね、農業の競争力強化を図るために、５年後には米の生産調整を廃止することを決

めております。こういった農業政策、農業の大転換期にですね、農林業の相談窓口

を設置され、対応されていることにつきましては、高森町の農業振興におきまして、

たいへん意義深いものと評価されていいことだと思います。相談員の設置から２年、

それから窓口開設から１年半が経過するわけでございますが、現在までにですね、

どのような効果があったのか、また将来ですね、どのようなことを窓口、それから

相談員に期待されるのか、また相談員におかれましては、ＪＡ阿蘇からですね、２

年の契約で本町に、町長のほうが招かれましたわけですけれども、その２年がです

ね、この３月で満期を迎えるということでございます。その相談員につきまして、

今後どのような対応をなされるのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 農林政策課長 佐藤武文君。 

○農林政策課長（佐藤武文君） 農林業相談窓口及び相談員の新年度対応についてとい

うことでご質問いただいております。今、議員おっしゃいましたように、現在、農

業相談員を務めていただいています井芹太一君は阿蘇農協から２年間の約束で派遣

をしていただいておりましたけれども、この３月いっぱいをもってその期間が満了

いたします。この２年間、井芹君におかれましては、農協で培った豊富な知識、広

範な人的つながり、そして新たな取り組みへのチャレンジ精神で、高森町の農政は

もとより、教育から町おこしまで、多くの場面で活躍いただき、今ではなくてはな

らない存在でありますが、２年間という約束でありますので、やむを得ません。一

時は期間の延長も考えましたけれども、やはり農協の職員さんとして、本来の形で

また頑張っていただくべきだということで、この３月を迎えることになりました。

この間、いろんなところで相談業務をやっていただきましたけれども、今、件数的

にはまだその途中でございますので、取りまとめが終わっておりませんので、ここ

でのご紹介はできませんけれども、本当にいろんなところでですね、頑張っていた

だきました。この２年間、私をはじめ、農林政策課課員一同、たいへんお世話にな

り、感謝の気持ちでいっぱいでございます。農協に帰られてからも、またいろいろ

なことでお手伝いをいただくようお願いするとともに、農協でのさらなるご活躍を

祈念するところでございます。 

また、新年度からの体制でございますけれども、新たな方に相談員を務めていた
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だき、農林業相談窓口は継続して設け、農家の皆様のご支援ができるよう、体制を

整えたいと考えております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） たいへん、私もＪＡ出身ということで、お褒めの言葉をいただ

きまして、たいへん嬉しく思います。私は、できればですね、先ほど課長が言われ

ましたとおり、期間の延長、若しくは再契約、そういうことを望んでおりましたけ

れども、双方の都合もございまして、３月で満期ということでございます。できま

すならば、町長のほうからですね、どういう感想をもっておられるかをお話いただ

ければと思います。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ３番 興梠議員のご質問にお答えいたします。 

まず、政策集の中で記載していましたように、農林業の相談の専門員を窓口を設

けると、魅力ある農業を伝えるということでございます。まずは、先ほど農政の佐

藤課長が先ほど、この場で発言いたしましたが、私からもですね、ＪＡ阿蘇、工藤

組合長をはじめ、組合員の皆様、理事の皆様、そして農家の方々がですね、ご理解

のもと、この熊本県下では熊本というよりも、なかなか全国的にこの事例というの

はありませんでした。農協の職員が行政に２年間、専門職として来ると。そして、

その地域の農家の方に対してアドバイス、相談に乗る、また助言をするという、こ

の制度自体に、２年前に英断をいただきましたＪＡ阿蘇の皆様に感謝を申し上げた

いというふうに思います。それと、来ていただきました井芹さんにおきましては、

先ほど佐藤課長が申し上げたとおりでございます。何の、もうクレーム等々も一切

ないほどのですね、広範囲にわたる農業のみならず、やはりまちづくり全般にこの

農業という部分をしっかり根付かせていただいたのではないかというふうに思って

おります。感謝申し上げたいというふうに思います。 

その上で、３番議員がやはり先輩として、あれだけの人材であるならば、期間延

長、若しくは何かほかにもう少しいていただける方法はないのかと、私の考えはど

うかということの質問でございますが、当然、私もそうは思っておりました。しか

しながら、やはり農協の職員であります、井芹君は。そして、農協が２年間の人事

交流の一環として派遣をしていただいたと、英断をしていただいたということであ

るとするわけですので、やはり本来のですね、農協に一旦帰り、彼のこの行政で携

わった、この経験を今後は農協の中で生かしていっていただきたいというふうに思

っております。 
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しかしながら、この農業相談員、相談の専門の窓口を設けたことにより、やはり

今後、国もそうですが、高森町も当然そうでございます。やはり新しい新規就農の

若い農家、そして今やっている若い農家の、やはりこの育成をですね、これが一番

必要でございますので、その中でこの相談員や相談窓口というのは、本当に重要性

をもっているというふうに認識をいたしております。もちろん補助事業の助言やそ

ういう部分は大事だと十分認識をいたしておりますが、そのほかに例えば今日、議

員さんがおっしゃったように、この大雪の災害でハウスが倒壊した、メンタルの部

分、思いの部分でどうしようかなと思うときに、やはり一人の兄貴分となるような

存在として井芹君も頑張っていただきましたので、若手農家に対しての今後の育成

という意味を兼ね合いますと、やはり今後もこのような形で農協にご相談を、今回

のような形でして、さらにこの人事のですね、交流を図っていかなければいけない

と、そしていくべきだというふうに認識をいたしております。 

井芹さんがですね、ここに相談員として来ていただきまして、非常にスピード感

が出たことも多々あります。そして、なおかつ高森町にいるとよく分かりませんが、

ほかの自治体のＪＡの若い職員さんや農家の方から、高森町は本当にすごいことを

やっていますねということを、幾度となく私も言われましたので、うちがやってい

ることも大事ですけど、そもそもがやっぱり農協の方が、先輩たちが理解を示して

いただいたことによって、この形ができているということも、この２年間、言って

きたわけでございます。将来、どうしてもこの農業専門窓口、そして相談員、この

部分に関しては、この高森の産業を考えると、どうしても必要です。是非とも今後、

また何らかの形で提案をするというふうに思っておりますので、議会議員の皆様も

ご理解とご協力をお願いを逆に申し上げたいというふうに思っております。井芹さ

んの２年間の相談員としてのですね、活動を議会としてバックアップをしていだた

きましたことに、改めましてお礼を申し上げます。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 今、町長のほうからですね、紹介がございましたように、経済

団体から行政へというのは、出向ではございませんけれども、そういう形で役場の

行政の携わったというのは、今まで農協職員の中では全然なかったことだと思いま

す。彼もですね、ＪＡに帰りまして、この２年間の培った、勉強になったことをで

すね、ＪＡ阿蘇に帰って、阿蘇全体、それから高森町の農業の振興にですね、活か

してくれるものと信じております。どうもありがとうございました。 

それから、続きまして、フッ化物洗口のですね、質問に移らせていただきます。
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これは３月の５日にですね、熊日新聞に「フッ化物うがい急増へ」というような見

出しとともに報道されました、この新聞の記事に基づいてですね、今回質問をさせ

ていただきたいと思います。現在、高森町におきましては、子どもの虫歯を予防し、

歯の健康の保持・増進を図るということを目的に、健康推進課におきまして、現在、

推進・実施されておりますけれども、その取り組みの現状とですね、現在までどの

ような効果が出ているのかお伺いをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） お答えします。 

本町におきましては、平成２２年１０月、熊本県条例として制定されました熊本

県歯及び口腔の健康づくり推進条例第１条に規定されておりますけれども、この条

例は歯及び口腔の健康づくりが全身の健康の保持増進に重要な役割を果たしている

ことに鑑み、途中略します、県民の歯及び口腔の健康づくりに関する施策を総合的

かつ効果的に推進し、もって県民の健康の保持・増進に寄与することを目的とする

という条例でございます。この条例に熊本県下で一番最初に取り組んだのが本町で

ございます。すなわち現在行っております小・中学校におきますフッ化物洗口の取

り組みであります、特に保育園・幼稚園におきましては、県条例に先駆けて、平成

１０年から初めていたところでございます。 

現在、フッ化物を利用しました虫歯予防事業としましては、１歳児から３カ月ご

と、年４回ですけれども、歯科医師によるフッ素塗布、これはうがいではございま

せん。フッ素を塗るということで、幼児につきましてはうがいができませんので、

そういった形で年４回、フッ素を塗布しておりますし、保育園・幼稚園、小・中学

校では、フッ素洗口を実施しているところであります。 

先ほど申し上げましたように、フッ素洗口は平成１０年１０月から、保育園・幼

稚園の全園で開始し、平成２４年度から小・中学校全校で開始したところでありま

す。状況を具体的に申し上げますと、フッ化物は歯科医師の指示書に基づき、薬剤

師により１回量ずつ分包され準備されます。フッ素洗口は分包されたフッ化物を指

定の容器で溶解し、洗口液を、いわゆるうがい薬を作ります。洗口液を口に含み、

１分間うがいをして、はき出すものであります。保育園・幼稚園では、保育士が洗

口液を準備し、週５回、給食後の時間などを利用して行っております。高森小・中

学校では、保健師、栄養士、母子保健推進員が、また東小・中学校では、臨時職員

が洗口液を準備し、それぞれを週１回、始業前の時間を利用し、実施しているとこ

ろであります。 
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フッ化物の利用効果につきましては、ＷＨＯや厚生労働省、小児歯科学会等で科

学的根拠、つまり実験の結果をもとに、根拠があると考えられる事項に基づき、効

果が認められているところです。当町におきましても、平成７年から実施しており

ますフッ素塗布事業で、未塗布者との１歳半検診から３歳児検診での虫歯増加状況

の比較したもので申し上げますと、フッ素塗布幼児が１人当たり１.９４本、塗布

していない幼児が４.２１本という結果が出ております。また、平成１０年から実

施しておりますフッ素洗口事業では、保育園・幼稚園児の小学校歯科検診における

６歳臼歯の虫歯発生状況を未実施年と比較しますと、２分の１から３分の１に抑え

られており、その効果は有効だと判断いたしております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 保育園におきましてはですね、平成１０年からフッ素洗口を実

施されているということで、３倍ほどの効果が出ているようなお答えをいただきま

した。この実施要綱におきましては、実施対象者は保護者の承諾のある者とすると

いうことになっておりますけれども、承諾書はですね、どのように取られているの

か、また現在、フッ素洗口を行っている子どもはどのくらいいるのかお分かりであ

ればお答えをお願いしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 自席から失礼いたします。 

年度初めに、各園、学校にフッ素洗口希望調査を実施しております。その際、申

込書を提出することによって承諾の有無を確認しております。現在、保育園・幼稚

園では１３０人が実施しております。対象者は１３３人でございます。率にして９

７.７％が実施、小・中学校におきましては、４６８人の対象者に対しまして４３

５人、同じく９３.８％の申し込み状況となっております。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 今の数字におきますと全員ではないということですね。 

次に移らせていただきます。新聞紙上によりますと、熊本県の健康づくり推進課

は、安全性・有効性は明らかというふうに言っておられます。これに対しましてで

すね、学校現場からは使用する薬剤の添付書類を読む限り、安全を担保する説明は

ないと。学校現場で薬物を使用すること自体問題という報道がなされております。

このフッ化物うがい、洗口についてはですね、熊本県と学校現場において見解の相

違があり、一部の学校現場からは薬物を扱うことに対する不安や負担、有効性・安

全性に疑問の声が上がっておるものと思います。要綱によりますと、実施施設の長、
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その他の職員に対して、この事業の説明と、理解と協力を求めることになっており

ますけれども、この記事に対する感想をですね、併せてお願いをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） お答えします。 

ただいまの新聞紙上によると、安全性を懸念する声もという記事についての質問

でございました。フッ化物利用は米国カナダで７０年前から開始され、我が国では

新潟県が５６年前から開始しておるというふうに聞いております。この間、安全性

・有効性についても研究が行われ、先ほど申し上げましたＷＨＯや世界歯科連盟な

ど、世界各国の医学専門機関が認めているところでございます。また、フッ素は自

然界に広く分布しているもので、お茶や海産物、野菜等にも微量に含まれていると

いうことでございます。一度に摂りすぎると中毒症状が現れるということでござい

ますが、その量は体重１キログラム当たり２ミリグラムといわれ、体重２０キログ

ラムの子どもで４０グラムとなっております。本町で実施しております量としまし

ては、毎日行うタイプの濃度のもので１.６ミリグラム、週１回の濃い濃度のもの

で６.３ミリグラムでございますので、そういったことからも普通に使用するには

全く問題はないというふうに考えております。 

次に、県教職員組合で、学校現場で薬剤を使用することに対する不安や負担、有

効性や安全性に疑問の声があり、今月１日の臨時大会で反対を決議されたというこ

とが、先ほどおっしゃいました熊日のほうに掲載されておりました。一方、熊本県

健康づくり推進課は、世界保健機構など専門機関も推奨しているとして、安全性・

有効性は明らかとしているとの報道がなされておるものも、この中に掲載されてお

ります。このように、学校現場と県行政の考えに違いがあるといえますが、本町と

しましては、保育園・幼稚園、学校現場、相互の理解を含めつつ、今後とも取り組

んでまいりたいというふうに考えております。以上です。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） 学校現場の話になりましたので、一言説明をさせていただき

ます。昨日、県の教育委員会から訪問がありました。訪問の目的は、フッ化物洗口

についてですね、感謝をしたいということでお出でたわけです。先ほど説明があり

ましたように、高森町は条例ができて、いち早くフッ化物洗口に取り組みました。

この高森方式というのがモデルとして、県下のですね、実施に非常につながってき

ております。来年度は、２６年度は熊本市を除く全小・中学校に広めたいと、また

その勢いであるということは、この前、新聞報道で出されたとおりでございますが、
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ここでですね、私ども高森方式という、私どもがこのフッ化物洗口を始めるにあた

りですね、検討してきたこと、これを少し説明させていただきたいと思います。 

県の条例ができて、そして高森町がフッ化物洗口を実施する、しかも就学前では

以前からその取り組みが行われてきたという中で、小・中学校をどう受け止めるか

ということで、いち早く私どもは検討をしてまいりました。検討につきまして、い

ろんな角度から検討したわけでございますが、その中で基本的なことは、これは地

域医療の一環であるという捉え方で一致して進んできたわけです。町が健康づくり

をする地域医療の一環なんだと、じゃあ学校の役割は何かというと、これは家庭で

それぞれやれば済むことなんですけれども、なかなか徹底しないという事情等も、

これは当然あるかと思います。したがって、学校はそのフッ化物洗口の場所を提供

すると、それが学校の役割だということを前提として検討いたしました。したがい

まして、実施する上での問題点、課題は何かということで、養護教諭部会でも検討

させましたし、最終的にはそういった職員の意見等を総合して、学校を預かる校長

会、校長先生方の会ですね、それと住民福祉課、一緒になってその実施するという

ことを決定したわけでございます。その中にはですね、やはり学校はなかなか一日

の生活が決まっておりますので、どこで実施するのか、こういう多忙感の中で、学

校にはその時間帯がないんじゃないかというような意見が非常に初め、当初強かっ

たわけでございますので、一番児童・生徒数の多い中央小学校において、シミュレ

ーション等もやりました。そのシミュレーションには、当然、住民福祉課のほうか

ら来ていただき実施しましたし、また校医の先生からもですね、説明等もいただき

ながら、アドバイスをいただきながら実施して、学校は提供する場所として、朝の

時間であるならば、どうにかできるのではないかということで、校長会で実施する

ということを決定してきたわけでございます。したがいまして、何も学校は、学校

の先生たちがフッ化物洗口をするということではございませんので、この地域医療

の一環として学校がその一つの場所を提供すると。当然、場所を提供する以上はで

すね、ああこれは町のことだから知らないというわけにはいきませんので、そこで

できるだけの協力はいたしていこうということでやっております。これが学校現場

のですね、立場でございます。それについて何か町内で異論とか問題等が起きたと

いうことは、今のところ、何もそういうことはございません。以上です。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 新聞紙上を読む限りですね、どうしても今、教育長が申された

ような感じを受け取ることもあるかと思います。今の説明を聞きますとですね、学
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校現場の状態も分かりますが、家ですれば済むことではございますけれども、学校

は場所の提供というのが現状かと思います。 

最後にですね、安全性についてお伺いをしたいと思います。私もですね、毎日、

歯磨き粉を使っておりますけれども、この歯磨き粉にはフッ素配合となっておりま

す。したがいまして、私はこのフッ素の安全性については、全くといっていいほど

心配はしておりません。しかし、今回の報道によりまして、薬物注入に対してです

ね、不安や安全性について疑問視された方もおられるのではないかと思います。今

後もですね、町としては推進していかれると思います。この安全性について、学校

現場、保護者に対して、どのような理解を求めていかれるのか、先ほどとちょっと

重複しますけれども、併せてお願いをしたいと思います。 

○議長（田上更生君） 健康推進課長 村上源喜君。 

○健康推進課長（村上源喜君） 安全性が疑問されるので、今後の対応についてという

ことでございます。今、教育長先生の答弁、それとまた重複するところもあるかと

思いますけれども、本町では平成１０年から開始ということを申し上げましたが、

その当時から歯科医師会の協力によりまして、保護者、学校、園関係者へのフッ素

に関する説明会を開催していたところでございます。また、１歳児の歯科検診の際、

歯科医師よりフッ化物利用の説明も併せて行い、希望者にはフッ素塗布を３カ月ご

とに実施しており、これは約６割の方が参加されておりますけれども、十分ご理解

の上、申し込みをされているものと思っております。今後も歯科医師会の協力を得、

安全性・有効性の理解を図りながら、事業を推進していきたいと思っております。 

さらに、歯科保健への取り組みは、一人の子どもの生涯にわたる健康維持に大き

く関係するものでございます。８０２０運動ということを聞かれたことがあると思

いますが、８０歳で２０本の自分の歯を持つという運動も推進しておりますし、ま

た２０本以上の歯を維持されている方の医療費がそのほかの方に比べ約２分の１か

ら３分の２に抑えられており、歯の健康のみならず、その他の疾病に関しても有効

な関係があるとの考えをもっているところでありますので、今後とも住民の方の十

分な理解のもと、推進してまいりたいと考えているところであります。以上でござ

います。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君。 

○３番（興梠壽一君） 午前中、１０番議員の後藤議員のほうからですね、高齢者の健

康づくりについて、医療費の削減につながるのではないかというようなことで質問

がございました。フッ素洗口におきましてもですね、今の説明のとおり、すぐには



 

－134－ 

効果が出ないかと思いますけれども、将来の医療費の削減・節減につながるかと思

いますので、統計調査をとりながら、保護者、それから学校現場に対して十分なる

説明と理解を得ながら取り組みをお願いをしたいと思います。 

それから、今回の雪害におきまして、国、県、町と、たいへん手厚い補助対策を

いただき、被害に遭われました農家の皆さんはですね、一安心かと思います。それ

から、農業の振興におきましても、もうご承知のとおり、大転換期を迎える時期が

来ておるかと思います。当町におきましても、たいへん難しい政策をなされるかと

思いますけれども、今後とも住民、それから農家への丁寧なる指導をお願いをしま

して、私の質問を終わらせていただきます。 

○議長（田上更生君） ３番 興梠壽一君の質問を終わります。 

お諮りします。しばらく休憩したいと思います。ご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。しばらく休憩いたします。３時１５分か

ら再開いたします。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

休憩 午後３時０５分 

再開 午後３時１５分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） 休憩前に引き続き、一般質問を続けます。 

２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 皆さん、こんにちは。２番 後藤です。 

本定例議会、最後の質問者となりますが、よろしくお願いいたします。 

まずもって、今回の大雪で、対象地域住民の皆さん、それから被害等を受けられ

ました方々に対し、お見舞いを申し上げます。 

さて、今回の質問は、先に４番 芹口議員、３番 興梠議員が質問されました大

雪に関する質問で、一部重複するところがあると存じますが、私からは主に文教厚

生に関する事項について質問を行いたいと考えております。よろしくお願いいたし

ます。 

まず、今回の大雪の状況については、先ほどからも質問やそれに対する答弁のと

おり、この議場に参集されているほとんどの方も記憶にないほどの大雪であり、町

長をはじめ、職員の皆様には、その状況確認と復旧に全力で取り組まれたことと思

っております。対象地域の地区住民のある方に話を伺いますと、近年、暖冬続きで
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雪が少なく、このように家から出られない状況は本当に久しぶりで、私の記憶では

４５年ぶりではと話をされました。また、ある方は車社会の時代にあって、一日も

早い除雪をお願いしたい。特に、明日、病院へ予約を入れていたが行けず、不安で

ならないと話された方もいらっしゃいます。さらに、ある方は大雪の影響で仕事に

行きたくても家から出ることができず、２日間、仕事を休んだ。ようやく家から来

るまで出られるようになったと思えば、今度は家に帰りたくても家に帰れず、３日

間、車の中で寝起きをし、仕事に通ったと話される方もいらっしゃいます。本町の

街中に暮らす私たちからすれば、雪が降っても大型重機を使い、また融雪剤等をま

くなどの対応により、昼過ぎには道が通れる状況にいる者として、そのような状況

は全く考えていないのが現状であります。 

そこで、初めの質問は、町長にお伺いいたします。町長も私同様、現在、街中で

お暮らしであります。この大雪の状況確認と、その復旧対応として現地に入られた

と思いますが、そのときのこの大雪の率直な感想をまずお聞かせください。よろし

くお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番 後藤議員のご質問にお答えをいたします。 

午前中もご質問があった、この豪雪に対することでございます。その中で、街中

に住んで、そしてやはり今回は山東部、山間部が集中でしたので、そこの差という

か、率直にその現場に行ったときの感想はどうかということだと思います。私も現

場のほうに伺わせていただきました。まず、率直に感じたのは、これは災害的な対

応が必要だと。通常、３０センチ、４０センチぐらいの雪であるなら、私も経験は

ございますが、私は生まれた年に実はこの大雪があったというふうに家族から聞い

た次第でございます。そういう中でですね、率直な感想といたしましては、感想と

いうよりも、とにかく次から次に指示を出さなければ、これはもう間に合わないと

いうことで、これはもちろん指示もそうでございますが、これは何かやるにつれて

お金も必要になってきますので、議会の皆様にもですね、やはり突発的なことです

から、予算もお願いもしなければいけない。なおかつ、午前中申し上げました除雪

サポーター制度が効果がある地域もありましたので、たいへんそれに関しては良か

ったなというのが率直的な感想です。 

それと同時に、やはり道をある程度見て回りまして、総務課長補佐も、東補佐と

一緒に伺ったわけでございますが、やはり重機の不足、重機もそうですが、長い間、

公共事業の激減に伴う建設業の担い手の不足ということがよくマスコミでいわれて
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おりますが、重機があっても、それを運転できる技術をもたれている方がなかなか

いない。それと、重機自体がリース屋さん自体がもうあまり重機を持ってないとい

うことが浮かび上がってきます。それに対する今後の対応策をですね、考えなけれ

ばいけないというのを思いました。すぐできたことは、やはり今回、国土交通省が

緊急な対策として上げておりましたテックホースという制度を、これは多分使った

のは高森町だけではないかなと思います。それを逆の意味で建設課が思い出しまし

て、私より先にですね、国土交通省に連絡を入れた迅速な対応もとれたのではない

かというふうに思っております。 

それと、２番議員さんは文教厚生の視点からと最初に申し上げられました。これ

が実は本当にどういうふうなことを、この制度としてこれから構築していけばいい

のかというのは、やはりまた文教厚生の委員さんも含めましてですね、細部にわた

って再検証が必要だと、課題という部分も浮かび上がってきているところでござい

ます。やはり特に高齢者のですね、独居世帯のもちろんその確認も大事なんですが、

やはり自宅の民地の中にあるその雪の除雪や屋根の除雪、これは必要です。しかし

ながら、一歩間違うと、逆にそこで制度設計や指示を間違うことによって、逆にそ

こで事故につながりかねないことも、ある反面ではありますので、課題ですが、そ

れに伴う制度というのはしっかりこれから積み上げていかなければいけないという

ふうに思っております。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 自席から失礼します。 

町長には、素直な気持ちと、その復旧に対する強い意気込みをお聞かせいただき

ました。町長にとりましても、この大雪は自分自身、初めての体験ではなかったか

と思っております。併せて、町長の答弁のとおり、対象地域の住民の皆様には、多

大な心配とご迷惑をおかけしたことと思っております。 

さて、今回の大雪による道路の復旧、農林業被害状況やその対応については、そ

れぞれの議員の質問で答弁いただきましたとおりでありますが、私からはまず学校

関係の対応についてお伺いいたします。ご存じのように、学校統合により、登下校

のほとんどがバス通学であります。今回のような大雪となりますと、バスの運行に

大きな支障となります。そこで、どのような影響があり、どのような対応をされた

のか、教育委員会にお伺いいたします。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） 教育委員会でスクールバスの対応ですけれども、これ
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につきましてはスクールバスはまず雪に限らずですね、大雨とかそういうときには

必ず学校と、委託を受けております運行業者さんのほうでまずは確認をしてもらっ

ております。今回の大雪に対しましても、まず学校及びバス運行業者さんのほうで

道路状況確認をしていただいております。その中で高森中学校校区については、あ

る程度、道を確認できたんですけれども、バス運転を実際される方の意見を聞いて

ですね、非常に危ないということで、高森校区については２月１４日と１９日の２

日間を休校としております。 

それから、東校区ですけれども、これも同じように学校とバス運行業者さん等の

ほうで、道路状況確認をお願いしましたが、実を言いますと、そこまで行けないと、

全く。バスの運転をされている方は、たまたま地元の方でしたので、トラクターで

確認に行っていただいたという状況があります。これも全てではありません。これ

についてもできませんでしたので、２月１４日、１８，１９の東校区が３日間を休

校としております。これにつきましては、私たち教育委員会でも１４日に、前に降

りました雪に対しまして、私たちも道がある程度のかないと東校区のほうへ行けま

せんでしたので、１６日の日曜日の日にですね、教育委員会としても東中校区のほ

うの道路確認をしております。その時点で、やっぱり全ての道路が行けませんでし

た。本当に道が１車線分空いているんですけれども、四駆の車を使って行ったんで

すけれども、それでも滑っても行けないということで、即、学校等と協議しまして、

もう安全第一ということで、早く運休を決めてくださいということをしております。 

それから、学校等々で決めました、基本的には前日にできるだけ決定をしてくだ

さいということですが、なかなか雪の状況で前日に確認ができなかった場合には、

朝、早朝６時ということで、東校区については校長先生が住まれておりますので、

必ずそちらに残って、朝から確認をするということで、以上のような状況になって

おります。 

それ以後につきましてはですね、高森校区については平常どおり運行なんですが、

東校区については、先ほどのお話でもう全てご存じと思いますけれども、バスが入

りません。ですので、草部南部地区以外につきましてはですね、バスの通るところ

まで行きまして、そこまでは保護者の方に子どもたちを連れていっていただくとい

うことで、それが３月３日登校まで続いております。３月３日の下校便からは平常

どおりということで、やっぱりかなり長い期間ですね、保護者の協力を得られて、

完全通行までは至らなかったということでございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 
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○２番（後藤三治君） ただいま道路除雪の関係で、高森中関係では２日間、高森東中

関係では３日間の休校を行ったというお話でございます。私は、高森東小・中と高

森中央小、高森中では、雪の量が全く違い、さらに日数を要したのではないかとい

うような気持ちでおりましたけれども、そのへんは今言われましたように、学校、

それから委託業者、それから教育委員会のご努力によりまして、その差１日でバス

通学ができるようになったということを聞きましたので一安心いたしましたけれど

も、特に中学校ではこの時期、高校受験等が控えていることや、この休校により、

授業時間の大きな影響が考えられます。そのような実態はなかったのか、またある

とすればどのような対応をされたのかお伺いしたいと思います。よろしくお願いし

ます。 

○議長（田上更生君） 教育委員会事務局長 後藤正三君。 

○教委事務局長（後藤正三君） 今言いましたように、高森中学校区で２日間、東校区

で３日間ということで、小学校についてはですね、ある程度、時数的にゆとりがご

ざいます。しかし、中学校については、正直な話、結構いっぱいでございますが、

実際の現状としましては、休校時の授業時間確保については、各学校でさまざまで

すけれども、全体的にいえることは、どこの学校も余剰の時間といって、授業時間

に対しては多少の時間数を持っております。それによって対応できたところについ

ては通常どおり対応しておりますが、東になりますと３日間で、特に東小学校より

も中学校のほうが授業時数が厳しいということで、できるだけ卒業式もありますし、

あとは決まっておりますので、それについては７時間授業をするということで、も

う標準授業時数を十分確保できているというのが現状でございます。以上でござい

ます。 

○議長（田上更生君） 教育長 佐藤増夫君。 

○教育長（佐藤増夫君） 今の局長の説明に少し付け加えさせていただきます。学校は

年度当初に１年間の授業の計画を綿密に作成いたしまして、年間の授業時数、各教

科の標準時数ということを確保するということが１年間の教育活動の命題となって

おりまして、今回の休校等によりまして、今説明しましたように、標準の時数がで

すね、確保できているということをお答えいたします。 

それで、少しこの時数に対しての説明を加えさせていただきますと、実は法律が

変わっておりまして、以前は学校教育法の中にですね、１学期、２学期、３学期と

いう規定、それを受けて県の教育委員会が学校管理規則準則というのを持っており

まして、県が示しておりました。１学期は何月何日から何月何日まで、そして春休
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みは何月何日から何月何日までという規定があったんですけれども、平成１０年に

規制改革の中でですね、この学校教育法のその規定、それから県が示す準則が廃止

になっております。したがいまして、そういった授業のですね、組み方は市町村教

育委員会の権限事項ということで、それぞれの市町村教育委員会は市町村教育委員

会が定める管理規則で規定をすることになっています。したがいまして、高森町は

平成１９年からだったと思いますが、２学期制を敷いておりますが、これもその準

則等の廃止に伴う新しいその方向性でございます。したがいまして、その２学期制

を制定する中で、授業時数をできるだけ確保しようというのが２学期制を移行する

ですね、目的の一つにありました。これが１点と、それから例えば以前は春休みは

県下どこの市町村に行っても５日間という規定がございましたので一緒でしたが、

例えば今週の木曜日ですか、もう卒業式をする学校がかなりございます。高森中央

小学校、東小学校は来週の月曜日が卒業式ということで、春休みの日数もですね、

今は市町村によってばらばらになってきております。したがいまして、中学校の卒

業式も熊本市内などは、高森町よりか早く卒業式があったのではないかと思いまし

て、以前はそういうことがありませんでしたが、今は教育委員会の定めます管理規

則によって、その授業時数の枠組みが規定されているということで、精一杯、高森

町はその授業が確保できるような方法を考えているところでございます。 

もう１点、今回、中学校が非常に助かったという声がありましたのは、２学期制

を敷いておりますので、夏休みはですね、高森町は前期と後期に分けるならば、前

期の間でございまして、本年度も高森中学校も高森東中学校もですね、７月２０日

で終業式で終わりじゃなくて、夏期セミナーということで、よそは夏休みになって

も、４日ないし５日、授業日をですね、加えて実施しております。そういった中で、

東中が非常に厳しかったわけでございますが、その夏期セミナーですか、それによ

って授業を多く確保していたのがですね、今回の状況にたいへん助かったという声

をですね、教務主任が申しております。しかし、災害等はいかにどれだけ起こるか

分かりませんので、また次年度につきましても、そういうことも想定しながら余裕

のある授業時数を確保していきたいというふうに考えているところでございます。

なかなか授業時数については、町民の方々、特に保護者の方々もご心配の向きが多

かったかと思いますけれども、そういうような高森町の仕組みの中で、授業時数が

足らないということはありませんので、ご理解をいただきたいと思います。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ただいま局長のほうからは、授業時間に影響があるため、一部
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の学校では７時間授業をしたと。また、教育長さんのほうからは、学校管理規則の

中で、当初にですね、十分な余裕をもった時間配分をしているということで、安心

はいたしましたけれども、このような大雪となりますと、いかに除雪が必要かと、

一日も早く学校に通えるようにするかということが一番大事だと思っております。

このように、バス通学が主となっている昨今、子どもの安心・安全な登下校をサポ

ートする上でも、今回の大雪をはじめ、豪雨による道路決壊や悪路状況等の運行に

ついては、今後とも万全の注意をされるようお願いいたしたいと思います。 

次に、福祉関係の質問をいたします。皆さんも思っておられることと思いますが、

今回の大雪で一番心配したことは、子どもさんをはじめ、高齢者の一人暮らしや二

人暮らし、また持病をお持ちの方、すなわち要援護者の方々であります。今回の大

雪となりますと、そういった方々自身では手の打ちようもなく、雪が溶けるのを待

つ以外、対応がございません。特に病院通いをされている方や、透析患者にとって

は、病院へ行くこともできず、さらなる不安を抱えられていたことだと考えます。

そこで、このような方々の安否確認等をどのようにされたのかお伺いいたします。

よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） ２番議員の質問にお答えいたします。 

要援護者につきましては、町内全域で現在１,２５３名の方が登録をされており

ます。現在、情報をより正確なものにするために、要援護者の追加を含めまして、

民生児童委員の協力を得て実施をしているところです。今回の大雪につきましては、

広範囲にわたり交通網に支障をきたしました。降雪の多かった地域の対応につきま

しては、まず特に雪の多かった草部北部、津留、野尻、尾下、河原地域で要援護者

支援システムに登録をされています方々の安否確認をしていただくよう、民生児童

委員にお願いをいたしました。それと併せまして、町長の指示により、住民福祉課

全職員で直接、同地域の要援護者一人一人の方に電話をいたしまして、何か困って

いることはないか、不自由していることはないか等、安否の確認を行いました。 

返事の中で一番多かったのは、除雪に関する要望がほとんどでありまして、町民

バスの運行が困難なことから、食料品等、必要なものは子ども等に連絡をして宅配

便等で届けてもらっているとのことで、即、食料品等に対する必要性はありません

でした。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ただいまの回答で、十分な対応をされたということで安心いた



 

－141－ 

しておりますが、先ほどちょっと申しましたけれども、要援護者の中には透析患者

の方もおられると思います。透析患者にとりましては、その日、打たなければなら

い、それを打たなかったことで、生死に関わる状態になることも想定されます。そ

ういった方への対応をどうされたのかもう一度お願いしたいと思います。よろしく

お願いします。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） 自席から失礼いたします。 

要援護者の中に安否確認をした際に、透析を受けている方がいらっしゃいました

ので、通院先であります 立野病院のほうに連絡をいたしまして、本町で車の通

行困難なところの透析患者の対応を伺いました。病院の対応としては、透析を受け

ている患者全員の方と連絡を取り、透析の日を１日延ばして送迎することを全員に

確認できたという返事をいただきました。今回、雪の多かった尾下、河原地区は、

２名の方がいらっしゃいますが、そちらの方も十分対応ができたという返事であり

ました。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 透析患者については、役場からも確認をされた、またその上で

病院からも行ったということで、やはり患者さんは病院と直接話をすることでです

ね、安心をなされたのではないかなというふうに思っております。 

ここで、町長にお伺いいたします。ただいま教育委員会、それから福祉のほうか

ら、大雪に対するそれぞれの対応についてお伺いいたしました。私は適切な対応を

されたと思っております。町長が日頃から話される安心・安全なまちづくりと併せ、

現在進められている情報基盤整備、いわゆる光ファイバー網の整備による影響力、

そしてその活用方法により、今後計り知れない効果が生まれると思っておりますが、

そういったものも併せて、今後の対応策をどう考えておられるのかお伺いいたしま

す。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番議員 後藤議員のご質問にお答えをいたします。 

今ご質問なされて、学校関係の対応、そして要援護者の方への対応ということで、

各担当がお答えをしたとおりでございます。また、教育長先生のお答えもその通り

でございます。その上で私が考える対応策ということでございます。まず、１番の

先ほど言いました、その学校の関係の対応につきましては、今回は迅速な対応が取

れたと思います。そもそも２番議員さんがこのご質問をなされているのは、今回、
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やはり２、３日でこれが解消が形としてはできたので良かったわけでございますが、

これが例えばの話、災害という括りで見ますと、やはり１週間や２週間、これはも

う自然災害ですから分かりません。そういうときにどうかということだというふう

に思っております。 

その中で特にこの学校関係に関しましては、今年、予算をお願いを申し上げてお

りますが、学校の生徒一人一人にタブレットＰＣの、この１人１台使えるような環

境ということを議会にお願いをしておるわけでございます。先ほど午前中のお答え

で、教育長先生がおっしゃいました教育ＣＩＯ制度というのがありまして、これを

この教育ＣＩＯの現場、学校教育側にこのＣＩＯを置くということによって、より

情報基盤整備、光ブロードバンドを使った、例えばの話、この学校と家庭間の連携

をとったこの学習システムの構築というのが可能になるというふうに認識をいたし

ております。そのためには、これは本来であるならば、行政であるならば、公平性

を保たなければいけないという観点から見ると、例えば高森の小・中学校と東の小

・中学校で、これは地域によって環境が違います。だからこそ、一辺倒に例えばタ

ブレットＰＣを高森の場合はこういう使い方をやらなければいけないではなく、や

はり私は柔軟な対応、すなわち例えば山間部であるとするならば、これはご自宅で

例えば持って帰って、週末使うことができるとか、そういう柔軟なですね、対応を

今後は私のほうから教育委員会や学校現場にも提案していきたいなというふうに思

っております。そのためには、やはり生徒一人一人にどうしても一人一人が使える

タブレットＰＣが必要不可欠ではないかと、それと現場でそれをしっかり構築でき

る制度をつくれる教育ＣＩＯの、現場のＣＩＯ間が必要ではないかというふうに認

識をいたしております。 

それと、学校関係で交通のお話が出ました。今回、地域公共交通会議等々の中で

もスクールバスのお話をして、そして今年新たに山東部、高森東のほうに議会にお

願いをいたしまして、車両を５台、これは４ＷＤ、四輪駆動車でございます。そし

て１４人乗りであります。今までみたいに五十何人の中で少なくしか乗らないので

はなくて、やはりもともとが道が狭いところ等がございますので、その中でもしっ

かり子どもたちをですね、安心・安全でこの学校に登下校、運行させるためには、

やはりその１４人乗りの形がベストということで、今回お願いしておるわけでござ

います。それも半分は補助をいただくことになっておりますので、非常に費用対効

果的には優れているのではないかというふうに思っております。 

また、その上でもう１点、今回スクールバスを新たに導入して、山間部のほうに、
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山東部のほうに５台、１４人乗りを置く理由といたしまして、今述べましたとおり

でございますが、もう１点がやはりバスの運転手さんも、できればですね、委託業

者さんに地元の方、これがやっぱり一番ですね、地域の道の実情に、環境の実情に

詳しい、精通されているということは、私は紛れもない事実じゃないかなと思って

おりますので、柔軟な対応をやはり業者さんにも取っていただきたいなというふう

に思っております。 

それと、この要援護者の対応についてでございますが、この要援護者の対応につ

いては、もう２番議員が一番いろんな施策をお持ちだというふうに思っております

し、普段、ご協力をいただいているところでございます。まずは、今回は現状がど

うなのかという把握をしなければならないということで、民生委員さんにお願いを

して、児童委員さんも含めましてですね、お願いをして、把握をして、先ほど申し

上げましたように、さらに加えまして、一人一人職員に電話をしていただいて、そ

して困っていることがないかということをお聞きしたわけでございます。３日ほど

でしたので、食料は大丈夫だったわけでございますが、今後はこれが１週間、仮に

２週間になった場合の施策を考えとかなければいけないというふうに考えておりま

す。この光ケーブルの全戸引き込みにより、独居老人や高齢者世帯等の安否確認に

関しては、新しいシステムを構築できるというふうに確信をもっておりますので、

有効策の具体的検討を今年度中には行って、これはシステムを作る時間もあります

ので、しっかり将来に向かって、これをやっていきたいというふうに思います。 

それと、要援護者の支援事業で、この整備した備品等に関しましても、今後はや

はりこれは柔軟なですね、使用の仕方ということを、もう一度この積雪による被害

のときの場合等々も含めまして、考えなければいけないのではないかというふうに

思っております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ただいま、町長のほうから今後の対応について、今思っておら

れることについて、詳しく回答いただきました。特に要援護者の対応といたしまし

ては、新しいシステムの導入も考えているということでございますので、そういう

日が近いうちに来ることを強く望みたいと思っております。 

これまで、今回の大雪の状況と、その後の対応について質問いたしましたが、こ

れからは私自身が山東部で生まれ育ち、雪を体験した者として、こうあってほしい

との思いから、私の提案として質問をいくつかさせていただきます。提案を行う前

に、２つだけまず確認をさせていただきます。 
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まず、町長にお伺いいたします。町長は今定例会の冒頭の挨拶で、今回の大雪も

災害と捉えるべきと考えていると、このように話されました。本日も先ほど議員の

質問に対して、この大雪は災害として考えているというお話でございますが、この

とき捉えるべきとお話をされました。捉えるべきということは、私が思うには、実

際は違うことであるが、今回の大雪はそういうふうに捉えると、私は認識したわけ

でございますが、町長の考えはどうであるのか、ちょっとお聞かせください。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） 今、２番議員さんがおっしゃったとおりでございます。捉える

べきという考えでございます。なぜ、「べき」という言葉を遣ったかと申しますと、

今回、やはり最初のスタートの部分、この部分ではまさかこれほどの大雪が降る、

そしてこれだけ積雪が１メーター超えるような地域があるという認識はございませ

んでした。これは私も含めて、大多数の方がそういうふうに初日は思われたのでは

ないかというふうに思っております。そういう中で、現場を確認いたしまして、な

おかついろんな情報を集める中でですね、やはりこの災害という部分で取り組みが

必要というふうに考えました。要は、私は今何を言いたいかと申しますと、初期の

スタートの時点で、やはり私自身が消防団の皆さんやいろんな皆さんに、もうちょ

っと意見を聞けばよかったのではないかということが課題として残っております。

ただ、１点、災害と考えますと、これは避難勧告や避難指示の部分も入ってくるわ

けでございます。俗に言う空振りのこの勧告等々もですね、これは未然に防ぐため

には必要でございますので、今後はやはり雪イコール大雪というような認識のもと

進めていかなければいけないということで、「べき」という言葉を遣わせていただ

きました。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 今、あえて、なぜ町長にそういう質問をしたかと申しますと、

私自身は、当初から、今回の大雪は災害と考えております。そういったことで、ち

ょっとお聞きをさせていただきました。 

もう１点、ちょっと確認させていただきます。本町には高森町地域防災計画があ

りますが、豪雨や豪雨出水、火山噴火、火災発生、水害等を想定し、計画が策定さ

れておりますが、今回の大雪はこの防災計画に含まれるのかどうかお伺いいたしま

す。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） 後藤議員のご質問にお答えいたします。 
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今回の災害は、災害という、先ほど町長も申しましたが、避難とかそういった災

害という捉え方というよりも、大きな意味でのですね、やっぱり天災、そういった

捉え方で私たちは対応いたしました。そういうことで、大きな意味で災害基本計画

もそうでございますが、基本的に高森町消防団の組織及び運営に関する規則という

のがございまして、その中にもその他の災害活動と、ここで災害という言葉が出て

まいりますが、やっぱり同等というふうな捉え方をする必要があるというふうに認

識しておりますし、消防団の方々もそういうご認識はいただいているというふうに

思っております。 

現在でもですね、この消防団につきまして申し上げますと、行方不明等の捜索も

いただいておりますし、そういった大きな意味で、我が地域を自分たちで守るとい

う崇高な精神と、そういったお気持ちをもっていただいております。ご質問でござ

いますが、やはり大きな意味の災害ということで捉えたいというふうに思います。 

なお、私ども総務課長会議の中で、あの災害の後にですね、別の会議がございま

したが、やはりこれだけ大きい雪害が発生したということで、基本的に先ほどから

町長等も申し上げておりますが、やっぱりオペレーターの不足や重機の不足という

のは、これはもう切実な問題でありました。したがいまして、東北地方でも自衛隊

の出動というような話もありましたけれども、そういった観点の捉え方がですね、

できないものかというのを、それをですね、私たち町村の総務課長ベースで検討す

るべきじゃないかと。つまり、上に対して申し上げるときのことを検討を始めるべ

きではないかという話は出まして、そういった観点でおります。以上、お答えいた

します。よろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 先ほどの町長さんの答弁の中でも、消防団の問題、それからた

だいま総務課長さんのお話の中でも、消防団の関係について、やはり避難勧告ある

いは避難指示等の問題もあり、大きな意味での天災と捉えて、今回は対応したとい

うことでございます。そういったことで、今回は対応されたと思っておりますが、

今回の大雪のような場合、道路の除雪が一番であり、主要路線等は大型重機や除雪

サポーター等により除雪されますが、主要路線から部落道にいたっては、除雪が遅

れる傾向にあります。まして、部落道から個人の軒先にいたっては、個人で除去す

るしか方法はありません。先ほども申しましたように、高齢者一人暮らし、二人暮

らしの家庭、さらには身体に持病をおもちの方々にとっては至難のことであり、先

ほども申しましたように、雪が溶けるのを待つ以外、方法はないのが現実でありま
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す。 

今申しました高森町地域防災計画の自主防災組織整備計画では、「住民の隣保行

動の精神と連帯感に基づく防災組織の整備充実を図り、防災意識の高揚並びに人命

の安全を確保するため、自主防災組織を編成する」とあります。確かに、九州北部

豪雨災害を教訓に、本町では各地域で自主防災組織の立ち上げが行われており、今

回の大雪でその機能を発揮した地域もあるとの話を聞く反面、山東部では集落形態

が点在型集落にあるため、隣に行くのにも何百メートルもあり、自分の家の除雪に

追われ、その機能が発揮できない地域もあるとの話も聞いております。 

このような状況から、私の提案する一つは、先ほどからちょっと出ておりますが、

消防団の活動の拡充です。今回も地元の消防団が除雪作業にあたったとの話は伺っ

ておりますが、町全体の話として、高森町地域防災計画の防災関係機関協力系統図

にもあるとおり、消防団の動員を図り、孤立した家からの主要道への最小限度の除

雪を行ってはいかがかなということで質問をさせていただきます。よろしくお願い

します。 

○議長（田上更生君） 総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） 今、後藤議員のご提案・ご質問、十分に理解できるところ

であり、それが一番進めるべきところであります。消防団のですね、やっぱり方々

が中心になってということも当然あります。それはなぜかと申しますと、一番やっ

ぱり今、組織化されているということですね。今、吉良団長をはじめとしまして、

特に今回はですね、今さっきもちょっと申し上げましたが、野尻地区、尾下地区、

河原地区と草部北部、河原もそうですが、各分団のご協力を既にいただいておりま

す。これは先ほど言いました高森町消防団組織及び運営に関する規則に基づいてお

りますけれども、基本的にやはり自分の地区は自分で守るというやっぱり、先ほど

も申し上げましたが、その精神がそれぞれに私たちがお願いしなくてもですね、既

に動いていただいたところもございます。 

今、議員のご質問の中にありますが、軒先からですね、道までが、どうしても非

常に難しいという状況は当然あります。ですので、今回のご要望の中でも先ほど橋

本課長の答弁の中にもありましたが、やはり除雪の問題が一番ということがありま

す。とにかく道が開かない、ですけど今ご質問のとおり、その幹線道路までもです

ね、まず開いていかないという状況もありました。したがいまして、先ほど言いま

したように、消防団のご協力をお願いしまして、そして的確に対応いただいており

ます。本当に感謝いたしておるところでございます。今後もですね、この消防団と
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地域、そして今ご提案の自主防災組織との連携、これはもう当たり前でございます

が、やはりそれを確実に拡充していく、やっていくということを、私たち職員も肝

に銘じる必要がございます。そういうことがまず第一点でございますが、しかし消

防団の方もですね、やっぱり地域の方でありまして、そこまで動けるかというと、

それは非常に難しい場合も出てくるだろうと思います。ですので、今、国も東北の

大震災の後から、まあ以前からも言っておりましたし、町も言っておりますが、や

はり自分の身は自分で守るというその意識もですね、私も含めてですが、すべての

方がもう一度確認していただく必要もあるかと思います。そういったことを、また

町としてもですね、進めていく必要があります。これをやはりどうしても公助の限

界というのがやっぱりここにありまして、どうしてもそこまでは行き着かないとい

うことがあります。ですから、そういった点もさらに、私も含めて、住民の方々み

んなでですね、考えていただくということも私たちは進めていくべきだというふう

に考えております。ですけれども、当然、公助は公助としてやっていく、そして自

主防災組織の機能強化、そういった点も私たちはご質問の中でお答えいたしますと、

その自主防災組織というものを今進めておりますが、その拡充、充実化というのは、

私たち、それが一つの公助ということになろうかと思います。要は、ソフト部分の

話になりますけれども、そういった点も忘れてはならず、進めていきたいというふ

うに思っております。以上でございます。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） こういった大雪は４５年振りということで、先ほど質問の中で

も、４５年振りだけん、私たちのときにはないかもしれんという話もある中で、ま

た来年、今年以上の、今年は２、３日で道が開いたけれども、先ほど町長が言われ

るように、１週間あるいは１０日、それ以上の大雪が降らんとも限りません。いつ

も町長が言われる、やっぱりそういった対応の弾込めの意味からもですね、そうい

った事態が来てからでは、やはりそういった対応はできませんので、ないことが一

番いいんですけれども、やはりそういった体制をですね、今後確立していただきた

いというふうに考えております。 

次に、これも先ほどから何度も申しますが、やはり今回の大雪では、高齢者一人

暮らし、二人暮らし、持病をおもちの方々、こういった方々におかれましては、仮

に軒先の道が今度は開いたとしても、屋根やハウスに積もった雪下ろし、庭の雪の

けとなりますと、また時間をかけてでも自分がしなければならない状況にあろうか

と思います。今回ももう少し降雪の時間や量が増した場合、さらに孤立箇所の増大、
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雪の重みでの家の倒壊、あるいは下敷き等の大事故も想定されます。 

そこで、そういった方々の個人の要望により、屋根やハウスに積もった雪下ろし

から庭先の雪のけ等、そのような要望に応えるため、一つの例でございますが、有

償ボランティアの登録を行ってはと考えております。先の質問で要援護者の安否確

認については質問いたしましたが、先ほども申したとおり、たいへん今回の対応は

的確な対応と感じますが、ただ安否確認を行うだけでなく、今そういった方々が何

に困っておられるのか、さらに詳しくお聞きいただき、それにいかに対応するかが

必要と私は感じます。先ほども申しましたが、そのことが町長がよく言われる弾込

め、これが必要と感じます。安否確認の際、今困っていることへの対応はいつでも

できる、これこそ地域住民の安心・安全につながることと思っているからです。 

この有償ボランティアについては、賛否両論な意見もたくさんありますが、本来

の目的は一概にボランティアといっても、毎日ボランティアをしているせいで活動

者自身が生活に困っては元も子もなく、そのボランティアに対する最低限の賃金を

支払うものであります。この取り組みにつきましては、私が以前、役場におりまし

たとき、地域福祉の基本であります行政が行う公助、自らが行う自助に加え、昔な

がらの隣保関係、すなわち共助の必要性から、高森町社会福祉協議会にお願いし、

現役の一線を退いた方々の健康維持と、これまで長い間培った技術を活かし、お困

りである家庭の家の中の棚付け、買い物の手伝い、庭先の草取り、庭木の手入れ等、

軽微な作業を手伝ってもらえる方を登録したものでありますが、その後、当時の担

当者が現在は病気で休職しておりますが、まずこの現在の状況についてお伺いをい

たします。よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） ２番議員の質問にお答えいたします。 

お尋ねの有償ボランティアにつきましては、社会福祉協議会に確認をいたしまし

たところ、以前、募集したが、応募者がなく、現在、有償ボランティア組織として

の活動はありませんでした。しかし、有償ボランティアに変わるものとして、草刈

り作業、樹木の剪定等、軽作業につきましては、６０歳以上で組織するシルバー人

材センターにて有償で作業を請け負っております。現在、７名の方が登録をされて

いらっしゃいます。以上、報告を終わります。 

○議長（田上更生君） ２番議員の持ち時間、なくなっておりますので、簡潔に質問、

答弁お願いいたします。２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） ただいまの説明では、有償ボランティアは現在活動していない
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と、その代わりシルバー人材センター７名をもって同様の事業を行っているという

ことでございますが、私としてはその有償ボランティアに限ることなく、地域住民

の要望に応える組織の確立をお願いするものであります。私は、安心・安全なまち

とは、このような方々への対応があって初めて、安心・安全なまちと考えられると

信じております。最後となりますが、私はこれまでいくつか提案させていただきま

したが、この提案に対する町長のお考えをお聞きし、最後とさせていただきます。

よろしくお願いします。 

○議長（田上更生君） 町長 草村大成君。 

○町長（草村大成君） ２番議員のご質問にお答えいたします。 

議員さんからのご提案は、私はたいへん的を得ているなというよりも、やはり行

政経験が長く、行政に携われておりましたので、その行政時代になされてこの有償

ボランティア制度に関しましても、私がそもそも考えた除雪という部分の除雪サポ

ーター制度、これを有償化で最低限の賃金は払うという考えとほぼ同じではないか

というふうに思っております。午前中の答弁でも申し上げましたように、できる地

域はできます。しかし、できない地域があるんです。だから、行政と公助という部

分でいうとするならば、やはり一番できないところをベースに考えないと、私は制

度は行き詰まる部分があると思いますので、そのできないところといいますと、先

ほど議員がおっしゃいました独居世帯や、高齢化が特に著しく、自主防災組織です

ら形成ができないような地域、だからこそ除雪ボランティア、除雪サポーター制度

等々を用いまして、地域を越えた形のこのサポート制度ができればいいかなという

ことで、この除雪サポーター制度をつくったわけでございます。それと同時に、有

償ボランティア制度の活用も含めてですね、地域で最終的にはすべてが痒いところ

に手が届くことも必要ですが、それと同時にやはりやらなければいけないことは、

やはり住民一人一人のこの災害に関する意識のこの向上と認識、そのことによって

支え合う体制づくりが構築できるというふうに思っておりますので、今後とも行政

もしっかり取り組んでいきますので、２番議員さんを含めまして、議会の皆様のご

協力・ご理解をお願いを申し上げたいというふうに思います。以上です。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君。 

○２番（後藤三治君） 高森町地域防災計画にもあるとおり、私たちはいつでもどこで

も起こりうる災害による被害を軽減し、安全・安心を確保するため、行政による公

助はもとより、個々人の自覚に目指した自助、身近な地域コミュニティ等による共

助が必要であります。県下１３番目の面積を有する本町では、生活形態や気象条件
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も自ずと違ってきます。災害においても、異なる内容となってきますが、どこに住

んでいても、町民が安心して暮らせる、高森町に住んでいてよかった、そう思える

町をつくるため、議員任期少しとなりましたが、私なりに頑張っていきたいと考え

ております。 

これで、私の質問を終わります。 

○議長（田上更生君） ２番 後藤三治君の質問を終わります。 

これで、一般質問は全部終了いたしました。 

以上で、本日の日程は全部終了しました。 

本日はこれで散会いたします。お疲れさまでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

散会 午後４時１５分 
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開議 午前１０時００分 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） おはようございます。 

これから本日の会議を開きます。 

お諮りします。 

お手元に配付してあります日程にしたがって議事を進めたいと思います。ご異議

ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。それでは、日程にしたがって議事を進め

ます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第１ 発議第１号 高森町議会基本条例の制定について 

○議長（田上更生君） 日程第１、発議第１号、高森町議会基本条例の制定についてを

議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。提出者、５番 立山広滋君。 

○５番（立山広滋君） おはようございます。５番 立山です。 

提出者を代表いたしまして、高森町議会基本条例の制定について趣旨説明をいた

します。 

高森町民から選挙で選ばれた議員により構成される高森町議会は、同じく町民か

ら選ばれた高森町長とともに、高森町の代表機関を構成しているところであります

が、この二つの代表機関は共に町民の信託を受けて活動し、議会は多人数による合

議制の機関として、また町長は独任制の機関として、それぞれの異なる特性を活か

して、町民の意思を町政に的確に反映させるために競い合い、協力し合いながら、

高森町としての最良の意思決定を導く共通の使命が課せられています。 

議会は、町民の代表機関として、地域における民主主義の発展と、町民福祉の向

上のために果たすべき役割は、将来にかけてますます大きくなると考えます。特に

地方分権の時代を迎えて、自治体の自主的な決定と責任の範囲が拡大した今日、議

会はそのもてる権能を十分に駆使して、自治体事務の立案、決定、執行、評価にお

ける論点・争点を広く明らかする責務を有しております。自由闊達な討議を通して、

これら論点・争点を発見・公開することは、討論の広場である議会の第一の使命で

あります。 

このような使命を構成するために、今回、高森町議会基本条例の制定を提案する
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ものであります。議員各位におかれましては、この条例をご理解いただき、ご賛同

賜りますようお願い申し上げます。 

以上、提案説明を終わります。 

○議長（田上更生君） 提案説明が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑

はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

立山広滋君ほか３名から提出されました発議第１号、高森町議会基本条例の制定

については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、立山広滋君ほか３名から提

出されました発議第１号、高森町議会基本条例の制定については、可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第２ 付託案件の委員長報告並びに採決について 

○議長（田上更生君） 日程第２、付託案件の委員長報告並びに採決についてを議題と

します。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１０号 高森町消防施設整備事業分担金徴収条例の制定について 

○議長（田上更生君） 議案第１０号、高森町消防施設整備事業分担金徴収条例の制定

については、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第１０号、高森町消防施設整備事業分担金

徴収条例の制定につきましては、３月１２日午前１１時２５分から、第３、４委員

会室におきまして、総務課より岩下課長、東課長補佐及び後藤総務係長に出席を求

め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定をいたしました。 

なお、執行部より、議案の字句修正の申し出があり、委員会審議の結果、修正を
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許可いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１０号、高森町消防

施設整備事業分担金徴収条例の制定については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１２号 高森町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例の一部改正につ

いて 

○議長（田上更生君） 議案第１２号、高森町国民健康保険高額療養費支払資金貸付基

金条例の一部改正については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委

員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） おはようございます。２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１２号、高森町国民健康保険高額療

養費支払資金貸付基金条例の一部改正につきましては、３月１３日午前１１時２０

分から、第３、４委員会室におきまして、健康推進課より村上課長、沼田審議員、

新井課長補佐及び担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしま

した結果、全委員異議なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１２号、高森町国民

健康保険高額療養費支払資金貸付基金条例の一部改正については、委員長の報告

のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１３号 高森町国民健康保険税条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１３号、高森町国民健康保険税条例の一部改正について

は、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１３号、高森町国民健康保険税条例

の一部改正につきましては、３月１３日午前１１時２０分から、第３、４委員会室

におきまして、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び担当係長

に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく

可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 
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本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１３号、高森町国民

健康保険税条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１４号 高森町後期高齢者医療に関する条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１４号、高森町後期高齢者医療に関する条例の一部改正

については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１４号、高森町後期高齢者医療に関

する条例の一部改正につきましては、３月１３日午前１１時２０分から、第３、４

委員会室におきまして、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び

担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員

異議なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１４号、高森町後期

高齢者医療に関する条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 
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－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１５号 高森町奥阿蘇キャンプ場条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１５号、高森町奥阿蘇キャンプ場条例の一部改正につい

ては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） おはようございます。３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１５号、高森町奥阿蘇キャンプ場条

例の一部改正につきましては、３月１４日午後１時から、第３、４委員会室におき

まして、農林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び担当係長に出席を求め、詳細

に説明を受け、慎重に審議をいたしました結果、全委員異議なく可とすることに決

定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１５号、高森町奥阿

蘇キャンプ場条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１６号 高森町有機農業推進施設条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１６号、高森町有機農業推進施設条例の一部改正につい

ては、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１６号、高森町有機農業推進施設条
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例の一部改正につきましては、３月１４日午後１時から、第３、４委員会室におき

まして、農林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び担当係長に出席を求め、詳細

に説明を受け、慎重に審議をいたしました結果、全委員異議なく可とすることに決

定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、質疑を行います。質疑はあ

りませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１６号、高森町有機

農業推進施設条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１７号 高森町給水条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１７号、高森町給水条例の一部改正については、建設経

済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１７号、高森町給水条例の一部改正

につきましては、３月１４日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、建

設課より松本課長及び担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議をい

たしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１７号、高森町給水

条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１８号 高森町社会教育委員設置条例の一部改正について 

○議長（田上更生君） 議案第１８号、高森町社会教育委員設置条例の一部改正につい

ては、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１８号、高森町社会教育委員設置条

例の一部改正につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室にお

きまして、教育委員会より佐藤教育長、後藤事務局長、阿部次長及び担当係長に出

席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可と

することに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 
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［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１８号、高森町社会

教育委員設置条例の一部改正については、委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第１９号 平成２５年度高森町一般会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第１９号、平成２５年度高森町一般会計補正予算について

は、各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第１９号、平成２５年度高森町一般会計補

正予算につきましては、３月１２日午前１０時から、第３、４委員会室におきまし

て、議会事務局より古庄事務局長、丸山庶務係長、午前１０時２０分から、税務課

より色見課長、佐藤課長補佐及び各係長、午前１１時２５分から、第３、４委員会

室におきまして、総務課より岩下課長、東課長補佐及び各担当係長、午後２時４５

分から、政策推進課より甲斐課長、服部審議員及び各係長に出席を求め、詳細に説

明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をい

たしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第１９号、平成２５年度高森町一般会

計補正予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室におき

まして、教育委員会より佐藤教育長、後藤事務局長、阿部次長及び各係長、午前１

１時２０分から、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び各係長、

午後２時３０分から、住民福祉課より橋本課長、阿南課長補佐、熊谷園長、竹原園

長代理及び各係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、

全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第１９号、平成２５年度高森町一般会

計補正予算につきましては、３月１４日午前１０時から、第３、４委員会室におき
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まして、建設課より松本課長及び各係長、午後１時から、農林政策課より佐藤課長、

後藤課長補佐及び各係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしまし

た結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 各常任委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、各委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第１９号、平成２５年

度高森町一般会計補正予算については、各委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２０号 平成２５年度高森町国民健康保険特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２０号、平成２５年度高森町国民健康保険特別会計補正

予算については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２０号、平成２５年度高森町国民健

康保険特別会計補正予算につきましては、３月１３日午前１１時２０分から、健康

推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び担当係長に出席を求め、詳細

に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定

いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 
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［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２０号、平成２５年

度高森町国民健康保険特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２１号 平成２５年度高森町介護保険特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２１号、平成２５年度高森町介護保険特別会計補正予算

については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２１号、平成２５年度高森町介護保

険特別会計補正予算につきましては、３月１３日午前１１時２０分から、健康推進

課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び担当係長に出席を求め、詳細に説

明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定いた

しました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 
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お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２１号、平成２５年

度高森町介護保険特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２２号 平成２５年度高森町簡易水道事業特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２２号、平成２５度高森町簡易水道事業特別会計補正予

算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求

めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２２号、平成２５度高森町簡易水道

事業特別会計補正予算につきましては、３月１４日午前１０時から、第３、４委員

会室におきまして、建設課より松本課長及び担当係長に出席を求め、詳細に説明を

受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたし

ました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２２号、平成２５度
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高森町簡易水道事業特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２３号 平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２３号、平成２５年度高森町農業用水供給事業特別会計

補正予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報

告を求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２３号、平成２５年度高森町農業用

水供給事業特別会計補正予算につきましては、３月１４日午前１０時から、第３、

４委員会室におきまして、建設課より松本課長及び担当係長に出席を求め、詳細に

説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定を

いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２３号、平成２５年

度高森町農業用水供給事業特別会計補正予算については、委員長の報告のとおり

可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２４号 平成２６年度高森町一般会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２４号、平成２６年度高森町一般会計予算については、
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各常任委員会に付託してありましたので、各委員長の報告を求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第２４号、平成２６年度高森町一般会計予

算につきましては、３月１２日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、

会計課より廣木課長、監査事務局より安方事務局長、議会事務局より古庄事務局長、

丸山庶務係長、午前１０時２０分から、税務課より色見課長、佐藤課長補佐及び各

係長、午前１１時２５分から、総務課より岩下課長、東課長補佐及び各係長、午後

２時４５分から、政策推進課より甲斐課長、服部審議員及び各係長に出席を求め、

詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに

決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２４号、平成２６年度高森町一般会

計予算につきましては、３月１３日午前１０時から、第３、４委員会室におきまし

て、教育委員会より佐藤教育長、後藤事務局長、阿部次長及び各係長、午前１１時

２０分から、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び各係長、午

後２時３０分から、住民福祉課より橋本課長、阿南課長補佐、熊谷園長、竹原園長

代理及び各係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、

全委員異議なく可とすることに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２４号、平成２６年度高森町一般会

計予算につきましては、３月１１日午後２時より、平成２６年度町道新設及び改良

に伴う町道４路線を建設課の説明を受け、現地確認を行いました。また、３月１４

日午前１０時から、第３、４委員会室におきまして、建設課より松本課長及び各係

長、午後１時から、農林政策課より佐藤課長、後藤課長補佐及び各係長に出席を求

め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とするこ

とに決定をいたしました。 

報告、終わります。 
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○議長（田上更生君） 各常任委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、各委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありま

せんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２４号、平成２６年

度高森町一般会計予算については、各委員長の報告のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２５号 平成２６年度高森町国民健康保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２５号、平成２６年度高森町国民健康保険特別会計予算

については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２５号、平成２６年度高森町国民健

康保険特別会計予算につきましては、３月１３日午前１１時２０分から、第３、４

委員会室におきまして、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び

担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員

異議なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２５号、平成２６年

度高森町国民健康保険特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２６号 平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２６号、平成２６年度高森町後期高齢者医療特別会計予

算については、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求

めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２６号、平成２６年度高森町後期高

齢者医療特別会計予算につきましては、３月１１日午前１１時３０分から、第３、

４委員会室におきまして、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及

び担当係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委

員異議なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長、今の中でご訂正をお願いいたします。３月１１日と今

説明がありましたけれども、１３日です。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） １３日です。失礼しました。 

○議長（田上更生君） ３月１１日という説明がありましたけれども、これは１３日に

訂正ですね。はい、分かりました。 

委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。質疑はありません

か。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 
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○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２６号、平成２６年

度高森町後期高齢者医療特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決さ

れました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２７号 平成２６年度高森町介護保険特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２７号、平成２６年度高森町介護保険特別会計予算につ

いては、文教厚生常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求めます。 

文教厚生常任委員長 後藤三治君。 

○文教厚生常任委員長（後藤三治君） ２番 後藤です。 

文教厚生常任委員会に付託されました議案第２７号、平成２６年度高森町介護保

険特別会計予算につきましては、３月１３日午前１１時２０分から、第３、４委員

会室におきまして、健康推進課より村上課長、沼田審議員、新井課長補佐及び担当

係長に出席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議

なく可とすることに決定いたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２７号、平成２６年
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度高森町介護保険特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決されまし

た。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２８号 平成２６年度高森町簡易水道事業特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２８号、平成２６年度高森町簡易水道事業特別会計予算

については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を求め

ます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２８号、平成２６年度高森町簡易水

道事業特別会計予算につきましては、３月１４日午前１０時から、第３、４委員会

室におきまして、建設課より松本課長及び担当係長に出席を求め、詳細に説明を受

け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいたしま

した。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２８号、平成２６年

度高森町簡易水道事業特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決され

ました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第２９号 平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第２９号、平成２６年度高森町農業用水供給事業特別会計
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予算については、建設経済常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 

建設経済常任委員長 興梠壽一君。 

○建設経済常任委員長（興梠壽一君） ３番 興梠です。 

建設経済常任委員会に付託されました議案第２９号、平成２６年度高森町農業用

水供給事業特別会計予算につきましては、３月１４日午前１０時から、第３、４委

員会室におきまして、建設課より松本課長及び担当係長に出席を求め、詳細に説明

を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可とすることに決定をいた

しました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第２９号、平成２６年

度高森町農業用水供給事業特別会計予算については、委員長の報告のとおり可決

されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 議案第３０号 平成２６年度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算について 

○議長（田上更生君） 議案第３０号、平成２６年度高森町鉄道経営対策事業基金特別

会計予算については、総務常任委員会に付託してありましたので、委員長の報告を

求めます。 

総務常任委員長 立山広滋君。 

○総務常任委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

総務常任委員会に付託されました議案第３０号、平成２６年度高森町鉄道経営対
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策事業基金特別会計予算につきましては、３月１２日午後２時４５分から、第３、

４委員会室におきまして、政策推進課より甲斐課長、服部審議員及び担当係長に出

席を求め、詳細に説明を受け、慎重に審議いたしました結果、全委員異議なく可と

することに決定をいたしました。 

報告、終わります。 

○議長（田上更生君） 委員長の報告が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

お諮りします。 

本案については、委員長の報告のとおり決定したいと思います。ご異議ありませ

んか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３０号、平成２６年

度高森町鉄道経営対策事業基金特別会計予算については、委員長の報告のとおり

可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第３ 議案第３１号 高森町観光交流センターの指定管理者の指定について 

○議長（田上更生君） 日程第３、議案第３１号、高森町観光交流センターの指定管理

者の指定についてを議題とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。政策推進課長 甲斐敏文君。 

○政策推進課長（甲斐敏文君） おはようございます。 

議案第３１号で追加提案いたしました高森町観光交流センターの指定管理者の指

定についてご説明申し上げます。 

本議案は、先の１２月議会で可決いただきました高森町観光交流センター条例を

改正したことに伴い、町長が特別な事情がある場合、指定管理の選定を行うことが

できる条文に則り、今回、高森町観光協会を指定管理者として指定するものであり

ます。 

議案書をご覧ください。まず、対象施設の名称としましては、高森町観光交流セ
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ンターです。２番目に、指定管理者となる団体の名称としましては、高森町観光協

会会長 後藤巌氏です。３番目に、指定の期間としましては、平成２６年４月１日

から平成２７年３月３１日までとなっております。 

指定管理者に指定するには、地方自治法第２４４条の２第６項の規定により、議

会の議決を経る必要があるため、この議案を提出するものであります。 

以上、説明申し上げましたが、ご審議賜り、ご決定いただきますようお願い申し

上げ、説明といたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３１号、高森町観光交流センターの指定管理者の指定についてを

採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３１号、高森町観光

交流センターの指定管理者の指定については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

日程第４ 議案第３２号 工事請負契約の締結について 

○議長（田上更生君） 日程第４、議案第３２号、工事請負契約の締結についてを議題

とします。 

本案について、提案理由の説明を求めます。総務課長 岩下公治君。 

○総務課長（岩下公治君） おはようございます。 

議案第３２号で追加提案いたしております工事請負契約の締結についてご説明を

申し上げます。 

今回の提案は、地方自治法第９６条第１項第５号の規定に基づき、議会の議決に

付すべき契約及び財産の取得及び処分に関する条例第２条の規定によりまして、議

会の議決を経る必要があるため提案するものでございます。 

今回の契約につきましては、高森町立色見保育園新築工事に伴うものでありまし
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て、３月１２日、指名競争入札によりまして、阿蘇郡高森町大字色見１１４９番地

１の有限会社安方工務店、代表取締役 安方増也氏が９,３３１万２,０００円で落

札したものであります。 

事業概要につきましては、この後、橋本住民福祉課長からご説明申し上げますが、

ご審議の上、ご決定を賜りますようお願い申し上げ、説明を終わります。よろしく

お願いいたします。 

○議長（田上更生君） 住民福祉課長 橋本和則君。 

○住民福祉課長（橋本和則君） おはようございます。 

色見保育園新築工事概要についてご説明を申し上げます。 

現在の色見保育園は、昭和５５年３月に建設されたものであり、築３０年余りが

経過し、老朽化が著しく、また近くに河川等もあり、災害時の土砂災害の危険性も

あることから、今回、移転新築するものであります。 

移転先は、色見総合センターの西側に建設するもので、敷地面積は１,７２９.６

７平方メートル、建物の構造は木造平屋建て、建築面積は４５０平方メートル、延

べ床面積は３３７平方メートルとなっております。外部の仕上げについて、基礎は

コンクリート基礎、外壁はカラーのガルバリウム鋼板、屋根の形式はキリツマで、

カラーのガルバリウム鋼板葺き仕上げとなっております。 

また、災害時において、防災拠点施設としても利用しますことから、木材の接合

部分を規格化した金物で接合する軽ＥＳ工法を採用します。この工法の建造物は県

内でも少なく、通常の木造建造物の約５倍の耐震強度があります。 

なお、使用する木材につきましては、阿蘇南部木材協会 高森支部を通して納品

するとなっておりますので、高森町産材を使用いたします。一部、桧を使用いたし

ますが、桧に関しましても南郷桧を使用いたします。 

内部の間取りについては、スロープ付き玄関、乳児室、歩伏室、保育室は８４平

方メートルを２室に仕切るようになっています。また、非常時においては、廊下と

一体化してできるようになっており、園児用のトイレはもちろん、車いす対応の多

目的トイレも設置いたしております。そのほか事務室、調理室、食品庫、沐浴室、

スロープ付きの園児用玄関、バルコニーが設計されています。 

設備関係におきましては、照明設備、給排水設備、浄化槽設備（１０人用）、暖

房施設については床暖房を計画いたしております。 

野外設備工事については、南側に拡幅工事を行い、園庭は９０８平方メートルを

確保し、周囲を木製柵で囲うようにいたしております。 
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以上、設計概要について説明を終わります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○議長（田上更生君） 提案理由の説明が終わりましたので、これから質疑を行います。

質疑はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 質疑なしと認めます。 

これから討論を行います。討論はありませんか。 

［「なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 討論なしと認めます。 

これから議案第３２号、工事請負契約の締結についてを採決します。 

本案については、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議案第３２号、工事請負契

約の締結については、原案のとおり可決されました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第５ 特別委員長報告について 

○議長（田上更生君） 日程第５、特別委員長報告についてを議題とします。 

議会広報特別委員長の報告を求めます。 

議会広報特別委員長 立山広滋君。 

○議会広報特別委員長（立山広滋君） ５番 立山です。 

議会広報特別委員会の報告をいたします。 

議会広報特別委員会は、３月１８日に開催し、３月議会だより「絆」５５号発行

について、内容やスケジュールについて協議を行いました。内容につきましては、

３月定例会初日の質疑、平成２６年度の一般会計予算及び一般質問を中心として取

り上げ、住民の皆さんに分かりやすくお知らせする予定です。今回は４月末発送を

目標としておりますので、議員各位のご理解とご協力をお願いいたします。 

以上、議会広報特別委員会の報告とさせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第６ 議員派遣の件について 

○議長（田上更生君） 日程第６、議員派遣の件についてを議題とします。 

お諮りします。 

議員派遣の件は、お手元にお配りしてありますとおり派遣することにしたいと思

います。併せて、詳細並びに一部変更があった場合については、議長に一任するこ
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とにご異議ありませんか。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、議員派遣の件は、お手元に

配りましたとおり、派遣することに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

 日程第７ 委員会の閉会中の継続調査申出書について 

○議長（田上更生君） 日程第７、委員会の閉会中の継続調査申出書についてを議題と

します。 

各常任委員長並びに議会運営委員長から、所管事務及び所掌事務のうち、会議規

則第７５条の規定によって、お手元に配りました閉会中の継続調査の申し出があっ

ております。 

お諮りします。 

各委員長から申し出のとおり、閉会中の継続調査とすることにご異議ありません

か。 

［「異議なし」と呼ぶ者あり］ 

○議長（田上更生君） 異議なしと認めます。したがって、各委員長の申し出のとおり、

閉会中の継続調査とすることに決定しました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） これで本日の日程は全部終了いたしました。 

一言ご挨拶申し上げます。 

３月１０日から本日１９日まで、１０日間の３月定例会というようなことで、た

いへんお疲れ様でございました。平成２６年度の当初予算が十分な審議の結果、本

日可決をされました。これから予算執行にあたりましては、町民に広く予算の正当

性・妥当性あるいは必要性を町民に周知、説明し、徹底し、正しい情報を共有しな

がら、これからの事務執行にあたっていただきたいというふうに思っております。

職員の皆様方には、これからなお一層のご尽力をお願いしたいというふうに思いま

すし、本日、議会も議会基本条例の制定がなされました。議会報告会等を通じまし

て、なお一層の住民への正しい情報をお互いが共有する、本当に信頼し合える議会、

住民、そして執行部との関係をつなげていきたいというふうに思っておりますので、

これからもどうぞよろしくお願いを申し上げます。 

また、今２５年度をもって、多くの職員の皆さんが定年を迎えられ、退職をされ

ます。昨日、傍聴されました皆さんから、昨日の夜、私のところにお電話をいただ
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きました。ベテラン職員が多数退職をするがというような、ちょっと心配をされる

ようなお電話をいただきました。しっかりと後進の指導にもあたっておられますの

で、その点につきましてはご心配をかけることはないというふうに思いますがとい

うふうにお伝えをしておきましたけれども、また定年を迎えられます職員の皆さん

方は、これからまた違った形でですね、本町の住民福祉あるいは住民の危機管理等

にですね、ご支援・ご協力をいただけるものというふうに思っておりますので、ど

うぞ健康に留意されまして、なお一層ご指導をよろしくお願いしたいというふうに

思います。 

また、今回、服部審議員が２年間の本町勤務を終えられまして、本庁のほうに帰

られます。たいへんお疲れでございました。本町の職員、いろんな意味でですね、

刺激になった、あるいは見習う部分が、大きな部分があったかというふうに思いま

す。どうぞ服部審議員のですね、２年間を職員の皆さんはしっかりと引き継いでい

っていただきたいなというふうに思いますし、昨日、服部審議員が一般質問の中で、

高森町のこれからの可能性というような部分について触れられておりました。私た

ちもその服部審議員のですね、可能性に十分応え得る、町長、執行部、職員、そし

て議会でありたいというふうに思います。服部審議員におかれましてはですね、こ

れから熊本県のまた大きなステージで、本当体に十分注意されながら、ますますご

活躍されますことを心からお祈りを申し上げるところでございます。 

それから、昨日、一般質問の中でも出ましたけれども、井芹太一農業相談員、２

年間で、今度、農協のほうに帰られるというようなことでございます。今、聞いて

おられるか分かりませんけれども、これから高森町と農協、ＪＡのですね、大きな

パイプ役になっていただける、その原動力になっていただけるものというふうに確

信をいたしておりますので、井芹太一君のこれからの活躍にも期待をしたいという

ふうに思います。 

それでは、２６年度の予算の中で、高森町民がなお安心して、満足して暮らして

いただけるその期待感あるいは信頼感に応え得る、この２６年度の一年であります

ことを心からご祈念申し上げまして、ご挨拶に代えさせていただきます。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 

○議長（田上更生君） これで、会議を閉じます。 

平成２６年第１回高森町議会定例会を閉会いたします。 

お疲れでございました。 

－－－－－－－○－－－－－－－ 
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閉会 午前１１時００分 
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地方自治法第１２３条第２項の規定によりここに署名する。 
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